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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員は、山田 悟議員、池亀宇太郎議員であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 



－ 179 － 

＋ 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、８番、田原 実議員、２９番、新保峰孝議員を指名いたします。 

 

日程第２．一 般 質 問 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

日程第２、一般質問を行います。 

２月２９日に引き続き、通告順に発言を許します。 

田原 実議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 〔８番 田原 実君登壇〕 

○８番（田原 実君） 

おはようございます。 

糸魚川２１クラブの田原 実です。 

今回、私は糸魚川市民憲章、ジオパーク、地域医療の３項目を質問いたします。 

質問１、糸魚川市民憲章の制定とその実践。 

新市の一体感の醸成と市民の心のよりどころとして制定される市民憲章について伺います。 

(1) 市民憲章制定の目的とその意味、及び期待される効果について。 

(2) 市の木、市の花、市の鳥、市の石について。 

(3) 新市の将来像、「さわやか すこやか 翠の交流都市」、正式には、「翠の交流都市 さ

わやか すこやか 輝きのまち」との関連について。 

(4) 総合計画、その他計画、条例との関連について。 

(5) 市民憲章と市民の実践、地域・学校・職場・家庭への展開について。 

(6) 糸魚川市民憲章と制定式典について。 

質問２、ジオパークによる経済効果と地域振興。 

現在、糸魚川市が先頭に立ち取り組んでいる世界ジオパーク登録、その動きが市民から支持され

るための大きな要因として、交流人口増大による経済効果と地域振興の見通しがついていることが

掲げられます。以下、具体的に市長・行政の見解を伺います。 

(1) 産・官・学連携のジオパークビジネスモデル構築と国策について。 

(2) 糸魚川市総合計画、糸魚川市都市計画マスタープランとの整合性について。 

(3) 交流人口増大の見通しとその数値。 

(4) 経済効果（投資と収益の見込み）とその数値。 

(5) ジオパーク情報の受発信について。 
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(6) ジオパークへのスムーズな導入とアクセスの利便性の確保について。 

(7) 観光業者のノウハウを生かしたコース設定とジオツーリズムの早期実施について。 

※農村体験合宿、早稲田大学合宿、トキめき新潟国体などをチャンスとして生かすために。 

(8) ２年間取り組んだ健康づくり大学事業との連携。 

(9) 大糸線、中央線沿線のジオパーク候補地との連携。 

(10) ジオパークガイド養成機関の設置について。 

質問３、医師不足等地域医療への行政対応。 

糸魚川地域の医療体制が崩壊しないように、医師会、病院・診療所、行政、市民が連携して医師

不足に対応する必要に迫られています。ますます深刻化する地域医療の危機的状況における市長・

行政の対応と責任について伺います。 

(1) 臨床研修、県との連携について。 

(2) 医師不足と特定健診・特定保健指導について。 

以上、１回目の質問です。よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

おはようございます。 

田原議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目、市民憲章制定の目的と期待される効果につきましては、市民憲章は、まちづく

りを進めていく上で精神憲章であり、市民の心を１つにし、市民一人ひとりが協働のまちづくりへ

参加する心構えとなることを目的といたしております。 

効果といたしましては、市民の一体感の醸成を図れるものと期待をいたしております。 

２点目につきましては、ふるさとのシンボルとして、市の木はブナ、市の花はササユリ、市の鳥

はカワセミ、市の石はヒスイといたしております。 

３点目の新市の将来像との関連、４点目の総合計画との関連につきましては、市民憲章はすべて

の計画等の底流に流れるものであります。 

５点目の市民憲章と市民の実践につきましては、市民一人ひとりが市民憲章を実践していただけ

るよう、地域、学校、職場をはじめ各種団体の会合の折などあらゆる機会をとらえて、市民憲章の

効果的な普及と啓発を行っていきたいと考えております。 

６点目の糸魚川市民憲章等制定式典につきましては、３月２０日、ビーチホールまがたまにおき

まして、はつらつ健康都市宣言、生き生きスポーツ都市宣言とあわせて実施する予定であります。 

２番目のジオパークについてでありますが、ジオパークの考え方は、市内の豊富の地質遺産、そ

の他の自然遺産、文化遺産を活用するジオツーリズムによりまして、人口交流を増大させて経済効

果を生み出し、さらに産業を振興して地域活性化に役立てるものであります。 

ご質問の項目につきましては、日本では前例のない事案でありますことから、確認・研究項目を

検証しながら、計画を策定してまいりたいと考えております。 

３番目の１点目、臨床研修の県との連携についてでありますが、近年、医師の不足が全国的な問
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題になり、医師の確保が難しくなっている状況の中で、研修医がおいでいただけるかが、病院の生

き残りにもつながる重要なことであると認識いたしております。臨床研修医の受け入れにつきまし

ては、市といたしましても支援に努めてまいります。 

２点目の医師不足と特定健診、特定保健指導についてでありますが、集団健診では医師の拘束時

間が増加するなどにより、医師の執務体制確保が困難になってきております。また、五十嵐哲夫議

員にもお答えしたとおり、健診は生活習慣を改善するための実践指導を充実することに重点を置い

て推進する方針とし、このため施設健診方式で進めることといたしております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、市民憲章の実践について２回目の質問です。 

合併前になりますが、当時の市議会において、私は市民憲章の実践ということで質問し、市民憲

章の実践の１つは、教育にあるという切り口で意見交換をいたしました。 

当時、教育長でいらっしゃいました栗林現副市長からは、教育委員会では市民憲章を市内の教職

員の教育指導要綱の基本とし、その精神に基づいて、すばらしい郷土を愛し、守りながら、明るい

家庭や健康な体づくり、親切運動やあいさつ運動、時間や約束を守り、公共物を大切にする若者の

育成や教育の振興など、それぞれの事業の中で市民憲章の精神を盛り込んで、その実践に取り組ん

でいるとご答弁いただきました。市民憲章の実践と教育の関係を鮮やかにご説明いただき感銘し、

今も心に残っております。 

新しい市民憲章においても、教育と市民憲章との位置づけも確かなものとし実践していきたい、

このように私は考えるのでありますが、小松教育長はいかがお考えですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小松教育長。 〔教育長 小松敏彦君登壇〕 

○教育長（小松敏彦君） 

合併前の教育委員会の見解について、今、田原議員から紹介がありました。合併後の教育委員会

におきましても、当糸魚川市の学校教育等を中心といたしまして、やはりそこの中では、ふるさと

糸魚川に学び、ふるさと糸魚川を学び、一体感のある糸魚川市民として誇りと意識を高める。その

ために、この市民憲章は非常に有効なものであると位置づけておりますし、そのように考えており

ます。したがいまして、今回定められました市民憲章については、各学校へ十分な浸透を図ってま

いりたい、このように考えております。 

また、市のシンボルにつきましても、各種事業の中で１つの事業活動のテーマとして取り上げな

がら、生涯学習を含めた中で、その展開と浸透を図ってまいりたいと、このように考えております。 

なお、憲章の制定式典には、各小中学校の代表に参加をさせていただきまして、その浸透の第一

歩を図っていきたい、このように考えております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、そのように進めていただきたく、お願い申し上げます。 

あわせまして、地域、学校、今お答えいただきましたが、それから職場、家庭での実践のために、

行政として取り組む課題は何か、再度伺います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

お答えいたします。 

市民憲章の制定に伴いまして、いろいろな各種団体の方々からお集まりいただいて、約２年間に

わたりましてご論議いただいてまいりました。 

これを実践する方法として、いろいろな方法があるだろうと思っておりますが、１つには、いろ

いろな各種団体、そういった会合の折にお知らせするとともに、周知を図っていきたいと思ってお

りますし、広報、あるいはホームページ等におきましても周知を図っていくと、このことで考えて

おります。 

また、この市民憲章を制定をするに当たりまして、その中身と言いますか、いわゆる趣旨と言い

ますか、そういうものについては、また記念式典のときにも簡単なものでありますけれども、ちょ

っとした冊子にしてお配りをさせていただきたいと思っておりますし、学校、家庭、社会で、それ

ぞれご活用いただけるような形で今後検討してまいりたいと、このように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

県下でも、合併して新しく誕生した自治体で、当市のように市民憲章を新しく定めたところ、定

めなかったところがあると聞いております。そこでの違いは、どんなところに出てくるとお考えに

なりますか。当市の行政において期待される効果は、どんなこととお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

確かに合併後におきまして新しく制定した市、あるいは今まであったものをそのまま引き続いて

お使いいただいてる市、いろいろございまして、現在、県内２０市の中で１２市が制定済みでござ

いますし、また２１年度には、魚沼市が制定をするということが情報で入っておりますので、

２０市のうち１３市が制定をするということになろうかと思っております。 

それぞれに思いがあろうかと思っておりますし、市民憲章のみならずシンボルについても、シン



－ 183 － 

＋ 

ボルは制定されてるけども、市民憲章はないというところも幾つかの市でございます。それは、そ

れぞれの市の考え方であろうかと思っておりますし、私がとやかく言うことではないだろうと思っ

ておりますけれども、糸魚川市の場合には１８年度に、市民憲章が要るかどうか、つくるべきかど

うかという論議を１年間させていただきながら、その中で市民憲章は必要だということで、当市で

は制定するに至ってきたということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

せっかく市民憲章をつくる。そこで私は市民憲章の理解と普及において、市民の先頭に立つ市職

員６００余名の意識向上、生活規範の向上になると考えます。また、そうでなければならないと考

えますが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

議員おっしゃるとおりだと思っております。そのために今後職員への周知徹底、そういったもの

について図ってまいりたいと、このように思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

市民憲章の言葉、そして市の木・ブナ、市の花・ササユリ、市の鳥・カワセミ、市の石・ヒスイ、

そのいずれもが新しい糸魚川市のシンボルにふさわしく、市民から、国民から、あるいは世界中か

ら糸魚川を訪れるであろう人々のだれからも、美しく、尊く、大切に思われることでしょう。私は、

これをまちのイメージアップにも役立てたいと思います。 

それには、まずここに生きる私たち市民の多くが、市民憲章やシンボルを理解し、大切にしなけ

ればならないのですが、そうなるための行政の取り組みを、何か具体的にお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

お答えをいたします。 

市民憲章につきましては、周知啓発という点に尽きるだろうと、このように思っております。 

また、市のシンボルにつきましては、旧糸魚川市時代から培ったものもございますし、今回、新

しく制定をされるものもあるわけでありまして、基本的な制定の過程の中では、いわゆる市民にな

じみの深いものと、身近なものという観点から制定をされてきたという経緯があるだろうと思って

おりますし、どれ１つを取りましても、糸魚川市民が納得できるものではないだろうかな、このよ
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うに思っております。 

ただ、１つ１つとらえまして、例えば自宅でそれを例えば植えるとか、あるいは飼うとかいうも

のではないわけでございますので、そういった例えば探索会だとか、そういったもののイベント的

なものも今後必要だろうなと思っております。市の石については、これはヒスイでございますので、

これはそれぞれお持ちいただけるものではあるとは思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

私は市民憲章推進フォーラムの開催、それから市民憲章作文コンクールを提案いたしますが、い

かがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

制定を今３月１９日にということで考えておりまして、その後、そういった作文でありますとか、

そういったものについては、また今後検討してまいりたいと、このように思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

さらにより多くの市民の理解、あわせて国際化時代への対応として外国語での表記、英語以外の

中国語や韓国語もあわせて糸魚川市民憲章ガイドブックの作成を、外国籍住民の方や小中学生も交

えてワークショップ的に進めたい。つまり、そうすることで市民憲章の市民理解が進み、また、交

流都市にふさわしい憲章表記もできる。そういった取り組みが、新しい市民憲章の制定をする平成

２０年のこのときにおいては必要と考えますが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

外国籍で在住の方への周知啓発でございますが、非常に例えば歴史とか文化、風俗が違う社会に

あったわけでございまして、一概にそれを糸魚川市民ではあろうかと思いますけども、そこへの啓

発、周知については今のところ考えておりませんけども、今後また、若干検討させていただきたい

なということでは考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 
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国際化時代に向けての市民憲章の理解ということで、情報発信にも役立てたいということなんで

すけど、市長いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今、後段お聞きになっておりますジオパークの表記の問題もあるわけでございまして、国際化は

必要ととらえておるわけであります。そういう中で、やはり市民憲章においても、おいでいただい

た方にも理解していただくことも大事だと思っておりますし、また、今シンボルとさせていただい

ておりますこの４つの事柄についても、やはり説明も大事だろうということになりますと、その辺

は考えていかなくてはいけないと私は思っておるわけでありまして、これはまだまだ始まったばか

りであるわけでございまして、その辺をどのような方向でいくかというのは、これからだろうとと

らえております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

木、花、鳥、石とある市のシンボルの中から、鳥のカワセミの選定理由、また、新市のシンボル

としてのカワセミの取り扱いについて、市民理解の方法について、再度詳細を伺います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

お答えいたします。 

カワセミにつきましては、その経過はいろいろあったわけでございまして、初めの段階と、また

いろいろと違ってきた経緯はございます。その中で、いわゆるヒスイというもののとらえ方の中で、

また、地域の懇談会等の中でのご意見を賜りましたところ、カワセミという名前が出てまいったわ

けであります。 

これもそうそう町場で簡単にお目にかかるものではないと思っておりますし、ただヒスイの語源

と言いますか、それに例えるようなものでございまして、非常に身近なものであるという感覚を持

っております。そこら辺については、またそれを見せるという形にはならないだろうと思っており

ます。いろいろな形の中で、周知の方法を考えていきたいというふうに考えておりますし、市の鳥

が制定されたことについても、意義深いものだというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 
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カワセミの市内の生息分布マップ、それから解説書、研究会の開催などが必要だと思います。い

かがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

今後そういった機会をとらえて、またそういった組織的なものも必要になれば、そういう中でま

た検討していきたいと思っておりますし、今のところ研究会という構想は、ちょっと持ちあわせて

おりませんでしたので、今後また検討させていただきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

前向きにお願いいたします。 

糸魚川市の農村環境計画には、多様な生き物が住める水辺環境の保全が方針として定められてい

ます。カワセミが生息しやすいような河川改修を、今後は行うべきと考える市民がいます。 

一方、キングフィッシャー、魚とりの名人の名を持つカワセミを、池の魚をついばむ憎い存在と

考えている市民も中にはいます。この両者のバランスが取れていくように市民理解を進めて、市の

人気キャラクターとしての活用ということを、私は期待するものであります。 

国民にも人気の高いカワセミの当市のキャラクターとしての活用、何か考えてみませんか。ちょ

っとお持ちしたんですけども、これはカワセミのバッチなんですけど、こういったものが結構世の

中にあるということなんですけども、かなり子供さんにも人気があるということです。当市でもい

かがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

お答えいたします。 

具体的なそういったものについては、まだ検討の段階、これからということになろうかと思って

おりますので、そういうシールでありますとかバッチとか、そういうものはいろいろあろうかと思

っておりますが、今後また検討させていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、この項の最後に、糸魚川市民憲章等制定式典の詳細について、もう一度伺いたいと思いま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

田村総務課長。 〔総務課長 田村邦夫君登壇〕 

○総務課長（田村邦夫君） 

式典の詳細ということでございますけども、既に関係された方にはご案内を差し上げておるとこ

ろでございまして、いわゆる３月２０日、春分の日でございますが、１９日が合併いたしまして

３周年記念の日に当たるわけでありまして、その次の日を、この制定式典にさせていただきたいと

いうふうに考えておりまして、当日は市民憲章制定式典、それから、はつらつ健康都市宣言、生き

生きスポーツ都市宣言、また、平和宣言等いろいろな、合併してからそういった都市宣言等をさせ

ていただいとるわけでございまして、そういうものとあわせて、一つのセレモニーをしていこうと

いう考えでおります。 

内容につきましては今後、まだ具体的なものについては、これからまた詰めなければいけないと

思っておりますが、先ほど教育長からもお話がありましたように、市内の小中学生による市民憲章

の唱和でありますとか、市のシンボルの紹介等を行う予定でございます。その後、制定の記念講演

会ということで、作家で、糸魚川出身の利根川先生からご講演をいただくというような形で、とり

行ってまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

私は疑問なのが、この大切な市民憲章の制定の式典会場が、なぜ市内で一番大きな会場の市民会

館ではないのかと。より多くの市民にお集まりいただき、理解されるためにも、新市５万市民の心

のよりどころとなる市民憲章を定め、新市の一体感の醸成を推進するという割には、消極的な行政

対応と言わざるを得ません。市長、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

会場の違いで、消極的とか積極的というとらえ方でとらえていただいては、少し困るなと思って

いるところでございまして、私といたしましては積極的にとらえていきたいと、とらえているわけ

でございまして、その中でまがたまになったと理解していただければ、私はいいのではないかと思

います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、ジオパークの経済効果について、２回目の質問です。 

ここでのポイントは、財政は厳しく、市民生活にも厳しさを強いている当市の現状において、米
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田市長の肝入りで新しく始める新規事業が経済効果を上げ、市民に潤いをもたらすものとなるかど

うか、はっきりさせておいてほしい。経済効果が期待できるではなくて、その効果を市長から市民

に約束してほしいということで、再度お尋ねいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

地域振興、そして我々はこの限られた自然資源を生かしていくのは、この地域のこれからの活性

化に非常に大きな事柄であるわけでございまして、それを進める中において、どのような連携をと

っていくかというのは、非常に難しい部分があったかと思うわけであります。それが１つのジオパ

ークということで連携を図れるということは、私は非常に効果があるものととらえております。 

そのようなことから、これからジオパークは行政が推進していくだけのものではなくて、地域の

振興が図れるということを大前提にしながら、この地域の皆様方と協議会などを設置しながら、進

めていかなくてはいけないと思っております。 

それには市民の皆様方が１００％のところがあるならば、行政が１００％やらなくてはいけない

ところもあるのかもしれません。また、その比率については、いろんなケース・バイ・ケースの中

でとらえていかなくちゃいけないわけでございまして、これらはやはり全市的に対応していく部分

でございますので、ジオパークという１つの事業をとらえながら、全市に呼びかけをしていきたい

というわけでございまして、経済効果と言いましょうか、これはやはり効果をあらわす手段だと、

とらえていただきたいわけでございまして、これについては、これから市民に呼びかけをさせてい

ただくわけでございまして、今ここで、どれぐらいの効果があるのかというのは、やはりこれから

市民の皆様方との協議の中、また、企業の皆様方との協議の中で、進めていける部分でございます

ので、これからスタートであるわけでございますので、ご理解いただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

米田市長だからこそ、このジオパーク構想をきっと実現してくれる。そう信じて、期待して私は

質問しておりますけども、このジオパーク構想、本当にいいところに目をつけたと思います。糸魚

川にあるものを使って、日本ばかりか世界に名前を広めることができ、糸魚川のブランド力をつく

ることができる。いろいろあるが、ばらばらになっている地質観光資源を１つのイメージにまとめ、

多くの市民が理解し、参加し、誇りに思えるまちづくりの仕掛けとなっている。 

ジオパークという響きは、どこかにツチノコがいるような感じがする。そして、ジオツーリズム

は、私が議会で提唱している学習観光、ラーニングツーリズムとリンクし、糸魚川を交流都市へと

押し上げてくれる期待感が持てると、その着眼点のよさは評価いたします。そして、その構想の推

進について賛成いたします。 

しかし、その一方で、会派の政務調査で関原議員、伊井澤議員と、北海道の夕張市を訪れ、その
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財政破綻した状況を目の当たりにしてくると、観光事業は、経済効果の確かなもの以外の事業は極

力すべきではないとも考えるものです。ジオパーク事業に来年度予算として３,０００万円、今後

３年間で１億円を想定していますが、その経済効果が確かなものなのか、市長の考えを再度伺いま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

ジオパーク構想につきましては、巨額なリゾートを中心とするような開発ではございません。 

先ほどの田原議員ご指摘のように、これはやはり我々の自然資源を、どのように生かしていくか

ということを、最大の目的にしているわけでございますので、それについてはジオツーリズム等を

通じながら、また、それを検証する学術的な場であったりするわけでございますので、そういった

大規模開発ということを考えとるわけでございません。また、そのような考え方に入っていくもの

もあるのかもしれませんが、今の段階では、あくまでそういった学術的に、そして多くの方がおい

でをいただき、学習できる環境づくりをしなくてはいけないわけであります。 

そして今の３,０００万円の予算の中には、この選定をやっていくためには、どうしても外国語

表記だとか、そういった受け入れ体制の整備に、今使わなくてはいけない部分も多くあるととらえ

るわけでございまして、そういったところも、これは地元の皆様方と協議をしながら、進めていか

なくてはいけない部分もあるわけでございまして、そういった部分と、そして今、早急に調査研究

をしながら、この選定を進めていかなくてはいけない事柄もあるわけでございまして、そういった

調査の費用も中に含まさせていただいとるわけであります。 

そのようなことで、その投資対効果はどうなんだと、具体的に今お示しを迫られましても、今、

国、またはそういった中におきましても、まだまだ流動的な中であるわけでございます。国や県と

また連携をしながら、進めていかなくちゃいけない部分がございまして、そういったところを今詰

めさせていただいとる段階でありまして、予算を上げさせていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

経済効果がどこかへ飛んでいってしまったようでございます。せっかくのジオパーク構想ですが、

採算性が不確かな今のままでは、出口が見えない獣道を、市民を巻き添えに歩むようなもので、特

に他市に比べ観光行政が弱いと、経済界や市民からも指摘されることの多い当市では、ジオパーク

構想の経済効果、その成功には不安がつきまといます。 

例えば経営状況の厳しい企業が、新規事業の借り入れに金融機関の融資の窓口に伺うのと同様で、

融資をする側を説得できる確かな事業計画書、資金繰りと収益の見込みというものが、そういった

ものをジオパークの場合、市民に示すことも必要ではないか。当市のジオパーク構想の推進には必

要ではないかと思うのですが、市長、いかがですか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

経済効果が私はないと言っていないわけでありまして、それが地域振興の中で図られると。要す

るに、多くの方々が、ジオツーリズムでおいでいただく部分もあるわけであります。そういう１つ

の入り口なり切り口というものが、必要になるわけでございまして、そして、それをどのように観

光誘客につなげていけるか。 

我々の要するに地下資源というのは、温泉もあるわけであります。また、日本海唯一の活火山だ

とか、登山だとかという部分にもつながるわけでございますので、決して私は、ただ１つのジオツ

ーリズムだけの一部分をとらえて言っているわけではございません。そういった１つの切り口から

入っているわけでございまして、いろいろなものにつながっていける。 

そして、これはやはり海底火山から隆起をしてきた、弁天岩というものの周辺におきましても、

今、北前船で大きく歴史の中にも表記されてまいっております。そういった絵馬だとかいうものも、

やはりこれから文化遺産のようなものも、その中に加えていけるようなこともさせていただいてる

わけでございまして、いろんなものに波及していくということを考えますと、私は非常に経済効果

としても、でかく前へ出る部分もあると私はとらえております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

そういう意味で、今回通告書に産・官・学連携のジオパークビジネスモデルの構築について、国

策との関連を挙げといたわけです。例え行政といえども、地域振興を考えていく上で、今ビジネス

モデルを考えることは、当然のことと思います。担当課の考えを伺います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸文化振興課長。 〔教育委員会文化振興課長 山岸欽也君登壇〕 

○教育委員会文化振興課長（山岸欽也君） 

お答えします。 

議員ご指摘のビジネスモデルの考え方を取り入れるということも必要かと、このように考えてお

ります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

どうやって取り入れますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸文化振興課長。 〔教育委員会文化振興課長 山岸欽也君登壇〕 

○教育委員会文化振興課長（山岸欽也君） 

お答えします。 

今後つくることを予定しております基本計画等の中で検討してまいりたいと、このように考えて

おります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

今後つくるんじゃなくて今考えてくださいと、ビジネスモデルを糸魚川市で、それを言ってるん

です。ですから、私が言ってる担当課さんというのは企画財政課さんですか、お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

今のところは、担当課は文化振興課でございます。これから新年度に向かって、そういったとこ

ろでとらえていかなくちゃいけないと考えているわけでございますが、今現在では文化振興課でご

ざいますし、そういったジオパークというものをとらえた中で、どのように進めていくか。これは

行政だけで進めるわけにはいきません。いろんな方々がお集まりいただいた中で、これは進めてい

かなくちゃいけない。これから推進計画をつくらなくてはいけないと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

この項の質問事項に挙げております具体的な内容について今考えておくこと、また、今やってお

くことについて、それぞれのご担当から改めて説明をいただきたいと思います。 

まず、交流人口増大の見通しとその数値、経済効果とその数値についてはいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸文化振興課長。 〔教育委員会文化振興課長 山岸欽也君登壇〕 

○教育委員会文化振興課長（山岸欽也君） 

お答えします。 

これから２０年度に予定してます基本計画、この中で経済効果について明らかにしていきたいと

いうふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 
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○８番（田原 実君） 

総合計画なりの中で交流人口についてお考えになってたのは、観光課さんですかね、企画課さん

ですかね、そちらの方じゃないんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答えします。 

交流人口という全体のことになれば、企画全体が考えるべきだと思いますが、商工観光課として

は観光誘客という面で、糸魚川へ多くの方からおいでいただきたい。そのためにも、このジオパー

ク構想については、今後、基本構想、基本計画がつくられていく中へ、我々も積極的にかかわりな

がら、観光誘客の資源として大いに活用するべき考えでおります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、ジオパークをやることによって、どのぐらいの交流人口の増大が見込めるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

今すべてできておるわけではございません。これからそういった推進計画をつくっていきたい。

その中では、ある程度具体的にお示しできるものが出てくると思いますが、今の段階は、まだ全然

そういったものができてない中でのそういったお答えは、少し計りかねると思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

地域振興への見通しをつけるということに対して甘いと思います。しっかり取り組んでいただき

たいと思います。 

私はジオパークの構想を進める上で、ジオパークガイドの養成機関の設置、これについては、魅

力あるジオツーリズムはガイドで決まると思われます。したがいまして、その養成機関は必要不可

欠だと思います。ガイド養成は、今から始めるべきです。 

そこで提案ですが、私はその拠点として、先日、斉藤伸一議員が取り上げられておられました美

山の多目的集会施設を、ジオパークガイド事業の拠点とし、そこにボランティアガイドを集結させ、

さらに市内の外国人の方を言葉の先生にした、英語だけでない中国語、その他に対応できるガイド

養成教師とする。さらには、同時にツアー客のセミナーハウスとしての活用、長期滞在客の宿泊施

設、客と市民との文化交流施設として活用することを提案いたしますが、いかがでしょうか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

先ほど市長からも申し上げましたとおり、ジオパークにつきましては新年度に構想、並びに基本

計画を策定をします。その中で、本日のご質問の事柄につきましては検討してまいりたいというふ

うに考えておりますし、美山の多目的施設の関係の提案につきましても、その段階で検討をさせて

もらいたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、地域医療への対応について２回目。 

臨床研修、県との連携から伺ってまいります。 

まず、研修医の積極的な受け入れは、将来の医師確保のために不可欠ということで、先ほど市長

からも認識は伺いましたが、担当課から、もう少し細かく伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

糸魚川総合病院の研修責任の医師の方から、お話を伺う機会がありました。このときに研修医に

ついてお話を伺わせていただきましたが、研修医が来なくなれば大学からも価値のない病院の烙印

を押される。そういうことであれば医師の引き上げ、あるいは病院が存続していけないということ

は、地域の医療が守れない、あるいは地域が守れないというところまでいってしまうわけですから、

研修医が来てくれるかどうか、これは非常に病院にとっても重要でありますが、地域にとっても重

要なことであります。 

そういうことを踏まえて、私ども平成２０年度の予算の中では、研修医の支援について予算を計

上させていただきました。これについては予算委員会で、またご審議をいただくことになりますが、

そういう危機感もありますし、これを踏まえて私ども地域としてできること。例えば市民への啓蒙、

糸魚川総合病院に若い医師が来てくれて、後方にバックアップしてくれる先生もいる。こういうこ

とで若い医師に診てもらおうというふうな形を、市民の皆さんからも理解していただくことが大切

なんで、そういう地域として研修医を迎えるということも市なり、こういう議会にも、協力をお願

いしたいというお話もいただきました。そういうことを踏まえて、研修医の確保について、さらに

危機感を持って取り組んでいかなきゃならんと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 



 

－ 194 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

○８番（田原 実君） 

２月６日に文教民生常任委員会で、糸魚川総合病院を訪れ意見交換した際、病院からは研修医の

受け入れを積極的に進めている状況説明がありました。 

全国の病院が募集する研修医は年間１万２,０００人、しかし研修医になるのは７,５００人、病

院間で研修医の取り合いになっている。そのため糸病ではメディカルクラークの配置で、研修医の

仕事の軽減化を図る、留学制度を検討するなど、研修医の受け入れ体制を進めているとのことでし

た。 

このとき行政から部長、課長、主任主事が同席されましたが、病院の研修医受け入れに対する行

政の支援、県との連携等について伺います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

研修医の重要性については、今ほど申し上げたとおりでございます。 

糸魚川総合病院では、この研修医の確保について非常に一生懸命に取り組んでおります。いろん

な逆境もありますけれども、それを売りにしようとしております。 

糸魚川地域の医療は大変だ、だからこそ地域医療という有益な研修を提供できます。それから、

糸魚川総合病院で１次から高次の救急まで研修できます。あるいは、各科の症例は十分であります。

救急、あるいは麻酔部門も研修できます。こういうのを行政とタイアップして、循環器内科も充実

しております、そういうこともしております。 

私どもも支援というのは、あくまでも糸魚川総合病院がどういう形で受け入れるかという、望ま

しい受け入れについて市も連携を保ってやっていきたいと思います。その範囲内で、県とも連携を

深めていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

新潟日報の記事によれば、２月６日、県は東京の聖路加国際病院で研修を行う研修医が、新潟県

内で研修をするよう当病院と協議を進めている。研修先のリストに、県立六日町、県立松代、佐渡

総合病院の３つを加えてもらえるよう打診し、前向きに協議が進んでいると。このことを糸魚川市

でも、ご存じでしたでしょうか。 

また、聖路加国際病院と言えば井部先生の関係で、糸魚川とつながりのある病院なのに、なぜこ

こに糸魚川総合病院が加わらなかったのか。研修医派遣のチャンスにおいて、市が県と連携できて

いないのはなぜなのかと私は考えました、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 
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お答え申し上げます。 

聖路加国際病院の研修医を１カ月間、主に県立の病院、それから佐渡、これは厚生連であります

けども、離島の病院について１カ月、その中で研修をいただくという形を県でとったということで

あります。 

派遣先と言いますか、もとは聖路加国際病院であります。確かに糸魚川出身の聖路加看護大学の

学長はいますけれども、派遣は聖路加国際病院であります。そういう中でやられたものであります

し、例えば先ほど申し上げましたように、研修医を受け入れいたしますのは病院であります。です

から受け入れする病院が、そういう研修を望むかどうかということもありますので、そういうこと

も踏まえて病院との連携を保っていかなきゃならん、あるいは県との情報の交換もいろいろしとか

なきゃならんということですが、あくまでも私ども市としては、病院の望む受け入れができるよう

に、市としてできることをしていきたいということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

じゃあ病院に確認して、病院はこのことを結構だと、こういうふうに言ったということですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小林市民生活部長。 〔市民生活部長 小林清吾君登壇〕 

○市民生活部長（小林清吾君） 

お答えいたします。 

病院個々と言うよりも、やはり今回の日報の記事で見る限りでは、大きな病院群を運営している

母体、言うなれば県立病院ですとか厚生連病院、ここを中心にどうも派遣と言いますか、話が検討

されているような気がするんですけれども、その中で糸魚川総合病院個々が、じゃあ手を挙げたの

かどうかというのは、私どもはまだ確認しておりませんが、考え方といたしますれば、やはり佐渡

ですとか松代、六日町ということでは、私、個人的には離島であるとか、例えば六日町であれば首

都圏からの交通アクセスがいい、松代であれば大分前から地域医療に県立病院として取り組んでい

る姿勢、こういったものの中で、とりあえず第一弾と言いましょうか、出てきたものではないのか

というふうに考えております。 

糸魚川総合病院がどうかということでは、それはやはり厚生連から、ここの病院でというような

枠組みの中で、話が進んでいっているのかなというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

まるで人ごとですね。糸魚川に１人でも医師を確保しよう、そういう気持ちがないんでしょうか

ね。米田市長は昨年１０月の地域医療シンポジウムで多くの市民を前に、１人でも医師に糸魚川に
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来ていただくようあらゆる手を尽くし、わずかな可能性にも望みをつないで、全国に発信したり、

要望として上げていると発言していました。 

その一方で、昨年１２月議会での私の医師不足への行政対応を聞いた質問への荻野健康増進課長

の答弁は、市は緊急的な医師の派遣を働きかけることはあるが、通常における医師確保は個々の医

療機関の考え方なので、それと協調して手伝うことはあっても、市は医師を雇用するわけではない

ので、おのずと限界があるというもので、大変に失望させられました。やはりそういう糸魚川市の

医療行政の弱さ、あるいは危機感の薄さが、病院や県と連携できない一番の要因ではないですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

医師確保について、県との連携がなってないというようなご指摘でございますが、決してそんな

ことはございません。今は一体となりまして、富山大学にも働きかけをさせていただいております

し、厚生連についても同じような対応をさせていただいております。その中で今、医師を派遣いた

だいておるわけでございますし、また、市といたしましては、このほかには日赤、または京都府立

医大、または自衛隊などにも働きかけをさせていただいております。 

そういう中で、やはり少し見えるようになれば、県と一体となって動く今体制になっておるわけ

であります。そういったいろんな機会をとらえながら、また、いろいろな団体に対しても行いをさ

せていただいております。ただ１つの事柄を取って、市のこの医師派遣の事業に対しては弱腰だと

とらえては、私は少し考え方を変えていただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

一事が万事という言葉があります。同じく１２月議会で、聖路加看護大学学長の井部俊子先生ほ

か糸魚川とのつながりのある方に、医療従事者確保についての相談なり依頼を行政はしているかど

うか、市の対応を聞いた私の質問に対して荻野課長は、市では聖路加国際病院へ出向いて話を伺わ

せていただいて、いろいろとご教授を受けているという答弁。なのに、この肝心なときに、聖路加

国際病院の研修医受け入れに、糸魚川市の医療機関のエントリーを志願しないのはどうしてか。あ

るいは、そういう意識がないのか、地域医療行政をやる気がないのか。市長が言うように、市は本

当にあらゆる手を尽くし、わずかな可能性にも望みをつないで全国に発信し、要望しているんでし

ょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

先ほどの質問でも、あるいは今ほどの質問でもありましたけども、あくまでも医師を雇用するの
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は病院であります。私どもができる限りの協力をしていくというのは、今ほど市長が申し上げたと

おりであります。一体になって取り組んでおりますし、県とも取り組んでおります。 

そういう中でありますけれども、県の聖路加国際病院の研修の２年間のうちの１カ月を、こちら

に振り向けるという形の臨時的な話の中で、県立病院を中心に、ある厚生連、離島の病院もやった

ということでありまして、私どもがそれをもって研修にやる気がないとか、そういうことではなく

て、医師確保について一体的に取り組んでいるのは、かなり市長を先頭に行っているのは、非常な

取り組みの多さは、大変多いところだと思っております。別に自負するつもりもありませんけれど

も、そういうつながりを持って進めている、医師確保につながってる、あるいは研修医確保に支援

をするという形の施策を進めているのは、かなり力を注いでいるところだと認識しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

であれば、これからでも県に働きかけて、聖路加国際病院から糸魚川総合病院に研修医を派遣し

てもらうよう、市として取り組むべきではないですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小林市民生活部長。 〔市民生活部長 小林清吾君登壇〕 

○市民生活部長（小林清吾君） 

お答えいたします。 

先ほども私は申しましたが、今回の日報の記事の中の話ということでは、県の方で聖路加病院の

方と検討を進めていくという中で、じゃあどこの病院をという中では、確かに私どもが県でなくて

厚生連の方に、糸魚川総合病院も候補としてお願いはできます。その中で最終的に、じゃあ厚生連

病院グループの中でどの病院というのは、おのずと厚生連の判断になろうかと思います。数ある施

設、病院の中で、どこの病院というのは、やはり全体を見回してみた中で、厚生連が最終的に判断

して、県とともに聖路加病院と協議を進めていくものだというふうに思っております。 

議員が言われるように、今回はこれはどこの病院に話があったのか、どこまで話があったのかど

うかわかりませんが、もし県に確認して、これが今後とも継続していけるようなものであれば、私

どもとしても当然糸病を通じて、厚生連の方に手を挙げていただきたい。あるいは市といたしまし

ても厚生連の方に、糸病をリストアップをしていただきたいというお願いはしていくつもりでござ

います。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

そのようにお願いいたします。 

では、４月から始まる特定健診、特定健康保健指導への対応についての再質問をいたします。 
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糸魚川市では、これまで実施していた集団健診による基本健診を行わず、施設方式の特定健診を

実施の予定です。では、集団健診とはどのような方式で、それに対して特定健診とはどのような方

式なのか。改めて、その詳細の説明をもとめます。また、あわせてこの変更による課題、問題点を

教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

具体的に何かに、法律的に定義があるわけではありませんが、集団健診というのは、何会場かに

会場をつくって、限定的な日を決めて、そこの中で人に来ていただいて健診をする、それを集団健

診だと思っております。 

施設健診と言うのは健診機関、あるいは医療機関、健診をすればそれは健診機関です、そちらに

出向いて健診をするというのが、施設健診だと思っております。 

いずれも課題はあると思っておりますが、さきに五十嵐議員の質問にお答えいたしましたとおり、

糸魚川市の場合には保健指導の充実に力を注ぐという面で、施設健診ということで考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

ちょっとわかりづらいです、まだ。もう少し説明していただけませんか。市民にとってやっぱり

受けやすいと言うか、いろんな市民にとってやさしいというか、便利な健診の方針というのは、私

はまだ集団健診の方にあるんじゃないかと思っておるんですけど、そこら辺を交えて、もう少しか

み砕いて話してもらえませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

確かに集団健診の場合には、地域に身近なところになることが多いわけであります。そうであり

ますけれども、期間が限定的であります。ある５日間なら５日間ということであります。 

ところが施設健診ということになると、通年の中で自分の都合のいいときに予約をして受けれる

ということで、待ち時間とか、いろんな施設の環境も含めて、そういう健診機関、あるいは医療機

関で受けるということになります。 

五十嵐議員の質問にもお答えいたしましたが、やはり従来、集団健診、あるいは総合健診という

形で行ってきましたけれども、生活習慣病はどうしても減らない。特に糸魚川地域の特色で、高血

圧、あるいは糖尿病というのはふえております。健診でも脂質代謝が５０％を超えている。これは

今までの健診でなくて、やり方を成果の上がる形にやっぱり見直していくべきである。 

確かに身近な便利さはあります。ですけれども、通年やるという便利さと引きかえてどうか。そ

れと、そういう場所の中で保健指導が充実できるというのは、集団健診をやっている場合には、そ
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の対応に追われて、今まで保健指導が必ずしも十分ではなかったけれども、成果の上がる保健指導

をするという場合には、施設健診でなきゃなりませんということで、これは市民にご理解をお願い

してでも施設健診をして、成果の上がる保健指導を続けていく。このためにお願いしていくという

ことであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

私、本当の課題は、これまで多くの市民が受けられた健診項目が、特定健診では逆に受けにくく

なってしまい、そこで行政として１人でも多くの市民から、これまでどおり健診を受けて病気を予

防し、健康管理してもらえるようにきめ細かに対応することだと思いますけど、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

確かにきめ細かにということですが、ある特定のところでやるというよりも、受診者の利便性に

合わせたやり方もできるんではないか。それから従来の集団健診では一度にやられていたというこ

とで、例えば結果もなかなかすぐ出せないとか、あるいは結果が来るのが一括しておりました。精

密検査をそれぞれ受けるというのも、また集中していくという形でのやり方になっておりました。 

何よりも、先ほどの繰り返しになりますけれども、今の糸魚川市の高血圧や糖尿病が非常に多い

という現状を考えたときに、従来のままのことを続けていいのか。それから、折しも生活習慣病を

中心とした、こういうふうな特定健診という制度のこの時期に、いみじくも糸魚川市の場合には生

活習慣病をやらなきゃならんし、なおかつ、これは予防が可能だから、いろんな保健指導をするこ

とによって健康づくりが可能になりますから、こういう成果の上がる方法に踏み出していきたいと

いう考えのもとに、打ち出しているわけであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

その一方で、特定健診になったために基本健診から削除される項目についての周知、市民の理解、

それによって生ずる影響の市民への周知の徹底をどうしていくのか。特に国保以外の市民や扶養者

の健診が、満遍なく行われるための周知の徹底をどうしていくのか、教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

広報の１０月号シリーズで掲載をさせていただきました。また、３月にも広報でもやらせていた

だきます。いろんな新制度が始まるもんですから、そういう形でＰＲはさせていただいているし、
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これからも個別に受診券等を発行する、あるいはいろんな個別の案内の中で周知徹底を図ってまい

りたいし、また、健康教室等いろいろ開催する中で、こういう方式であるということを説明してい

きたいと考えております。 

なお、社会保険の扶養者の件でありますが、これについては基本的には今回の特定健診というの

は、各医療保険者の義務になったわけでございます。ですから国保、あるいはそれぞれの健診につ

いては、医療保険者の義務として行うということでありますから、基本的にはそちらでやるという

こと。その中で健診、保健指導をして、みずから各保険者でいろんな形、問題点、課題を踏まえて

対応していただきたいということが趣旨なんですが、扶養者については実態を踏まえて、また市民

の健康づくりという面から、対応していく側面があるのかなと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

新潟県内で、集団健診をやめて特定健診のみとするのは、何と糸魚川市だけです。そのことで、

さまざまな混乱が予想されます。その整理はついていますか。例えば、健診の実施通知の来ない方

にはどう対応しますか。国保以外の方で、健診の申込先がわからない方への対応をどうしますか。

また、健診場所が糸魚川総合病院と上越医師会館に限られた場合、遠方で診療日の調整にも手間取

ることが予想されますが、そういったことへの対応はいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小林市民生活部長。 〔市民生活部長 小林清吾君登壇〕 

○市民生活部長（小林清吾君） 

お答えいたします。 

幾つかの問題点も個別にお話いただいたわけなんですけども、基本的にはやはり先ほど健康増進

課長がお答えしましたように医療保険者、例えば国民健康保険であれば、基本的には市町村ですけ

れども、その医療保険者が健診の義務を負うという中で、今回、全国一律に４月からスタートする

制度なわけですけれども、やはり今まで健診を受けていらっしゃった方からすれば、自分のところ

には、まだいろんな社保ですとか、いろんな保険者の方から、いつから、どこでというような連絡

がないが、どうなっているんだろうかという確かにご心配はあろうかと思います。 

それについて私ども市が、他の保険者の分をどこまで関与できるかという部分がございますけれ

ども、私ども市といたしましては、その辺の不安が多少でも解消できればということで、例えばこ

れから保険者に市として広報の中で、まず今回の４月から変わるという制度自体、これは昨年から

お示ししている部分ではございますけれども、また引き続き、どこで、どういう形で受けることに

なるのかというのは、先ほど申しましたように保険者が決めることでございますので、その辺、保

険者にご照会いただくなりということでの広報が、限界かなというふうに考えております。 

その中で市に照会があれば、まず保険者にお問い合わせいただくということとあわせて、どこの

機関で受けられるかと。これは私どもは、保険者から情報提供していただけるという前提になりま

すけども、それを受けた中で、お問い合わせいただければ、ご紹介するというような程度になろう
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かと思っております。 

あと、これまで受けていた健診が受けられなくなるというご質問もあったかと思うんですけども、

それにつきましてはやはり従来の、これは糸魚川市に限ったことじゃありませんけども、がん検診

も含めて、国全体の中での方向転換と言いますか、病気の早期発見、早期治療という２次予防から、

前もって病気の予防をしましょうという１次予防、これに重点が置かれております。 

そういった中で、４月から全国一律の新たな特定健診、特定保健指導という制度がスタートする

わけなんですけれども、やはりこれについて糸魚川市で今までの経過を見てみますと、これも先ほ

ど答弁いたしましたが、どうしても集団健診に割かれる時間が多いということで、健診はやるけれ

ども、その後の一番大事なフォローである保健指導が十分でなかったと。本来であれば、保健指導

を一番最優先でやらなきゃいけないんだけれども、やはり健診の調整、場の確保等で、健診の方で

時間を割かれてしまっているというようなこともございまして、他市町村では集団健診、あるいは

施設と集団の併用ということをやる予定のところもありますけれども、糸魚川市におきましては、

これまでの経緯を踏まえて、やり方を反省いたしまして保健指導に重点を置いていくと。 

保健指導ということの中では、やはりこれから５年、１０年、成人病というのは、ほかの病気と

違いまして、やはり年月を追う中で出てくるものだというところに着目いたしまして、ならない予

防ということで保健指導を重点的にやっていこうと。 

例えばこの中で、今までがん検診、市民の皆さんは恐らく総合健診というようなイメージでいら

っしゃるかと思うんですけども、その総合健診の中でいわゆるがん検診、この部分につきましては、

従来どおりやらせてもらいますと。ただ、いわゆる健診の中でも、基本健康診査とがん検診がセッ

トで総合健診と言われていたかと思うんですが、その基本健康診査の部分が、今回、特定健診にか

わるということでございます。特定健診と基本健康診査の項目で、どれほどの違いがあるかと言う

と、そんなには違いがないのかなと。あとはがん検診のところだけで違ってくるのかなと。そのが

ん検診は、従来どおりやらせてもらいますので、その辺、ご承知おきいただきたいと思います。 

あわせて被扶養者の関係では、もし健診という形でもって、これは五十嵐議員にもお答えいたし

ましたが、３９歳以下でおいでの方が国保の方に来れば、それは従前から社保の方たちには、一部

自己負担という形でもって参加いただいておりましたけれども、同じように一部自己負担という中

で特定健診に準じた、国保に準じた対応をしていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

ちょっと長くてわからなかったところがあります。健診に行きさえすれば、がん検診は受けられ

るんですね、その場で。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 



 

－ 202 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

特定健診というのは医療保険者になります。従来は市町村でありましたが、今度は医療保険者の

義務になりました。がん検診については、これは市町村という実施主体であります。だから実施主

体が切り分けられました。特定健診のやり方は、先ほどから申し上げてるとおりでございます。が

ん検診については市町村ということでございますので、こちらについては今のところ３会場で、集

団検診方式でと言いますか、従来と同様な方法でやらせていただくと、こういう予定にしておりま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

１人でも多くの市民が、がん検診を受けられるのかどうかと、こういったところの方が大事だと

思うんですよね。健診よりも指導だってさっき話されておりましたけれども、私は多くの市民がま

ず健診を受けて、その後だと思いますよ、指導は。その辺はどうですかね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

私どもも現場でいろいろなことがありますけれども、４月から法律改正、高齢者医療の確保に関

する法律が施行になるんです。実施主体が切り分けられたんです。それに対応していかなければな

りません。 

いずれにしろ、健診を受けていただくということは大切なことであります。さらに保健指導につ

なげて、やはり今よりも成果を上げていかなきゃなりません。これからの健診、今、国で進めてる

特定健診につきましては生活習慣病を中心として、そういう指導をするための手段と位置づけてお

りますので、そういう手段であくまでも保健指導、そっちに重点を置いて進めていくということで

すから、私どもはそれに向けて対応していきたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

特定健診ではメタボ対応が中心となり、健診に行ったが採血のみで、集団健診でこれまで一緒に

受けられていた大事な心電図や胸部レントゲンやがん検診、こういったものが受けられるかどうか

というところが、私は非常にわかりにくくなっている。市民はどうでしょうか。恐らくわかりにく

いと思いますね。そのことを健診に行くまで理解できず、特定健診を受けて、ようやく理解する市

民も出てきそうです。大事な心電図、レントゲン、がんの検診、行政として多くの市民の人に、こ

ういった健診を受けていただく機会をまずつくることの方が、責任があるんじゃないかと思います

が、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

１つこの前に、国では特定健診という項目を示しておりますし、新潟県の場合は県下統一方式と

いうことですから、この項目で特定健診については進めると。従来どおり市町村が主体のがん検診

ということはあるということで、それらをそれぞれ受診率を高めるという基本的な努力は、当然し

ていかなきゃなりません。 

また、特定健診にかえてドックの項目が多いわけですから、ドックを受けた方については特定健

診にかえることができるわけですから、総合的ということになれば、それは従来いろんな形でドッ

クを受けた方について、ドックをお勧めするということもあります。 

全体の中で健康づくりという面で、いずれにしろ保健指導を充実していくということになれば、

それらも進めながら特定健診については、その項目をやることによって、生活習慣病の予防に可能

なところを結果を見て指導する。それもリスクに応じて、いろんなやり方をするということで、今

までは集団の情報提供でありましたけれども、個人に応じた指導をする、そういうことに力を注い

でいきたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

施設での健診は、受け入れの人数枠が限られていると思います。将来を見据えて、健診を受けら

れない人が出ないような見通しを立て、手当てはしてあるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

特定健診の対応については、今ほど申し上げたとおりでございます。さらに受診率を拡大する、

あるいは成果も求められているわけですから、そのいずれにも対応をしていかなければなりません。 

これについては現状対応できますけれども、今後さらに健診機関、あるいは医療機関のやれると

ころを拡充していくという努力はしていかなきゃならんと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

心電図や眼底検査を受けるためには、血液検査の結果が出るまで待つ必要があると医療関係者に

聞いていますが、そうでしょうか。また、開業医で健診を受け、眼底検査が必要となった場合には、

別に眼科に行く必要があるとも聞いています。このことの市民への影響をどう考えていますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 
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○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

おっしゃるとおり心電図、眼底検査については、今回の特定健診の基本的な項目から外れて、医

師の診断による詳細な項目というふうな形で位置づけられております。ですから具体的に、医師の

判断によってそれらを受けることができるということになりますので、個々具体的な対応になりま

すので、ここでの答弁は差し控えさせていただきます。 

○８番（田原 実君） 

もう少し答えてください。 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

特定健診の健診項目について申し上げます。 

基本となる健診、必ず受けていただく検査といたしましては身体計測、それから血圧、それから

血液検査、血液検査の中には大きく言って３つあります。それから尿検査、これが基本となる健診、

必ず受けていただく検査になります。 

それから、医師が必要とした場合の検査ということで血液学検査、それから生理学検査とありま

して、心電図、眼底検査があります。必ず受けていただく検査というのは、先ほど申し上げた身体

計測以下血液検査、尿検査などでありますが、今おっしゃった心電図、眼底検査というのは、医師

が必要とした場合の検査ということですから、基本健診の項目から外れますから一般的にはそちら

を受けていただかなくて、前段申し上げたそれの方を受けていただくということになります。 

○８番（田原 実君） 

市民への影響。 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

今度の特定健診の考え方でありますけども、従来はこういうことも含めて一律に受けていただい

たところなんですが、こちらにつきましては医師が必要とした場合ということで、そういうふうな

区分の仕方になったもんですから、市民への影響と言いますか、そういうことに変わったというこ

とであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

市は医療機関に健診業務を委託できるようになりますので、その分の人的労力を節約できるわけ

ですが、どのくらいの節約となるのか。また、そうして節約することと医師不足の中、医療機関、

医師、看護師に負担をかけることのメリット・デメリットをどう整理していますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

両面あると思っておりまして、従来、旧糸魚川市の場合には糸魚川総合病院で健診をやっており

ました。ところが、ああいう体制は医師不足によりなかなか難しい。また、医師の拘束時間も健診

については、従来、例えばちょっと来ていただければよかったんですが、午前・午後と対応すると
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いう形になります。糸魚川総合病院の例えば健診センターに行くというということになると、常駐

してるわけですから、そこで受けられるということで医師不足の対応にはなります。 

一方で、医療機関でやるということになれば、これは今日、診療所の先生もいろいろお忙しいと

言いますか、患者がふえているわけですから、この対応は大変だろうということになりますから、

対応としてはその両面があるわけでありますが、開業医の皆さんについては、その特定健診をどう

対応するかというのは、今度、そちらの方から成人病予防協会なり、そういうふうにして自分でど

ういう手挙げするかということの対応になります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

１月２５日、文教民生常任委員会の資料によれば、特定健診受託機関として糸魚川総合病院健診

センター、能生国保診療所、市内の医療機関とされ、そのうち医療機関は協議中となっていました。

その後、医療機関は健診を引き受けてくれることになりましたか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

市内の医療機関については、２月に県医師会、あるいは成人病予防協会から、糸魚川市医師会に

ついて特定健診、あるいは後期高齢者の健診についての問い合わせがあり、その後、向こうからも

いろんな会議があったそうでありますが、今の考え方の中では非常に医師不足と言いますか、大変

なもんですから、市内の医療機関ではなかなか難しいということで情報を聞いております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

引き受けてくれたのかどうか、引き受けてくれたのか、くれないのか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

市内の各医療機関、いわゆる開業医では、できないということで基本的なご返事をこちらにいた

だいておりますが、私どもが受けるというよりも成人病予防協会、あるいは県医師会に、糸魚川市

医師会が取りまとめてどう返答するかでありますので、その形は、まだ正式な形ではないと思って

おりますが、見通しとしては各開業医の先生では、特定健診には回らないということですから、そ

の協議中のところは除き、前の資料でありますれば糸魚川総合病院健診センターと、それから能生

国保診療所で、施設健診をやるというふうなことになると考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

開業医が健診を引き受けてくれない場合、健診を受けたい市民への対応はどうなりますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

特定健診につきましては、今申し上げた２機関、糸魚川総合病院健診センターと、能生国保診療

所で受けるという形になります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

それ大丈夫なんですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

特定健診については、対応できると判断しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

なぜ開業医が健診を引き受けてくれないのかということになりますが、業務が開業医等に委託さ

れますと、約１５０項目にものぼる個人記録の調査票の作成、しかも電子媒体提出が求められてお

り、入力事務に膨大な手間がかかると。言うまでもなく、地域医療の最大の課題は医師不足であり、

医療機関に負担をかけずに、医療資源をいかに有効に活用するかということが全体の共通認識とし

てある中で、糸魚川市はあえて医療機関に負担をかける健診の方法を選択することを、どう考える

かということです。その辺いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小林市民生活部長。 〔市民生活部長 小林清吾君登壇〕 

○市民生活部長（小林清吾君） 

お答えいたします。 

医師会からどういった理由で受けるのか、受けないのかというのは、最終的なお答えはいただい

ておりませんけれども、県内のほかの医師会を見てみますと、おおむね受けていく方向なのかなと

いう中で、糸魚川につきましてはやはり昨年の姫川病院の影響というのも、多々あるんだろうとい
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その中で先ほど課長が言いましたように、でき得れば医師会の方とも協力をしながら健診体制を

組めれば一番いいんでしょうけれども、医師会からその答えを正式にご回答いただいてない中では、

先ほど課長が申しましたように、糸魚川総合病院健診センターと能生国保診療所、この２施設でも

って特定健診の対応していきたいと。今現在ではその２施設において特定健診であれば、十分なキ

ャパシティーは確保できているというように私どもは考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

じゃあ結論的には、開業医が健診を引き受けてくれなくてもやれるということですね。それと糸

魚川市民が受けたい健診を受けられるんだと、ばらばらに切り分けられたとは言え周知徹底すれば、

糸魚川市民がちゃんと健診を受けられる。その体制に行政は責任を持てると、こういうことですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

基本的にはそういう、今の見通しでは責任をもって対応するということになりますが、逆に集団

健診であっても問題はあるわけであります。例えば４月、５月、６月は、私ども集団健診の一番集

中する場面でありますけども、集団健診の場合に例えば社会保険の被扶養者の受診券が間に合わな

いということさえあるわけであります。そうすると集団健診が終わって、どこで受けるかという場

面さえなくなるわけですから、集団健診で可能だとは言えませんが、施設健診の場合には例えばそ

ういうある程度の期間が確保されている、いろんな側面はあります。 

そういう中で、各特定健診ですから医療保険者別に切り分けられましたけれども、市民という面

をもって、それをカバーできる手だてもやっぱり講じていきたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

素朴な疑問として先ほど小林部長がおっしゃったように、他市の医師会というか開業医は受け入

れてくれると。しかし糸魚川の開業医は受け入れてくれないと、なぜかなというところがあります。 

質問の通告書にも私は糸魚川地域の医療体制が崩壊しないように、医師会、病院、診療所、行政、

市民が連携して、医師不足に対応する必要に迫られていると。ますます深刻化する地域医療の危機

的状況における行政の責任について伺いますということで伺っております。どうもしっくりきてな

いんじゃないかなと思うんですね。その辺いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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小林市民生活部長。 〔市民生活部長 小林清吾君登壇〕 

○市民生活部長（小林清吾君） 

お答えいたします。 

医師会につきましては、先ほど申しましたように姫川病院の問題ということで、それが尾を引い

ているのかなというふうに私どもは思っております。その中で、今後ともじゃあ医師会ができない

のか、できるのかというところになろうかと思いますけれども、私ども市といたしましては、今後

とも医師会の方にお願いは、最終的に答えは来ておりませんけども、医師会も特定健診に健診機関

として参加をしていただきたいと。その参加の中では、全医師会員すべてが参加するのか、しない

のか、いろんなやり方があろうかと思います。 

そういった中で、可能な範囲でもって参加をしていただければいいのではないかなというように、

私どもは思っております。そういうことで今回はどうなるかわかりませんが、基本的には市民の方

も集団健診という中で、年１回こっきりの健診というよりも、やはり身近なところで健康管理を含

めて医療管理もしていただける。望ましくは身近な機関でやっていただいて、その後、今度は保健

指導という形で引き継いで地域の中で完結させるのが、より好ましいのかなというふうに私どもは

思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

部長からは今後の話が出ましたけど、部長はいつまで糸魚川市にとどまってくださるんでしょう

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

本間総務企画部長。 〔総務企画部長 本間政一君登壇〕 

○総務企画部長（本間政一君） 

小林部長につきましては、県の方から派遣をお願いしてきとるわけでございまして、今のところ

県ともう１年お願いしたいということで調整しておりますが、人事のことですので、ここでどうこ

うということははっきり言えないと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

３月の広報で、まとめて市民への周知があるんですよね、このことを。まだ医師会の中でも参加

するか、しないかわからない、市民に周知できますか、責任もって。混乱が起こるんじゃないです

か、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

広報でこれまでも、ある程度概要がわかり次第、その範囲においてシリーズでお知らせをしてま

いりました。３月には、さらに特集を組んでさせていただきますということであります。 

それから医師会、各医療機関での対応は正式な回答、あるいは成人病予防協会からの回答、それ

はあれとしても、基本的な考え方は後期高齢者をやるけれども、特定健診は今、姫川病院等のいろ

んな形で、今それまで受けれる状況にないということですから、それはお知らせできませんので、

お知らせする機関としては先ほど申し上げましたとおり、糸魚川総合病院健診センターと、能生国

保診療所ということでお知らせをし、対応をする形をとっていきたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

この健診があって、恐らくいろんな問題が出てくるでしょう。その問題が起きているときに、荻

野課長は庁内にいらっしゃいますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

私がこれを進めるとか、そういうことではありません。また、今の問題はここでお答えすべきこ

とでもありませんけれども、過去の糸魚川市の集団健診のいろいろな課題を踏まえました。集団健

診の準備と対応に追われていると。それから保健師のそういう数にも限りがありますし、医師の今

おっしゃったように限りがある。 

そういう中で、成果の上がる方法をどういう形で進めるか。やはり脂質代謝、糖代謝が健診で

５０％を超えてるというのは、何らかの方法、手段を変えなきゃならんわけですから、そういう施

設健診に踏み切って、これをいかに理解いただくかというのは、これからの仕事になりますけれど

も、それは私がどうのこうのということよりも、組織としてこれまでを踏まえたり、あるいは従前

からも行政改革の推進計画でも、その方向を打ち出していたわけでございますから、そういう流れ

に乗って実施をさせていただきたいということで、これは周知にこれから相努めていかなきゃなら

んと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、まとめますけども、新潟県下では以前より個別であった新潟市を除いて、すべての市町村

で集団健診が続行されるのに、なぜ医師数が新潟県下でも少ない糸魚川市で、受け入れ体制の足並

みがそろわないうちに施設健診のみを押し進めるのか、その理由はどこにあるのか、もう一度まと

めて伺います。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

それにつきましては、これまでの健診の課題、いわゆる集団健診の準備と対応に追われたり、あ

るいは保健指導にもうちょっと力を入れなきゃならんという反省。それから結果が来るのも精密検

査も集中する、受ける人の日程が限られる。こういう課題を解決したり、行政改革の推進計画の中

でも保健事業、保健指導の充実のために健診の全面委託化なり、施設健診化をある程度打ち出して

いたわけでございます。 

そういう中で今度、特定健診に対応するということになれば、特定健診は生活習慣病に重点を置

くということですから、私どもの今の健康の課題に非常に合致しているわけでございますので、こ

の生活習慣病の保健指導を充実させる、これに力を注ぐために施設健診とさせていただくと、こう

いうものであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

特定健診になったために、最終的に市民が困ることはないんですね。市長、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

基本的には、今まで糸魚川市が進めてきていた課題等の解消が、この健診の法改正によって、そ

れに合わせて進めていきたいということでございまして、あくまでその二面性の中で今入っており

ます。でありますから、ただ糸魚川市が、この健診を変えていくということではございません。国

の法改正があった中で、今対応していきたいということでございまして、そして以前からある課題

解消に向けて、進めていきたいわけでございます。 

それにはやはり本来ですと、今、議員ご指摘のように糸魚川の医師会の皆様方のやはりお力添え

も、本来はいただかなくてはいけないわけでございまして、その努力もしていかなくちゃいけない

わけでございます。今のところは、まだ結果をお聞きしてないわけでございますが、本来でありま

すとその中で。今までも医師会の協力の中でも進めているわけでございますので、一体となって進

めていかなければいけないのだろうと私は思っておりますので、その努力はしていきたいと思って

おります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 
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法改正があろうとも工夫して、市民のだれもが健康を維持するために必要な健診を、手軽に受け

られるようにすべきです。糸魚川市も県内の他市同様に、集団健診を残すべきだと思いますが、い

かがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

何度も申し上げておりますけれども、集団健診でやる医師の体制、あるいはこちらの体制は限り

があるわけでございます。そういう中で保健指導を充実させ、それを国の言ういずれ５年後に成果

を出して、それでなければペナルティーがあるというわけですから。ペナルティーばかりでなくて、

市民の健康づくりのために、こういう形をとっていくということでございますので、何とぞご理解

をいただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

これ以上の詳細や、これからの展開については常任委員会で伺います。 

市民の生命と健康維持にかかわる地域医療の対応、健診を市民本意のものとして進めていただき

ますよう改めてお願いし、今回の一般質問を終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、田原議員の質問が終わりました。 

関連質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

関連質問なしと認めます。 

次に、大矢 弘議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 〔２４番 大矢 弘君登壇〕 

○２４番（大矢 弘君） 

清新クラブの大矢 弘です。 

さきに通告いたしました森林・林業施策についてと、当面する教育関係の諸課題について、以上、

２問について一般質問をいたします。 

最初に、森林・林業施策についてであります。 

地球温暖化防止のために、平成２０年度より森林整備に新たな交付金制度が創設され、主体的な

森林の整備が実施されます。それに伴う事業の推進についてと、環境にやさしい安全・安心のまち

づくりのための構想など、次の点について市長にお伺いします。 

(1) 今後の間伐推進について。 
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(2) 県産材の利用促進について。 

(3) バイオマスタウン構想について。 

① 構想の内容と策定するメリットについて。 

② 現在までの取組状況について。 

③ 市としての構想計画は。特に木くずだとか林地残材についてお伺いします。 

次に、２問目は、当面する教育関係の諸課題についてであります。 

(1) 学校週５日制について。 

① 導入後の成果は。 

② 学校・家庭・地域との連携・協力体制は。 

③ 「ゆとり」学習の評価について。 

(2) 新学習指導要領への移行に向けて。 

① 授業時間数の増加の意義は。 

② 「ゆとり教育」路線転換への対応は。 

③ 小学校高学年の外国語（英語）活動について。 

(3) 学校給食における食材等の安全確保対策について。 

① 食の安全性と対策は。 

② 地産地消食材の利用促進は。 

③ 新給食センターの安全確保対策について。 

以上で１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

大矢議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目、今後、間伐推進につきましては、間伐目標面積を掲げ、県、市、森林組合及び

森林所有者が、協力して取り組んでまいりたいと考えております。 

２点目の県産材利用促進につきましては、住宅の新築、増改築で地場産材を使用した場合の補助

制度を設けるとともに、公共事業では市・県が積極的に県産材を使用するように努めているところ

であります。 

３点目のバイオマスタウン構想についての１つ目、構想の内容につきましては、地球温暖化の防

止、循環型社会の形成、競争力のある戦略的産業の育成、農林漁業の活性化、この４点が構想の内

容として上げられております。また、メリットといたしましては、バイオマス利活用交付金等の支

援を受けられることと考えております。 

２つ目につきましては、県内では４市が取り組んでおりますが、当市としては現在取り組んでお

りません。 

３つ目の市としての構想計画については定めておりませんが、現状では市内のバイオマス発電所

で建設廃材等の有効利用を図っているところであります。 

２番目の当面する教育関係の諸課題のご質問につきましては、この後、教育長から答弁いたしま
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すので、よろしくお願いいたします。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小松教育長。 〔教育長 小松敏彦君登壇〕 

○教育長（小松敏彦君） 

それでは、２番目の教育環境の諸課題についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

１点目の学校週５日制についてでございますけれども、その１つ目でありますが、週５日制にな

ったということで休暇日数がふえた。その影響になりますが、学校で学んだことが地域で生かされ

る面、また、地域で学んだことが学習の意欲づけにつながるなど、相互に補完し合って子供に生き

る力が育まれてきていると、そういったことが成果であると考えております。 

２つ目の学校・家庭・地域との連携、協力体制についてでありますが、土曜日に地域と連携した

学校行事等がふえていること。また、週末に活動する生涯学習支援事業への参加の増加、そういっ

たことから連携協力体制が促進されてきております。 

３つ目のゆとり学習の評価でありますが、受け身的な学習からじっくり考える問題解決学習や探

求学習を進めてきたことにより、みずから学び、みずから考える主体的な学習の方法が身について

きたことについて、一定の評価ができるのではないかと考えております。 

２点目の新学習指導要領への移行についてでございますが、その１つ目、授業時間数の増加分に

つきましては、一般的には大体週１時間、学年によりましては２時間という学年もありますが、そ

の増加になるわけですが、知識、技能の確実な習得のための繰り返し学習や、知識、技能を活用す

る学習の時間を充実することができ、一人一人が確かな学力を身につけるために、今回の時数の増

加は有効であると考えております。 

２つ目の路線転換への対応でありますが、さらに生きる力を育むために基礎的、基本的な知識、

技能の確実な定着と、それらを活用する力の育成をあわせて伸ばしていくことに努めてまいりたい

と、このように考えております。 

３つ目の小学校高学年の外国語活動でありますが、現在も市内の小学校では総合的な学習の時間

で、国際理解やコミュニケーションを主とした英語活動に取り組んでまいっております。 

今後は英語活動に重点的に取り組んだ学校の成果を他校に広げながら、本格実施に向けた基礎づ

くりに取り組んでまいりたいと思います。 

３点目の学校給食についての１つ目、食材等の安全確保対策でありますが、食品の選定、検収、

保管等は、文部科学省の定める学校給食衛生管理の基準に基づき実施をしております。 

なお、このたびの中国産冷凍加工食品の問題のように、個別の指導の通知があった場合には、速

やかに各学校と給食センターに周知し、必要により食材の使用についての基準を見直すなど、安全

確保に努めてまいっております。 

２つ目の地産地消につきましては、食の安全確保の面からも有効でありますので、関係団体のご

協力が必要になるわけですが、ぜひともご協力をいただいて、米や野菜などの地場産物の利用促進

に努めてまいりたいと考えております。 
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３つ目の新年度に改築を予定しております能生学校給食センターの施設は、下処理、調理、洗浄

等作業区域を区分するなど、衛生環境を大幅に向上することといたしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

２回目の質問に入らせてもらいます。 

まず、森林整備に地球温暖化防止のための新たな交付金制度、これは今市長の方からお話がなか

ったんですが、恐らくこれは私が今これから申し上げる質問の中の間伐推進、及び県産材の有効活

用等の幅が広がるための新たな交付金制度になっておりますので、まず、その内容、里山エリア再

生交付金という事業だと思うんですが、その内容について、まずお聞かせ願いたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。 〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

お答えいたします。 

新しくできました里山エリア再生交付金につきましては、今までは森林整備を支える担い手の多

くが居住するところに限って、ある程度選定してきたわけでございますけども、この制度によりま

すと居住地の周辺の森林、あるいは居住基盤の整備、総合的に市内全域的にクリアできるというこ

とで、非常にその交付金事業そのものを使える範囲が非常に広がったということです。今までは何

か事業をやろうとしますと、森林整備の計画書をつくって、なおかつユニット流域を指定して、そ

れが承認された地域に限ってやってきたわけでございますけども、たまたま糸魚川市の場合は今回、

平成２０年度から市内全域について、この里山エリア再生交付金というものを利用できるもんです

から、幅広くいろんな事業ができるんじゃないかなということで考えておりますし、いろんな面で

この交付金を使って、事業を展開していきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

今課長が申し上げられたとおりであります。これは地域の課題ですね、４項目ほど掲げられてお

るんですが、花粉発生源の対策、それから竹林の侵入対策ということなり、また、耕作放棄地の森

林化、それから野鳥、鳥獣害の防止ということで、こういう形の中で里山を整備していきましょう

ということの、新しい事業だというふうにお聞きしておりまして、これが導入されますと、今まで

間伐の林齢制限、４０年ぐらいしか補助の対象にならなかったのが、林齢制限なしで補助がもらえ

るということと、今課長からお話がありましたが、平成２０年度からは市内全域が指定になるとい

うことになります。そのようなことで非常に私ら林業関係者にとっても、今までになかった新しい

制度、また、やる気を出させてくれる、これは新しい交付金制度かなというふうに感じております

ので、これらについては森林組合とタイアップしながら、また、地域振興局の林業関係者とタイア
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ップしながら、市も組みながらこのＰＲに出かけると思いますが、森林組合の集落懇談会等を活用

しながらＰＲ等に役立っているんだろうと思うんですが、ことしの懇談会等のＰＲ方法の計画なり、

もしわかりましたら教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。 〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

森林整備、特に間伐について少しでも推進していきたいということで、昨年もやったわけでござ

いますけども、ことしも新潟県、あるいは糸魚川市、それから森林組合が一緒になって各集落へ回

って、特に今、糸魚川市の場合は、ほとんど３分の２ぐらいの方が１町歩以下ということで非常に

点在しております。そういった方々に向かって整備促進してください、間伐してくださいってなか

なか難しいもんですから、今のところは森林面積が集団化された地域に出向いて、皆さんから説明

していただいて、少しでもその事業を展開していただきたいということでやってるわけでございま

して、今回についても、この１月２３日から３月８日まで市内全域１５の会場で、市、あるいは皆

さんから出向いていただいて、皆さんから森林整備についての必要性を説いてもらうと同時に、少

しでも自分の子供や孫の代に、いいものを残していただきたいということで森林整備、あるいは間

伐について少しでも前へ出てもう少し頑張ってくれと、こういったＰＲをしながら皆さんからそう

いった活動に参加してもらうように、ＰＲ活動をしておる状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

そのようにぜひＰＲしていただきたい。 

先ほどエリアが非常に広くなるということで、糸魚川の場合は前から申し上げておりますが、面

積が非常に大きい中、また、森林面積が６４６平方キロメートルというようなことで、森林の林野

率が８６.７％と、０メートル地帯から３,０００メートル地帯まで林木が育たない標高の高さまで

の森林資源がありますが、そういう中において、もうこの森林整備については公共事業なんだとい

う考え方で、今までも取り組んできておりますので、水資源涵養とか国土保全、こういうものと一

緒にあわせた中で、やはり整備をしていかなきゃならんというふうに私も感じておりますので、そ

のようにお願いをしたい。 

それから、この利用間伐の推進、先ほども申し上げましたが、林齢制限なしで補助が受けられる

ということで、今、市内は１市２町が合併して非常に大きくなりました。人工林の面積は約１万ヘ

クタールあるということで、そのうち昔からの４０年、４５年ぐらいまでの要間伐林群というのは

６,０００ヘクタールぐらいというようなお話がされているんですが、先ほど申し上げましたよう

に加齢林まで補助の対象になるということで、有効に活用できると思うんですが、その辺の間伐材

の付加価値を増大。昔は間伐をして中間収益を得ようというのが、１つの林業のキャッチフレーズ

だったんですが、なかなか材価が上がらないということで森林所有者が非常に困って、いずれは放

棄せざるを得ないというような状況にまで来てるのが現状でありますし、その辺も踏まえながら、
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いろいろこれらも市からも応援いただきたいというふうに考えております。 

ただ昨年、高性能林業機械を森林組合で入れさせてもらって、プロセッサとフォワーダというや

つなんですが非常にこれは高性能で、今までになかった間伐の画期的な事業展開ができておるとい

うことで、切り捨て間伐と言うか、利用間伐にほとんどできなかったのが利用間伐にして、材を市

場なりに出して、森林所有者に還元できるというような形で、その後にまたそれによって林業意欲

を高めているというのが現状であります。 

市の計らいでプロセッサとフォワーダを入れさせてもらったんですが、市長、こういう機械なん

ですが、実際見たことありますか、こっちの方。何かのときに、またぜひ見ていただいて、すばら

しい機械でありますのでお願いをしたい。 

特に、なぜ今こういう話を申し上げたかと言うと、この後お願いしたい部分があるんです。とい

うのは、この機械は約２メートルの幅があれば自分で林地へ入って行けるということで、今の山の

林道密度を見ますと、ヘクタール当たり４.２メートルぐらいということで、県下の中でも非常に

密度が低い。それで林道がなおかつ、メートル何万という金がかかります。そんな関係で、作業路

開設をぜひ市としても、今も１０％の補助をいただきながらやってるんですが、これはほかの利用

間伐とか、ほかの保育事業と一緒に、２割ぐらいにアップできないものかどうか、そこら辺の呼び

かけなり、作業路開設に対しての考え方、お願いしたいと思うんですが、渡辺部長、どうでしょう

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

今、補助率の増額、増高というお話でございますけれども、森林の整備につきましては、合併前

はいろいろ足並みがちょっと違っておりましたけれども、私の承知しているところでは約１割の補

助率ということでありました。それを広範に、どんな作業にでも使えるように、内容を広くしてき

た部分がありますけれども、額の増額についてはいろんな補助メニューがある中で、これ１つをと

らまえて云々ということは、もう少し検討等も出てくるかと思いますが、これからの森林・林業振

興協議会等で、またご意見をお聞きしたり、こちらからご相談したりして、いくべきものは煮詰め

ていきたいということにさせていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

今すぐという話は、私もそういうあれじゃないんですが、そういう形の中で、やはり森林所有者

に何らかの形で、森林施業をやりやすいような手ほどきをお願いをしたい。 

また前にも申し上げましたけど、非常に手遅れ林分、間伐の手遅れですね、その林分が非常に目

立つところが多くなってきておりますし、そういうことをほったらかしておきますと、やっぱり森

林病害虫でせっかくの材が全部やられて、木材の製品価値がなくなるということになりますので、

その辺もよろしくお願いしたい。 
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この間伐事業は非常に、先ほど申し上げました高性能機械とかそういうものが出て、かなり有利

になってきておりますので、市の市有林もかなりありますね。かなり各地区で人工林を植えてきた

わけですが、やはりそういうとこの市有林も、こういう高性能機械を入れながら間伐をして、モデ

ル林と言いますか、森林所有者に対して宣伝するということも大事じゃないかなということで考え

てますので、その辺もご検討いただきたいなということ。 

それと今、糸魚川市に、私を含めて７名の林業士がおりますが、昨年の暮れからことしの春先、

１月にかけてですが、大平寺で機械を使いながらモデル的な実践活動をやろうということで、約

５反歩ほどの森林所有者、２名ですか３名ですかの方の山を実際間伐をやって、森林組合に資料を

今出した経過があります。これについては近々データが出てくると思いますので、県の林業士会の

総会等へも今度報告をしていくという形で、間伐をとにかくしないといけないよという宣伝をして

いきたいということで考えてますので、ぜひその辺も利用間伐を、先ほどから言ってます補助金等

の関係についても、よろしくお願いをしたいというふうに考えております。 

次に、県産材の利用促進について入らせていただきます。 

先ほどの間伐推進等にこの県産材の宣伝が、非常に利用促進が今叫ばれております。このように

越後スギのある暮らしというようなことで、地元の木は地元でという形の中で今キャッチフレーズ

にしながら、また、市内の５つの業者も積極的に取り組んでくれております。その辺も、またいろ

いろお話をさせてもらうんですが、資源の充実に伴って国産材時代の到来ということで、温暖化の

防止対策の動きが出てきております。 

じゃあなぜ県産材、地域材を使うことが重要なのかということでありますが、これについては地

域の林業、木材産業の活性化を通じて、森林所有者の収入を確保するということがねらいであると

いうことが言われておりますし、林業の植える、育てる、収穫するというパターン、この循環をし

ていきたいというのが目的でありますので、今わかっている中で糸魚川市の県産材の利用率と言い

ますか利用量、わかりましたらお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。 〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

お答えいたします。 

平成１８年度でいきますと、市で１８０.１立方、これは非常に多かったんですが、たまたま田

沢小学校とかいろんな学校で木材が使われたということで、それが非常に多くて今までにない数字

が出ております。それから同じく１８年度、県で１９７.６立方、これは林道だとか治山事業の関

係で、そういう間伐材を使わせてもらっておるわけでございますが、トータルしますと平成１８年

度で３７７.７立方を使わせてもらっております。 

それからことし、平成１９年度でございますが、学校関係のそういった建物が非常に少なかった

ことから、市では林道関係で、改良の関係で使わせてもらっております、それが１４.３。それか

ら県で同じように、治山だとか林道で使っておるのが１１４.６ということで、合わせますと

１２８.９立米でということで、１８年度から見ると１９年度は非常に少ないわけでございますけ

れども、ことし、また２０年度、新たにこういった県産材を使わなきゃならんという空気の中で、
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少しでも公共事業においては、県産材を使うように努力していかなきゃならんと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

今課長からお話がありました。本当に県産材の利用活用ということで、市の建設課の建築住宅係

も非常に、昨年の場合ですと田沢小学校、下早川小学校、中能生小学校等、また、浦本漁港の公衆

トイレというようなことで、こういう建築物にも使ってもらっておりますし、ことしもまたいろい

ろ西能生地区公民館とか、そういう形で配慮していただいております。 

また、そのほかに今度は公共土木関係、これについてもずっと見ていきますと、これは主に農林

振興局が多いんですが、いろいろ地すべり防止事業の関係、それから災害関連の治山事業というよ

うなことで、かなりの県産材を使っていただいております。これについては今後また、それぞれ宣

伝しながらお願いをしたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

市長にちょっとお願いがあるんですが、公共事業がだんだん少なくなってきて、非常に地域が圧

迫されてきております。前にも私、ちょっとお話申し上げたことがあろうかと思うんですが、地元

材の利用推進のために、公共事業等の工事設計書、市とかそういうあれで工事設計書等の中に、特

に地元材利用のための特記事項的なことを書き入れられないかどうか、また、ぜひそういうふうに

お願いをしたいなというふうに考えておりますが、その辺はどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。 〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

現在も一応特記事項ということで、県産材の活用を入れているところでございます。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

でき得る限り、私もそのように進めていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

木材関係をもう１件だけお願いしときますが、同僚議員が耐震化、地震の関係で木造住宅の関連

でお話が先般ありましたが、これは国産材、県産材の利用促進の補助金制度と耐震化との連携を図

って、地場産の利活用を進めてもらうための補助金制度と言いますか、そういうものについてもあ

わせて検討をしていただきたいなというふうに考えておりますが、その辺についてどうでしょうか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

県産材への補助ということでございますけれども、補助金ということについては、私は大多数そ

うだろうと思っておりますのは、そういう家を建てるための財政措置ということではなくて、材木

の利用促進を図っていく筋道をつけるというような意味合いであります。 

県産材が使われることによって、林業の振興が図られるということはもちろんそうですし、地元

の木は地元の気候風土にマッチして、家を建てたときに非常にものなんだということを、見学等を

開いて見ていただいて、そして家を建てるときには地元の木を使うようにという、啓蒙のための補

助金というような位置づけに今させてもらっております。 

耐震化等の補助というのは、また別の意味合いがあったかと思いますけれども、総じて補助体系

については先ほど言いましたように、また振興協議会等で、森林の協議会等でご発言をいただきな

がら、いろいろとまた検討の方向性を見出していきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

それじゃ３点目のバイオマスタウン構想について、ちょっと入らせてもらいます。 

これについては地球環境にやさしい二酸化炭素の関係で出てきたんですが、この策定するメリッ

ト等についても、先ほどちょっとお話の中でありましたが、非常にこれは今、地球温暖化の防止だ

とか、循環型社会の形成とか、戦略的産業の育成、それから農山漁村の活性化ということで、新た

にこのバイオマスという言葉が出てきております。そんな形で今までの取り組み状況等についても、

全国でかなり取り組んでいるという話。新潟県においても今までは４市町村、それから今、新たに

１９年度に３市町ですか、全部で７つの団体が今バイオマスタウン構想で、いろいろな事業を取り

組んでおります。 

そのようなことで、今回はいろいろあるんです、そのバイオマスの内容が。ただし今回、私の方

は先ほどの間伐なり県産材の関係等を含めて、木くずだとかそういう林地の残材。特に林地の残材

が、一番バイオマスの未利用と言うか、バイオマスに利用されていない部類に入って、これは年間

約３４０万トンの林地残材が出るというふうに言われております。それをどのように資源活用する

かということが、今後の問題だと思いますので、特に市としては考えていないということであった

んですが、市長が非常に木質ペレットに興味を示されているという話も、ちょこっと聞いたんです

が、その辺について、市長、考え方はどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

やはり我々は資源を活用し、そしてまたいろいろな廃棄物と言いましょうか、そういった発生材
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の中で、さらにそれが利活用ができるということが、これからのやはりエネルギーに非常に大切に

なってくるんだろうということを考えますと、我々のところは非常にいろんなものがあるわけで、

それを有効活用していきたい。それにはやはりペレット等も何か、この糸魚川の個性に合ったもの

にできないのかというのが、やはり大きな課題であるわけでございまして、ただこのペレットスト

ーブを使えばいいということではなくて、糸魚川のやはり循環型社会の中で、それが取り込めない

のかというのが、非常に私といたしましては取り組みたいとこであるわけでございますが、非常に

課題等もあるみたいでございまして、なかなか明確なものが出てないのが実情であるわけでござい

ますが、考え方といたしましてはそのような考え方で何としてでも、そういったペレットだけとい

うことで限ってるわけでございませんが、そういった全想定するものの中でとらえていきたいと、

とらえております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

市長が言われるとおりだと思います。 

私もただ環境の関係で自然にやさしく、環境にやさしくということで木質ペレット、かなりペレ

ットのストーブが、地域振興局でも地域振興局のペレットストーブですし、私は社会福祉関係とか、

学校、公民館、そういう関係で、やっぱり自然にやさしくということで、そういう林地残材の未利

用の部分を何かできないものかなということでお話を申し上げた。 

ただ、このペレットストーブも約４０万円ぐらいするんですね。ペレットの工場を建てるにも約

億近くかかりますし、採算性云々ということになるとなかなか難しいことだと思います。これにつ

いては一応こういうバイオマスという中で、そういう形の中でやっぱり環境にやさしいものを、何

か見出してもらえないものかなということで、今回、特に発言をさせてもらっておりますので、以

後またよろしくお願いをしたいなというように考えております。 

じゃあ２問目に入らせてもらいたいと思います。 

当面する教育関係の諸課題についてということで学校週５日制、先ほど教育長からお話がありま

した。土曜日、日曜日を利用しての生活体験とか自然体験、社会体験、文化・スポーツ活動という

ものが、１つのねらいだったというふうにお聞きしておりますが、それらの総合学習の成果と言い

ますか、そういうものについて、いま一度お願いしたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

月岡学校教育課長。 〔教育委員会学校教育課長 月岡茂久君登壇〕 

○教育委員会学校教育課長（月岡茂久君） 

週５日制が始まりまして１６年が経過しております。糸魚川市の学校教育大綱の中に、「ふるさ

とに学び、たくましく生きる子」という期待する子供像を描いて取り組んでおるところであります。 

主なその成果といたしましては、「広報いといがわ」にも掲示されておりますが、各学校のふる

さと教育の状況があらわれているかと思います。また、年に１度、ふるさと学習交流会を開催し、

各学校の地域とのかかわりの取り組み等も発表しているところです。以上のことで、これを成果と
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

じゃあ導入後の成果については、そういう形であったということでありますが、②の学校・家

庭・地域との連携・教育体制、これについては非常に土曜、日曜が休みになったということで、特

に生きる力を育むことが目標だったということでありますが、この地域との連携、私、これ先般で

したか、能生小学校が地域の後援会、学校の子供たちを守ったり、学校・地域・ＰＴＡを守るんだ

という、この地域後援会が発足したということで、非常にすばらしいことだなということであるん

ですが、この辺の動きについては、ほかの市内の小中学校等も、どういう形で取り組まれるのか、

もしその辺がわかりましたら。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

月岡学校教育課長。 〔教育委員会学校教育課長 月岡茂久君登壇〕 

○教育委員会学校教育課長（月岡茂久君） 

学校教育で学んだものが地域に生かされ、地域で得たものがまた学校に戻ると、この連携がやは

り子供を成長させる重要な課題だと思います。 

そこで１つの方法としまして、学校では学校評価というのを行っております。４月に教育ビジョ

ンを示し、それを途中で評価する。この中に保護者アンケートというのがございます。この中に学

校の取り組み、また、地域での取り組みの状況が詳しく評価されるわけです。それについて、さら

にそこに改善を加えて、３月末にまた再び評価をし次年度に生かすというところで、すべての学校

においては、そのように地域の意見、それから学校の考えを交差させている部分であります。 

また、各学校とも地域懇談会、または保護者懇談会等がございます。この中でいろんな呼びかけ

等もやりながら、それぞれの教育力を高める努力をしているところであります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小松教育長。 〔教育長 小松敏彦君登壇〕 

○教育長（小松敏彦君） 

申しわけございません。課長の答弁は多少ずれておりました。 

このたび能生小学校で、能生小学校学区の地元の有志の方と言いますか、各界の方がそろいまし

て、能生小学校を支える意味での地域の後援会をつくっていただきました。 

市内各学校、私はちょっと今この段階で把握はしてないんですけども、各学校でもそういったの

も発足していますと言いますか、もう既にずっと伝統的にお持ちの学区もたくさんあると思います。 

今後そういう後援会がないところへ、私ども教育委員会としてどういうような働きかけを、あく

までも自主的なものでございますので、どういう形の働きかけができるか、また今後検討してまい

りたいと、こんなふうに考えております。能生小の今後の発展を、ぜひ願っております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

そんなような形で地域が非常にいい傾向といいますか、すばらしいあれだなということで感じて

おりまして、③のゆとり学習の評価については、先ほど教育長の答弁で一定の評価をできたという

ことでお話がありました。 

この中で不登校関係がこのゆとりの中であっても、また不登校の生徒がいたというようなこと、

最近ですね。それで県の２００６年の実績を見ますと、小学校で４２９人、中学校で１,８８０人、

これについては中学校が割合については２.６％と高いんですね、不登校の率が。小学生が０.３％、

わずかなんですが、その辺の学校に行きたくないとか気持ちが乗らない、それから人とのつき合い

をつける力というものが不足して、こういう形になったのか。先ほどのゆとり学習とはちょっと違

うかと思いますが、現況をわかりましたら、不登校の。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

月岡学校教育課長。 〔教育委員会学校教育課長 月岡茂久君登壇〕 

○教育委員会学校教育課長（月岡茂久君） 

ただいま資料を持ちあわせておりませんが、不登校は３６名ぐらいと今確認しておりますが。正

確ではございません、申しわけございません。 

○２４番（大矢 弘君） 

不登校は小中で。 

○教育委員会学校教育課長（月岡茂久君） 

小中を合わせてでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

今、学校週５日制で非常にゆとり学習の評価は、一定の評価ができたということなんですが、た

だ２番目ですね、新学習指導要領への移行に向けてということであるんですが、この①授業時間数

の増加の意義ですね。１９７７年（昭和５２年）に授業時間を減らして、ここへきて約３０年ぶり

ぐらいに時間がふえてきたということ。これについては算数、数学、理科が大幅に授業時間が増に

なったということで、資料を見ていきますと、小学校の６年間で２７８時間、これは１単位時間が

４５分の時間が２７８時間もふえると。それから中学校は３年間で１０５時間、これは中学校の場

合は１単位時間が５０分ということだそうなんですが、この辺について、先ほどゆとりとか、そう

いう意義とか申してきたものと、また学習要綱ががたっと変わると言いますか、その辺の今後の対

応と言いますか、増加した意味というのはどういう内容なんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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月岡学校教育課長。 〔教育委員会学校教育課長 月岡茂久君登壇〕 

○教育委員会学校教育課長（月岡茂久君） 

改定の趣旨は、生きる力は、これは理念は変わらないというふうな文科省の説明がありました。 

時数が増加した部分につきましては、基礎的・基本的な知識、技能の確実な定着、そしてそれを

活用する力、記録、要約、論述とか、こういう部分についてのつながりが非常に弱かったと。つま

り何もないところから、新しいアイデア、前へ進む力というのは生まれにくい、そこの連携をしっ

かりやりたい。したがって、指導内容はふやすという状況ではございません。 

先ほど教育長の答弁にもありましたように繰り返し学習、それが４年生で学習したものを、また

５年生でも一部やると、そのように文科省の方が進めてるところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

時間も大分少なくなってきましたので急ぎます。 

小学校高学年の外国語活動、これ週１時間の英語活動を必修していくということなんですが、高

学年ということになると、５年生なのか６年生なのかということですが、それとＡＬＴ、外国語指

導助手ですか、その関係の時間組みと言いますか、どういうふうに小学校へ手配していかれるのか。

今まで何か実践的にやってるみたいなんですが、そこの辺も含めて。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

月岡学校教育課長。 〔教育委員会学校教育課長 月岡茂久君登壇〕 

○教育委員会学校教育課長（月岡茂久君） 

各小学校の英語活動につきましては、総合的な学習の時間及び低学年では学級活動の時間という

ことで、学校によってはかなりのばらつきがあると。したがって、文科省はこのたびは総合的な学

習の時間の中から、３年生以上は３時間ほどあるわけなんですが、その１時間を外国語活動と取り

出すという形で、できるだけその辺のばらつきをなくしたいというふうな説明もしております。 

したがって、小学校におきましては国際理解やコミュニケーションなどの活動を通じて、コミュ

ニケーションへの積極的な態度を育成する。そのためにも当市にも配置されているＡＬＴ等の積極

的な活用を進めていきたいと、こう思っております。現在も小学校へほとんどのＡＬＴは出かけて、

教師とＴ・Ｔ、一緒になって授業を進めているという状況があります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

この関係については最後になりますが、教育長、この新学習指導要領への移行に伴って、教育活

動の目的の明確化とか、いろんな形で重点化と言いますかそういうもの、糸魚川市の学校教育の大

綱とか基本方針等も変わってくると思うんですが、いつごろまでというめどであれでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

小松教育長。 〔教育長 小松敏彦君登壇〕 

○教育長（小松敏彦君） 

私どもの教育大綱そのものの基本につきましては、今現在ずっと連綿として続けております基礎

的・基本的な知識、技能の完全な習得ということを、大綱の基本に掲げております。そういったこ

とで、その基本は変わりはないわけですけれども、新年度に向けての糸魚川市教育大綱につきまし

ては、３月中をめどに策定をして、４月より各学校に周知をしてまいりたいと、このように考えて

おります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

じゃあ最後に、学校給食の食材等の安全確保対策について、ちょっとお尋ねいたします。 

まず、①の食の安全性と対策、これは中国産冷凍で今非常に社会問題になっております。 

これについても中国産を食べると死ぬんだというやっぱり強い意識で、食の安全性を求めないと

まずいと思うんですが、今みんな国産も含めて冷凍加工食品というのは、現在、何割ぐらい使われ

ているんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

黒坂教育総務課長。 〔教育委員会教育総務課長 黒坂系夫君登壇〕 

○教育委員会教育総務課長（黒坂系夫君） 

お答えをいたします。 

いわゆる冷凍食品の使用ということになりますと、なかなか大きい学校、それから規模の小さい

学校ということで、その使用の割合は違ってくるんですけれども、おおむね糸魚川市としては、食

材全体の１０％未満ぐらいの数値で、私どもは確認をしたところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

その安全性の対策は十分とっていただきたいと思います。 

じゃあ②の地産地消食材の利用促進ということで、これ実はいいコメントがあったんでちょっと

ご披露しながら、対策をしていただきたいと思うんですが、実はこれは能生小学校の栄養士さん、

牛木功介さんの記事なんですが、非常に地産地消についてパネリストとして参加して、すばらしい

子供の発言があったということが書かれている。 

というのは、地産地消は地球を救うということで、男の子なんですが、地産地消って僕たちでで

きる地球環境をよくする方法の１つだと思うということで、非常に周りの人がびっくりするような

発言をされて、それでこれについてはほかの子供たちは、そんなばかなことがあるかというようだ

ったらしいんですが、その子がまた、だってみんなが近くの食材で毎日料理をつくれば、食材の輸
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送距離が短いし、二酸化炭素排出量の削減にもなるということで、地産地消というのは非常に大事

なんだよということを訴えられておるんですが、私もそうだと思います。これについては今、地産

地消食材の使用割合はどのぐらいになっておるのか、ちょっとお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

黒坂教育総務課長。 〔教育委員会教育総務課長 黒坂系夫君登壇〕 

○教育委員会教育総務課長（黒坂系夫君） 

お答えをいたします。 

これも今まだやっておる学校と、やっていないところということでありますので、全体的な話は

できませんが、実施しておるところでは、いわゆる野菜類が中心なわけですけれども、多いところ

ではもう４０％以上、地元のものを使っておられるところもありますし、少ないところでも大体

２０％ぐらいということで使用割合になっております。 

ただ、特に給食センターでは、また今年度はかなり利用割合も拡大してきておりまして、地産地

消の努力が数値に出てきておるなというふうに感じております。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

ぜひそのようにしていただきたいのと、もう１つ提案があるんですが、この地産地消は先ほどち

ょっと私が申し上げた中で、１２月の補正ですか、ぬながわ森林組合さんが地場産の消費拡大事業

ということで食品加工の関係で、市から２０％補助をもらいながら、ダイコン４つ割機だとか、ゴ

ボウの何ですか、そういう施設を導入したんですが、やはり月１回ぐらい、そういう森林組合さん

のああいう加工食品も、給食に使っていただけないものかなというふうに考えておるんですが、い

かがなもんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

黒坂教育総務課長。 〔教育委員会教育総務課長 黒坂系夫君登壇〕 

○教育委員会教育総務課長（黒坂系夫君） 

お答えをいたします。 

以前にも森林組合で加工された品物を使うということで検討した経過もございますが、やっぱり

味つけということの問題もありまして、なかなかその加工を、今度それを実際に調理するのに手間

がかかると言いますか、そんな課題もあって実現に至らなかったという経過もございます。 

確かに地産地消の１つの手段でもありますので、またそこら辺、具体的な方法論も含めて検討し

ていく必要があるかなというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 
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○２４番（大矢 弘君） 

もう１つ提案なんですが、生産者グループ、今、地産地消で提供してくれる生産者、そういうグ

ループとやはり試食会を兼ねるような形の中で、顔の見える食材を求めるということも大事だと思

いますので、その辺もちょっと考えてもらいたいと思いますので、これは要望しておきます。 

それから、最後の新給食センターの安全確保対策、これについてはドライシステム方式とか、今

までにないような施設で取り上げられております。 

ただ、私が一番心配になるのは給食費の値上げが、どうしてもこれだけ食品の問題が出てくると

問題になるのかなということで、県の学校給食会では２００８年度から、提供価格を値上げをしな

いとやっていけないんだということを予想しておりますね。そんなことで値上げになるのか、据え

置きになるのかという点も皆さんあると思うんですが、その辺を最後にお聞かせ願いたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

黒坂教育総務課長。 〔教育委員会教育総務課長 黒坂系夫君登壇〕 

○教育委員会教育総務課長（黒坂系夫君） 

お答えをします。 

確かに食材は既に上がっておるものもあります。ただ、今現時点では給食センター、学校も含め

て、新年度に値上げということを予定しておるところはありません。 

ただ、今後また食材の値上げがどのように推移していくかということが、やっぱり課題でありま

して、またその状況によっては保護者の理解を得て、そして値上げのこともまた検討していかなき

ゃならない状況であるかと思いますが、現時点では考えておりません。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大矢議員。 

○２４番（大矢 弘君） 

以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、大矢議員の質問が終わりました。 

関連質問はありませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

久保田長門議員。 

○１４番（久保田長門君） 

私は大きい項目の２番目の(2)の新学習指導要領への移行について、関連質問を行います。前置

きが少し長くなりますが、お願いします。  

教育再生会議の最終報告が提出され、徳育を重視すべきと教科化が提言されております。その結

果、週１時間とはいえ道徳の授業が設けられております。世論も道徳教育の必要なことを強く支持

しているが、このような時代背景を教育再生会議の委員が鋭く読み切り、文科省は家庭教育支援チ

ームを創設しております。 
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そうした中、子育てに悩む親への応援は骨太方針にも位置づけられて、各自治体で積極的に取り

組みが始まっておるところでございます。よく三つ子の魂百までと言われるほど、幼児教育は大切

である。そうしたことから両親によるこの時期の教育は、非常に大切なものとなってくるにもかか

わらず、残念であるが、このことが著しく欠けた家庭が生まれてきております。 

このように幼児教育を怠ると、その後、義務教育の現場で、それらの親に育てられた子供たちが

さまざまな問題を引き起し、現場の教師がどのように指導しても通用しない現実を迎えております。 

そこで本題ですが、市は新しい教育基本法で、新学習指導要領の項目の中にある親の学び、家庭

教育支援について、これは以前、私も一般質問の中で指摘しましたが、市は何で我々行政が親まで

も教育するんだという今までの旧態依然とした考え方を進めるのか。また、遅ればせながら家庭教

育の大切さを再認識し、先ほども申し上げましたが、著しくこのような認識に欠けた親たちに対し

て、教育する考えはありますか。明快なご答弁をお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小松教育長。 〔教育長 小松敏彦君登壇〕 

○教育長（小松敏彦君） 

お答えさせていただきます。 

議員ご指摘のように、さまざまな家庭環境の中で児童生徒が、日々学校に通っているわけですけ

れども、そういったことで今ご指摘がありましたように家庭教育の充実、これは当然、私ども教育

委員会として学校教育の観点から、また、生涯学習の観点からそれぞれ取り組みをさせていただい

ております。 

この中で私どもはそういったことで、そこを重点的に教育委員会として進めてまいるわけでござ

いますけれども、何と言ってもやはりいろいろな課題を抱えていらっしゃる保護者の方々に、そう

いった場合は自主的においでいただかなければならない、それがまず最も大きな課題であります。 

そういったことで、やっぱり一朝一夕には、なかなか成果は上がらないんですけれども、一歩一

歩そういった方々への個別の対応等を含めながら、教育委員会として総体で、そういった家庭への

対応を進めてまいりたいと、このように考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

久保田長門議員。 

○１４番（久保田長門君） 

我々文教民生常任委員会では昨年の先進地視察で、福井県の小浜市の食育を通して幼児教育に成

果を上げているモデル都市を学ばさせていただきました。その中において講師先生は、食育を子供

たちにしながら、後ろに見学に来ている親たちに対して猛烈な意識で親たちも指導してるという、

講師先生が私に後から教えていただきました。このような事案を、市長はどのように考えておりま

すか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 
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○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

確かに教育と言いましょうか、子育てというのは学校だけではございませんし、やはり家庭の教

育も必要になるわけであります。その辺はやはりこれから単に１つの、この場でなかなかとらえる

ということは難しいわけでございまして、今お聞かせいただいたように、いろんな機会の中でそう

いったことをしておられるということをお聞かせいただきました。そういうことで、当糸魚川市に

おきましても、またそういう場づくりをしなくちゃいけないんだろうと思っております。 

今までいろいろな努力をしておる部分であるわけでございますが、いかんせん解消という、ゼロ

になる部分ではないのも私は聞いておるわけでございまして、その辺はまたこの教育委員会の中で

も、そういった機会をぜひともつくらなくてはいけないと思うし、またこれは教育委員会だけの問

題でなくて全市を挙げて、そういったところをこれからどのようにしていくかということを、少し

具体的な課題というような形の中でも、やはりとらえていくべきだろうと今感じておるわけでござ

いまして、これは糸魚川版として、どうすればいいのかというのもあろうかと思うわけでございま

して、市といたしましては、そのように受けとめさせていただきました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

久保田長門議員。 

○１４番（久保田長門君） 

もちろん私たち文教民生委員に対して、行政の方で全国規模で行われた先般の試験の結果ですが、

皆さんよくご存じのとおり、福井県は全国屈指の学業成績を残しておりまして、そのことを皆様に

投げかけまして、私の関連質問を終了いたします。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

ほかに関連質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

関連質問なしと認めます。 

１３時２０分まで暫時休憩いたします。 

 

〈午後０時３８分 休憩〉 

 

〈午後１時２０分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、野本信行議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 〔２７番 野本信行君登壇〕 
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２７番、新政会、野本でございます。 

発言通告書に基づき１回目の質問を行います。 

１、平成２０年度予算編成の基本方針と各種使用料金の見直しについて。 

(1) 予算編成に当たり、市長は歳出１５％カットを指示されたとのことですが、結果としてど

のような評価をされているのかについて伺います。 

① 財政健全化法に基づく実質公債費比率等の見通しについて。 

② 市債残高の削減見通しについて。 

 (2) 当市も大変厳しい財政事情の中で予算編成を余儀なくされておりますが、合併前の１市

２町の事業水準と、合併後の現在の受益者負担の見直しについて、今後の整合性と理解を得

られる検討、事前の周知策について伺います。 

① 下水道使用料金の見直しについて。 

② 公民館（集会場を含む。）などの使用料の見直しについて。 

２、ジオパーク整備事業の推進策について。 

(1) 平成２０年度予算で構想、基本計画策定、解説板作成、ガイドブック作成など行うとして

おりますが、下記について伺います。 

① 策定、作成メンバーについて。 

② 構想、基本計画策定は単年度で完成か。 

③ その内容は世界ジオパークの基準を満たすものなのか。 

(2) 当市における地質遺産、観光資源など総合的な施策の推進により、地場産業の活性化を図

る趣旨は理解できるが、これまでの事業推進の経緯からして、安易な取り組みでは認定が困

難と考えるがどうか。 

(3) そのために、しっかりした運営組織と財政計画を持つことが必須条件と思うがどうか。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

野本議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の平成２０年度予算編成の基本方針の１点目につきましては、予算編成部課長会議で経常

的経費の一般財源について１５％削減を指示しており、その結果、物件費などが減少し、予算総額

の削減につながったものと考えております。 

１つ目の実質公債費比率につきましては、予算参考資料に推計値を示しておりますが、現行の算

定方式で推計したところ、平成１９年度決算で１７.８、２０年度が１８.０、２１年度が１８.０、

２２年度が１８.５となっており、今後改善に向かった対策が必要と考えております。 

２つ目の市債残高でありますが、一般会計については合併後、繰上償還を実施したことから、平

成１９年度末の見込みでは３５６億円となり、合併直後に比べて１７億円の削減となりました。な

お、特別会計と企業会計を含めた残高でも６３７億円で、２６億円の減となりました。 
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今後の見通しについては、糸魚川中学校体育館や火葬場など大きな事業が計画され、起債額もふ

えてまいりますが、繰上償還の実施などにより市債残高が大きくならないよう、計画的な財政運営

に努めてまいります。 

２点目でありますが、使用料の見直しについては、さきに各常任委員会にお示しをいたしました

使用料見直しの基本的な考え方の中で方針を定め、使用料と減額基準を統一し、下水道やガス、水

道使用料などはそれぞれ独立採算の原則で、財政計画に基づき見直しをすることといたしておりま

す。 

１つ目の下水道使用料につきましては、能生地域と青海地域が合併前に整備が終了し、糸魚川地

域では現在も整備中であります。しかし、３地域とも現在の使用料では建設時の借入金の償還金を

賄えず、一般会計からの繰り入れに頼っており、今後もこの状況が続くことから使用料の見直しを

したいものであります。 

２つ目の公民館等の使用料につきましては、合併前の３地域で基準が大きく違うことから、今回

の見直しで統一をしたいと考えております。 

いずれにいたしましても、市民の皆様に十分説明が必要と考えておりますので、広報や地域審議

会、市民懇談会等を通じて説明周知を図り、その後に議会提案をいたしたいと考えております。 

２番目のジオパーク整備事業についての１点目、構想、基本計画でありますが、当市のジオパー

クが世界ジオパークの基準をクリアし、認定を目指すためには必要となる計画を、２０年度で策定

するものであります。 

現在、庁内関係課の実務者からなる委員会で、事前の検討を進めております。 

２点目につきましては、国内の競合地域もあり、日本最初の世界ジオパーク認定のハードルも高

く、困難性を認識しておりますが、行政をはじめ関係団体、市民など全市一丸となって、その実現

を目指したいと考えております。 

３点目の運営組織等につきましては、議員ご指摘のとおり世界ジオパークの認定基準は、しっか

りとした運営組織と財政計画を持つことと、また、ジオパークの継続的な運営と地域振興が図られ

ることが条件でありますので、今後、運営組織を設立し、地域振興策などについても検討いたした

いと考えております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては所管の部・課長からの答弁

もありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

それでは再質問に入りたいと思います。 

今回、私、１番目の予算編成と今後の財政運営についてお聞きしたいという趣旨でありますが、

これまでも２、３回、この場で質問をさせていただいておるわけでありますが、特に市民の皆さん

方は、近年、情報その他もろもろの中から非常に各地域、自治体の財政事情に絡んだ問題提起を目

にし、耳にしておられます。そういう状況の中で、当糸魚川市の将来について、大なり小なりのご

心配をされておる市民がたくさんおられる。そういう背景のもとで、今回も実は取り上げさせてい
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ただいたわけです。 

２つ目には、年前に先ほども市長の方からの答弁にもありましたけども、大変厳しい財政運営の

もとで経費の削減、効率的な運営等を総合的に判断して、歳出カットの指示をされたと。これはた

かだか合併して４年目でありますけども、初めての市長として具体的な数字を上げてのご指示では

なかろうかと。そういう意味で、時節柄と言うとおかしいんでありますけども、要を得た私は指示

ではあったろうと。結果は別にいたしましても、それが常々申し上げておる職員の意識改革の具体

的な市長の姿勢として、私は受けとめられておるのではないかと、そういう視点で、実は取り上げ

ておるわけです。 

そこで具体的な問題として、やはり財政を語るときに最近の指標の最大の問題であります実質公

債費比率、これが一番わかりやすく、そしてまた具体的な対策いかんによって、この数字がどのよ

うにでも変わる。こういう視点で実は今回も取り上げたわけであります。 

そこで少し別時限でお伺いいたしますが、今、国の方で新たな財政再建法に基づく４つの指標を

検討をしておるようでありますが、たしか１２月の議会でも織田課長から、そんなようなお話もあ

ったかと思うんでありますが、この新しい健全化法の判断資料、項目の現状について、それから見

通しはどのようになっていくのか、その点についてお伺いいたしたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律が、昨年６月に制定をしております。それで今回、平

成１９年度決算の決算数値から、一応適用になるということであります。ただ、平成１９年度決算

につきましては、指標の公表だけであります。そのほか２０年度決算から、今度はその指標により

まして公的な措置が一応加わるという状況であります。 

それで健全化判断の指標ですけども４つあります。 

１つは、実質赤字比率であります。これは実質収支がマイナスになった場合のものであります。

当市につきましては、現在、ここ数年マイナスではなくて黒字になってるということで、一応この

数字につきましては、問題はないというふうに考えております。 

それから２番目が、連結実質赤字比率であります。一般会計だけじゃなくて企業会計、特別会計、

全会計を含めてその辺の収支比率を出すというものであります。一応これにつきましても、当市に

つきましてはここ数年黒字ですので、問題はないというふうに考えております。 

それから３番目が、実質公債費比率であります。これにつきましては後ほど、現在の推計数字を

示させてもらいたいと思っております。 

４番目が、将来負担比率であります。ただ、この将来負担比率、公営企業も含めまして、それか

ら出資法人、第三セクター等も含めてとなりますが、まだ国の方ではきちんとした計算方法が示さ

れておりません。１９年度の決算に間に合うようにということで、制度設計を今してる最中であり

ます。そういうことで当市につきましても、まだこの数字につきましては試算ができないという状

況であります。 
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それでは、先ほどの３番目の実質公債費比率でありますけども、この推移につきましては、今回

の新年度予算の参考資料の方にも一応掲載をしてありますけども、今のところ先ほど市長が申しま

したとおり実質公債費比率、３カ年平均のものですけども、平成２０年度が１８.０、２１年度が

１８.０、２２年度では１８.５ということで推計をしてるというものであります。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

そうしますと、新しい指標に基づく具体的な措置は２０年度決算以降と、こういうことだそうで

あります。それと同時に４つの指標の中で、３つは今のところクリアしていけるだろうと、こうい

うお見通しのようであります。 

問題は実質公債費比率でありますが、これまでの財政指標の見方として、この実質公債費比率に

つきましては、１８％を超えますとまずは県の指導を受ける、２５％を超えると国のいろんな関与

が出てくる、このように聞いておるわけなんですが、この辺の実質公債費比率の取り扱いについて、

２０年度以降、率が変わるのか、変わらないのか、そういう指導方法というのは変わっていくのか、

現状どのように受けとめられておりましょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

実質公債費比率ですけれども、財政健全化法ではこの比率が２５％以上になりますと、それぞれ

財政健全化計画を策定をしなさいということで、一応議会にも諮りまして財政健全化計画をつくっ

て、借金の額を減らすような計画をつくれということであります。また、それも一般の市民にも公

表しなきゃならんというふうになっております。 

それから３５％以上になりますと、財政再生計画になります。そうなりますと通常もう起債は、

災害復旧とかそういうもの以外については、起債ができないという状況になります。現在で言えば

財政再建団体に近いものであります。そういう状況になります。そういうことで今現在、法的には

２５％と３５％ということになっております。ただ、１８％を超えますと計画案なんですけども、

起債の適正化計画というものもつくって、それは行政だけでつくれるものですので、そういうもの

をつくって県には提出しなきゃならんというものはあります。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

広報２月号で市の財政状況をお示し、しかも最後には市民の皆さんも一緒に考えて、これからの
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糸魚川市を変えていきませんかと、このように提唱を結びとしてされております。私はこれそのも

のにつきましては大変結構な広報内容ではないか、このように評価をいたしておるんでありますが、

ただ、前にも申し上げておりますけども、一般の市民の方々はこの程度のデータでは、なかなかわ

かりづらい。もう少し一般市民の目線に立った情報化、こういったものに今後は心がけていただき

たいと、このように思うんですがどうでしょうかということと、あわせましてほかのこれまでの指

標が幾つかあったわけなんですけども、例えば経常収支比率であるとか、あるいは起債制限比率で

あるとか、そういったようなものももう少し総体的に出していただいて、そして当市は現状こうで

すと、今後こんなような展開でいきますと極めて黄信号になります、あるいは赤信号になります。

そういうもとで、後で出てきますけども俗に言う一般公共料金的なものの見直しの必要性、必然性

というものもある程度関連して、市民の皆さんもおわかりいただけるんではないか。そういう視点

で私は考えておるんでありますが、今後の広報の掲載方法の工夫についてお伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

財政状況につきましては、毎年広報しております。ただ、毎年定期的なものは３月に新年度予算

の概要について広報させてもらってますし、１０月に決算状況ということであります。ただ、ボリ

ュームがあって、なかなか市民の皆さんにはわかりづらいというのを感じております。 

そういうことで、今回２月号に初めて市の財政状況ということで特集をさせてもらいました。今

回初めてですので市の予算額とか、それから市税、地方交付税の推移、そういうもの。それから基

金と借金がどれぐらいだということで、その辺をここ合併前からのものを数値を参考にしまして掲

載をさせてもらったということで、今現在の市の財政の現状は今回させてもらったと思っておりま

す。 

ただ、なかなか専門用語もあったりして非常にわかりづらいというのも、私らも一応反省をして

おります。そういう点では、特集の方も今回だけではなくて、今後随時その財政状況につきまして、

特集を組みながらやってまいりたいと思っております。今回初めてですので、なかなかこういう状

況ですけども、今度は１つ１つ、そのときそのときの数値等も使いながら、わかりやすいようにし

たいと思っております。 

そういう点では先ほど申しましたとおり、実質公債費比率だけではなくて財政力指数、それから

経常経費比率、そういうものがどういう数値なのかということを一応示しながら、そういうものの

推移も示して現状はこうだと、それから将来的にもこうだという点をやりながら広報したいと、周

知をしたいというふうに考えております。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 
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ぜひそういう工夫を凝らしていただきたい。 

あわせまして、私は庁内の職員研修云々ということも、これまでも何回か取り上げてきておるわ

けでありますが、こういった財政問題について過去に取り上げたことがございましょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田企画財政課長。 〔総務企画部次長企画財政課長 織田義夫君登壇〕 

○総務企画部次長企画財政課長（織田義夫君） 

お答えを申し上げます。 

昨年１１月ですけども、初めて市の職員を対象にしまして、財政状況について研修会をさせても

らったと思っております。４回ぐらいに分けて職員全員ではないですけども、出れる職員について

は財政状況について、説明をさせてもらったと思っております。今後もそういうものを、随時やっ

ていきたいというふうに考えております。昨年１１月が初めてであったということであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

ぜひ今後も定期的に私は開催をしていただきたい。やはり一番事態がわかっておるのは職員であ

ろうと、また職員でなければならない、私はこう思います。 

各地域にいろんな所管の関連の会合、その他で出向いて行かれるケースが多いと思うんでありま

すけども、そういうときにも例えばお金に関連するような問題のときには、単にダイレクトに厳し

いんです、厳しいんですと言うだけでなくして、幾つかの指標を用いて当市はこういう状況ですと、

県下的には平均こうでありますと。よって、うちはまだ緩やかです、あるいは大変厳しいんですと。

そういう状況の中で、この問題については多角的に検討した結果、こういう方向で実は協力願いた

いんですと。こういうような説明の仕方、説得の仕方、これが私はやっぱり職員たるものの最低限

の義務であり、責任であり、資質であると、このように思うわけです。 

そういう意味で、一般市民向け、庁内向け、そういうものをぜひ表を工夫していただいて、わか

りやすいものをつくっていただく。もちろん地域審議会、その他公民館長会議、いろいろな公的な

場があると思うんですけども、そういうときにも必要な折、配布をしてあげるとか、あるいは特別

に時間をとっていただいて説明させてもらうとか、私はこのお金に関しては、もう間断なくそうい

うことを問題意識として持ち続けることが必要なんではないか。それがある程度理解されておると、

市長がおっしゃる物事の選択と集中という中で、こういう置かれとる財政状況の中で、こういう選

択を、あるいは決断をしましたということに結果的に結びついて、理解もされやすくなるんではな

いかと、このように思っております。ぜひそういうことで財政指標の有効活用を行っていただきた

い。 

２つ目の市債の今後の削減計画でございますが、これはなかなか具体的な数字をもって何年後に

は何割減らすとか、あるいは現在、一般会計で３５０～３６０億円ものを３００億円にまで減らし

ますと、あるいは２５０億円にしますということは、なかなか難しいと思うんです。 

それでも市長にちょっとお伺いしたいんですが、決意のほど等として例えば今後年率３％とか、
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５％とか減らしていく努力をしますと、していきたいと、そういう目標値の設定は困難でございま

しょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今いろいろ計画等もあるわけでございますので、一律なそういったことはなかなかちょっと難し

いのかなと思っておるんですが、しかし今回お答えさせていただきましたように、健全化計画とい

うものをきっちり進めていくことが、私は大事であろうと思うわけでございますし、いろいろなも

のが流動的に動いているわけでございますので、そういうようなところも判断しながら健全な運営

は絶対しなくちゃいけないと、私は固めさせていただいておるわけでございますので、そのような

進め方でいきたいなと思っております。議員ご指摘のような、またそういった指標ができれば、と

っていった方がわかりやすいのかもしれません。しかし一律な、そういったものが難しいとなれば、

何らかの形でお示しできるものがあれば、お示しをしていきたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

ぜひ何らかの形のものが姿勢としてわかるような、そういうことをひとつぜひ検討していただき

たい。通常民間では、そういう経営再建計画とか、あるいは増収計画とか、もろもろの経営体質を

強化するための１つに借金を、こんだけあるけども３年後にはこのぐらいにまで減らしたい、５年

後にはこうしたい、だからみんなで頑張っていこうではないかというのが、民間企業経営の１つの

スタイルになっとるわけですね。私は行政の場合もそういうような、ストレートに同じということ

は申し上げません。行政らしきものの形の中でそういうものが出てくると、これは庁内に対しても、

市民に対しても受けるのではないか、理解されるのではないか。そういう意味で、ぜひ検討課題の

１つにしていただければというふうに思います。 

２番目の方でありますが、あえて財政運営等に絡めて、公共料金の２つの代表格のものを取り上

げたわけでありますが、早晩見直しをして、引き下げるものについては拍手喝采でありますけども、

逆の値上げということに対しては、市民は結構厳しい解釈をすることに相なるだろうという意味で、

私は収入対策イコールそれが難しい現状の中では、できるだけ経費削減をしていくという一方で、

どうしても市民の負担によって運営をしなければならないいわゆる公共料金制、こういったものに

ついても、私はやはり早目、早目の周知が必要ではないかと、こういう視点で実は取り上げさせて

いただいておるわけです。 

１点目の下水道の問題についてでございますが、先ほど市長の答弁にもございましたが、合併前

の旧１市２町の当時の住民の感覚からいたしますると、ご指摘されたとおり両サイドの能生、青海

は、ほぼ下水道関係の布設工事と言いますか、普及度合いというものは上がって、遅れていたのが

糸魚川市。それで市内に出てきたときにいろいろの工事状況を見ると、ああ、道路工事だ、あるい
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は水道工事だ、そういうたぐいのものが非常に市民の目につくわけです。 

そしたら変な話ですけども狭義の認識で言うと、旧糸魚川のために我々も一生懸命に対応してお

るんかと、こういう誤解の向きがあるわけです。そういうことをやはり今後いろんな広報なんかを

通じて、そういう誤解のないようなことをしていかなければならない。こういう視点で実は上げた

わけでありまして。 

その１点目の下水道の関係につきまして、参考としておわかりになれば合併前の旧１市２町の下

水道会計上の借金残高、合併して直近の、例えば１８年度決算ということになりましょうか、直近

で今度はプールして、トータルで今現在、何ぼになっておりますかというデータはございましょう

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

細井ガス水道局長。 〔ガス水道局長 細井建治君登壇〕 

○ガス水道局長（細井建治君） 

お答えをいたします。 

今ほどの議員さんのご質問でございますけれども、合併前、それから今の１８年度末の起債残高

は幾らであるかということでございますが、公共下水道、それから特環ということに限ってお答え

をさせていただきたいと思います。 

まず、１６年度末の旧糸魚川の残高でございますけども約１４７億円、それから能生地域につき

ましては３３億円でございます。それから青海地域につきましては４８億円、合計２２７億円でご

ざいます。それから１８年度末の数字でございますが、糸魚川から順に１４７億円、それから能生

地域が２８億円、それから青海が４３億円の合計２１８億円でございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

この関係につきましては新規工事の必要な地域、ほぼ終わっとる地域、こういう両方の状況があ

るわけでありますが、ほぼ終わっておるところにつきましても、既に接合十何年かわかりませんけ

ども、経過年数の中で修繕費とか、そういったものが一方ではかかる。新しくしたところは、まだ

数年先は補修等はないだろうけども、まだ新規の工事資金が必要ですと。それぞれの目的に応じた

やはり必要なものが要請されてくるわけですね。そういうときに、受益者負担という観点での適正

な使用料金と。それで運営できない場合にどうするかということで一部、一般会計から今まで繰り

入れをされてきた。しかし、一般会計も経費の削減を含めて健全化を進めていかなければならない。

そういう狭間に、この繰り入れという性格のものは入ってきておると思うんです、現在。 

そういったことも単に下水道料金ばかりでなく、その後の公民館の云々も書いてございますけど

も、今現在、合併して３年経過して４年目でありますけども、まだ不統一なところは統一をしつつ、

そして置かれておるそれぞれの事業会計の中で、こういう厳しさがあります。これを乗り越えてい

くためには、こういうことをしていかなければならない。そういう相関関係というものを、私は特
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に公共料金の見直し、アップの中で、市民の皆さん方がよくわかるような、そういう取り組みをぜ

ひしていただきたいと、こういうことで実は取り上げた次第でありますので、ぜひ私の質問の趣旨

をご理解いただきまして、今後の取り組みの中で対処していただいて、１００％市民からやむを得

ませんねて言うわけにはまいらないと思いますけれども、でも、大多数の市民の皆さん方から、こ

ういうような施策についてはやむを得ないですなと、こういうことになるような行政施策というも

のを、運営というものをしていっていただきたいというお願いをして、１番目は終わります。 

次、２番目でございますが、先ほど田原議員から質問をされておりまして、答弁の内容からいた

しまして、私も用意した質問、あまりクリアできないような気もいたしますが、一応、私なりに用

意した視点から、いま一度ご答弁をしていただきたいというふうに思います。 

まず、質問に書いてあります構想とか基本計画の策定のメンバー、どういうメンバーを考えてお

られるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸文化振興課長。 〔教育委員会文化振興課長 山岸欽也君登壇〕 

○教育委員会文化振興課長（山岸欽也君） 

お答えします。 

先ほど市長の方からお答えしたとおり庁内の実力者による１２名だと思いますが、組織したメン

バーでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

私の聞き間違いかどうかわかりませんが、庁内の実力者と聞こえましたんですが、間違いでした

ら。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸文化振興課長。 〔教育委員会文化振興課長 山岸欽也君登壇〕 

○教育委員会文化振興課長（山岸欽也君） 

申しわけございません、私の間違いです。実務者の誤りです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今ジオパークの事業という形の中で進めているのは、庁内の検討委員会という形であるわけでご

ざいますが、ご指摘の点というのは、どういうように推進していく中で考えているかということで、

お聞きされとるということから、私は行政、そしてまたいろんな知識を持った市民の中、そしてま

たこのジオパークの中で、やはり大きな必要な条件にもなっとるわけでございますが、地域振興と
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いう形のであるわけでございますので、そういった地域振興をお考えいただける方々も加わってい

ただいて組織をつくって、そこの中で進めていきたいととらえております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

広範にわたって関係するような方々を対象にして構成していくという、この構想は私はそうすべ

きだろうということで了解をしたいと思います。 

このジオパークということにつきまして正直に申し上げて、私は昨年の市長さんの何かの会合の

ごあいさつの中で、実は初めてジオパークということを聞いたわけでありまして、これは私一人な

のか、あるいは多くの方々も初めて公式の場で、行政の方から聞いたということになるのかちょっ

とわかりません。ちょっと調べたところによりますと、もう平成３年ごろから関係筋の中では、地

質公園をジオパーク、ジオパークというふうに言っておったんだそうでございますね。うちでもフ

ォッサマグナミュージアムの学芸員等を中心にして、あの界隈ではそういう表現をされていたやに

も聞いておるんですけども、一般的には、つい最近ではなかろうかということが１つと、それから

平成１６年に、これは市長から前にご説明があったかもしれませんが、ユネスコの支援によって世

界ジオパークネットワークというものができて、そこに認定されると、それこそいろんな効果とい

うものが拡大されてくるという。そういうことで、平成３年と平成１６年、こういう経緯のもとで

今日きておるというふうに私なりに理解をしたわけなんですけども。 

ちょっと話を変えてすみませんが、忘れんうちに言うておきたいんですけども、実はことしの予

算の参考資料の表紙に、ジオパーク対象地域７カ所ですか、それからメーンに「世界ジオパーク認

定を目指して」と、まさに総予算の資料のメーンに、このジオパークを位置づけておられるわけで

す。市長の重点施策が５つあるとか、財政再建計画の視点で５つを挙げているとか、そういう中か

ら選りすぐるんではなくて、１事業のジオパークをここに挙げてると。これそのものを私はどうこ

う批判するとか、そういうことではありません。ただ、前段に申し上げたとおり、ジオパーク構想

そのものがついここへ来て表面に出て、行政として真剣に、積極的に取り組んでいこうと、こうい

うことで、少し私は違和感と言いましょうか、実は持つところがあります。 

なぜならば、これまでも当市は合併前の１市２町を含めまして、私の調べたのでは７０カ所近く、

この地質学に関連する箇所が散在をしております。そしてこのたび当市では、その中から２４地区

を候補地として厳選をして、これからいろいろ取り組んでいこうと、こういうことのようでありま

すけども、これまでもそれぞれの地区、場所、場所について、観光の視点で呼び込みとか、あるい

はアクセス道路の整備であるとか、あるいは看板の設置であるとか、断片的にではありますけども、

やってきた歴史があるんでありますけども、そういう過去の歴史の中で、果たして地元の市民の人

すら１回も行ったことのないような、そういう場所もたくさんあると思うんです。なぜならばと言

うと、それは地質学的にそういう重要なものであっても、一般の市民、庶民の目から見た場合には

１つの景観地、自然の四季折々と絡めて、あそこへ行くと非常にきれいですと、そういう景観を前

提にした観光誘致であったんではないか。 

それが今度は地質学とか文化史とか、そういうことでさらに調査研究、それから教育の場面にも
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適用していこうと、こういう大きな構想があるんでありますけども、果たしてこれから本格的に検

討されていく構想の中で、そういうものが十分網羅されるような構想というものが生まれてくるの

かなと、しかも単年度で、という疑問を持つんですが、その辺の２０年度中の計画策定、完成のめ

どについて、どのようにお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

ジオパークの流れにつきましては、今ほど議員ご指摘のとおりジオパークという固有名詞が出て

きたのは、１９９１年に糸魚川市で呼び始めたわけでございますし、ユネスコの中においてこのジ

オパークネットワークができたのは２００４年であるわけでございまして、糸魚川市の方が以前か

らそれを使っておったわけであります。 

これにつきましてはフォッサマグナと地域開発構想という形で、この断層が露頭してるところを

整備したりしてまいりました。しかし、現状はそのような形であったわけでありますが、しかし、

私はこの世界ジオパークの認定に対して意欲を示させていただくのは、ただ単に地質学的というこ

とではなくて、それにプラス、ジオツーリズムなどを通じながら地域振興というのが、その中に加

わっておるのが、１つの魅力かなという形で進めさせていただいております。 

ただ、これを認定したからといって、決して補助金や支援金が来るということではございません。

それを取り組むことによって地域とまた行政が、この地域振興というものに対してもう一度改めて

取り組んでいける１つの場だろうととらえているわけでございまして、今ほど数の話にも入りまし

たが、私は今上げてある数字というのは、あくまでも行政が考えた案であるわけでございまして、

地域といたしましては、まだこういうとこもかかわるんではないかということがあれば、それを中

に含めて対応していきたいと思いますし、我々行政が挙げた中においても、そういった地域振興と

いうものに対してひとつ図られないということになれば、少しまた後段に回す部分もあるのかもし

れません。しかし、第１回の認定に向けてどこが取り組んでいけるのかというのを、この２０年に

調査をさせていただきたい。そして地域へ呼びかけていきたいわけでございまして、今まであった

ことが、なかなか進まなかった部分があるわけでございますので、その辺をこの合併をした広域な

市の中で、一体となって進められていける１つのこれは機会ととらえておるわけでございまして、

そのような呼びかけをさせていただいて、熱意がなかったら、やはりそれは断念せざるを得ない。

しかし熱意のあるところは、その中で取り組んでいきたいという形で進めていきたいと思っており

ます。 

ですから、今までの世界遺産と同じような環境保全であったり、そうした自然保護の観点からと

らえておる部分と、地域振興というひとつのまたそこに人としての営みの中で、将来につなげてい

くということも、やはり自然保護につながるんだという理念が入っておるわけでございまして、そ

のようなところを、このジオパークの認定の中で取り組めたらということで、私といたしましては、

市内全域につながるということの中で、この事業を取り組まさせていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

勉強不足でありますが、世界ジオパークの認定基準というのがあるようでありまして、規模と環

境がどうであるか、あるいは運営と地域とのかかわりがどのようになっておるのか。あるいは経済

開発、どのくらい投資をしてどうなっておるのか。教育環境の中で、どういう位置づけか。それか

ら、その現地、現地の保護体制をどのようにしておるのか。そして世界ネットワークとの関係は、

当市でどうなっていくのか、どうなっておるのか等の何か基準があるようでありますけども、当然、

これから検討される計画の中で、そういったものを視点に置いて、具体的な整備というものを計画

的に進めていかれるんだと思うんでありますけども、まず現在保有しておる場所等からして、資源

からして、絶対的に認定はクリアできると、このようなご自信のほどをお伺いしたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今わかっておる基準というものは、細部にわたっては、また担当課長の方から説明をいたします

が、私といたしましては現状の中において、昨年の１０月だったと思うんですが、ランカウイでや

りました太平洋アジア国際会議の中で、当学芸員が発表いたしました。その評価というのは非常に

高いものがあり、この評価に値するというような評価をいただいております。 

ただ、その中で、当市では全然取り組んでないものがあるわけであります。それはその中ではガ

イドであったり、表記であったり、またそれを使ったひとつの振興というものが、少し低下がある

のではないかというような部分でございまして、非常に高い評価をいただいとる部分であるわけで

ございますので、それを考えると非常に認定については高い位置にあるととらえておるわけでござ

いまして、トータル的なそこで評価いただいたわけでございませんが、委員の方からそういった評

価をいただいたということで、意を強くさせていただいて、取り組む意欲にもつながったものでご

ざいます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山岸文化振興課長。 〔教育委員会文化振興課長 山岸欽也君登壇〕 

○教育委員会文化振興課長（山岸欽也君） 

お答えします。 

申請すると言いますか、認定の内容でございますが、１つには、まず、この地域の地形がござい

ます。それから、運営体制というものもございます。それから、もちろんでございますが、地質遺

産に関する内容でございます。それから、やる気があるという部分の所信表明。これはジオパーク

の研究の実績、それから研究計画、地質遺産の方途・活用、それから地域経済発展の可能性等が、

そこの中に入るものでございます。それから今後の整備計画、これらのものについて、申請をする

ものでございます。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

まだ基準そのものをよく理解はできませんけれども、場合によっては、やはり認定までの累計投

資というものは、相応のものが考えられるのではないかというふうに思うんでありますけども、そ

れは今後の具体的な計画の中から、必然的に必要経費というものも並行して出てくるんであろうと

いうふうに思いますので、今後を待ちたいというふうに思います。 

そこで最後にですが、市長の決意をお伺いしたいんですが、新幹線が平成２６年でしょうか、金

沢までの暫定開通に日程として上がってきておるわけなんですが、今現在、この新幹線開業までに

認定を受けられる、あるいは、受けられるようにしたい。この辺の決意をお伺いしたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

確かに我々は平成２６年、新幹線開業に向けていろいろご指摘をいただいております。吸い出し

現象にならないようにという話を、よくさせていただくわけでございます。我々は、それに対して

どのようにするか。交流人口をふやしていかないかんだろう、観光に対してやはりもっと積極的に、

やらないかんだろうというような考えも話をさせていただいてまいりました。 

そのようなことを考えた中での、やはり今回のジオパークの取り組みもそれにつながるわけでご

ざいまして、私といたしましては、できればそれに合わせたいと考えておるわけでありまして、私

は前段の答弁でもさせていただいたように、全市につながる、全施設がこの関係できる糸魚川市の

資源でございますので、私は今回のジオパークの認定については、非常に全域につながることは、

やはり地域一丸となれる要素でもあるわけでございますので、この北陸新幹線の開業にもぜひとも

つなげていきたいと考えて、取り組まさせていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

野本議員。 

○２７番（野本信行君） 

今、新幹線絡みの話をいたしましたが、それ以前の問題として、先ほども申し上げましたけども、

これまでも７０カ所近くあっても、地元の我々が果たしてどれだけ行っておるのか、見たことがあ

るのか。そういうところに、まず足元からスタートラインに置くとするならば、今後計画とあわせ

ながら、年何回か要所、要所を計画的にリストアップして、そこのツアーを組むような、そういう

こともあわせ検討していっていただきたい。その場所によって、そこにいい食があれば、食の面で

も、ああ、糸魚川のどこそこの地質の何々を見に行って、お昼に何を食べたらすごいぞというよう

な総合的な観光ルートになるような、そういう方向でのこれからの具体的な検討に期待したいこと

を申し上げて、私の質問を終わらさせていただきます。 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、野本議員の質問が終わりました。 

関連質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

関連質問なしと認めます。 

２時２５分まで暫時休憩いたします。 

 

〈午後２時１３分 休憩〉 

 

〈午後２時２５分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、畑野久一議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 〔２６番 畑野久一君登壇〕 

○２６番（畑野久一君） 

新政会の畑野久一です。 

事前に提出いたしました通告書に基づきまして、私はこの機会に次の４点について、米田市長に

お伺いいたします。 

１、都市計画道路糸魚川停車場線（ヒスイロード）のイメージアップ計画について、２、国の

「農政改革３対策」の主な改善内容と評価について、３、庁内組織・機構の改善強化と管理職の育

成について、４、２月２４日の高波被害についてであります。 

まず、都市計画道路糸魚川停車場線について。 

約１０年前の平成１０年７月に施工されました中心市街地活性化法により、旧糸魚川市において

平成１２年３月、糸魚川市中心市街地活性化基本計画を行政も入って作成し、これに基づき平成

１４年２月、糸魚川市ＴＭＯ構想を作成。当時の吉岡市長がこれを認定しながら、たしか平成

１５年１１月、みずからこれを凍結した経緯があります。しかし新幹線開業に伴う北口広場の整備

方針が固まったことから、この際、若干の私見を含めお聞きするものであります。 

次に、農業政策についてであります。 

私は昨年１２月議会の一般質問において申し上げましたが、戦後農政の大転換と言われ、平成

１９年度からスタートした品目横断的経営安定対策は農業者の強い不評を受け、農林水産省は昨年

末、その改善策を示しましたが、農業関係者から実効性が見えにくく、反応は冷やかと聞きますが、

その内容と市長及び農業関係者の評価を伺いたい。 

次に、組織と人材育成であります。 

合併して、はや３年を終えようとしてます。一方、北陸新幹線金沢までの開業も６年後と確実に
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視野に入り、当市の新たな施策展開が求められる中で、明春には市長、市議選があります。 

市民が行政展開の対応を注視するのは、市役所とは市民の役に立つところとして十分その機能を

果たしているかどうかであり、最近耳にする市民の声を含め、この機会に市長にお伝え、また市長

のお考えをお聞きするものであります。 

最後に、去る２月２４日に発生した高波災害についてであります。 

今次高波災害の被害者に対しまして、心からお見舞い申し上げます。 

当日は強い冬型の気圧配置で、北海道道東沖に低気圧が発達する一方、日本海側で強い北西の季

節風が吹き、大きなうねりが日本海を伝わって富山湾に侵入する、いわゆる寄り回り波と呼ばれて

いるものであったと言われております。 

既に県、国において、予想を越える高波のメカニズム解明に着手されましたが、毎年のように繰

り返される高波被害について、被害状況と市の再発防止に向けた対応を伺います。 

以下、質問項目を改めて申し上げて１回目の質問といたします。 

１、都市計画道路糸魚川停車場線（ヒスイロード）のイメージアップ計画について。 

(1) 平成２６年の北陸新幹線糸魚川駅開業に向け、取り組む考えの有無を伺いたい。 

(2) 左右のアーケードが相当老朽化しているが、現況を伺いたい。 

(3) 電線の地中化、駐車幅の確保、アーケードの雁木化などに取り組むべきと思うが伺いたい。 

(4) 前記計画を「まちづくり交付金事業」として取り組む考えを伺いたい。 

２、国の「農政改革３対策」の主な改善内容と評価について。 

(1) 品目横断的経営安定対策の「面積要件」、「法人化」の改善した取り扱いを伺いたい。 

(2) 生産調整協力農家への主な改善内容を伺いたい。 

(3) 農地・水・環境保全向上対策の「事務負担軽減」の主な内容を伺いたい。 

(4) 今次改善策に対する市長の評価及び農業関係者の反応を伺いたい。 

(5) 中山間地域等直接支払い制度の恒久化について伺いたい。 

３、庁内組織・機構の改善強化と管理職の育成について。 

(1) 現行組織・機構における課題を伺いたい。 

(2) 北陸新幹線糸魚川駅開業に向けた施策の企画・総合調整機能強化が必要と思うが考えを伺

いたい。 

(3) 県行政との密接な連携を深める必要性を感じるが伺いたい。 

(4) 山積する行政課題に迅速かつ効果的に対応できる管理職の人材育成を急ぐべきと思うが伺

いたい。 

４、２月２４日の高波被害について。 

(1) 市内の被害状況と行政の対応状況を伺いたい。 

(2) 当面の復旧対応方針を伺いたい。 

以上で、１回目とします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 
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畑野議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、県、商工会議所、駅前銀座商店街振興組合、駅北まちづくり実

行委員会等と協調して、イメージアップにつながる具体策を検討してまいります。 

２点目のアーケードの老朽化の現況につきましては、現アーケードの建設から３３年が経過して

おり、本年１月、駅前商店街が実施した構造調査によりますと、劣化腐食が激しいとのことであり

ます。 

３点目の電柱地中化につきましては、昨年１２月に県へ次期電線類地中化要望箇所として、実施

要望を提出しており、駐車帯の確保やアーケードの再構築についても、１点目で申し上げました関

係者で検討を進めてまいります。 

４点目でありますが、イメージアップ計画につきましては県や関係者と協議し、実施する場合に

は、まちづくり交付金事業をはじめ有利な事業で取り組めるよう検討してまいります。 

２番目の１点目、品目横断的経営安定対策につきましては、甲村議員のご質問でもお答えいたし

ましたが、面積要件につきましては、当市での認定農業者を対象として、今後、国と協議をする予

定であります。 

また、５年以内の法人化については、組織化への要件は変わらないものの、弾力的に運用する取

り扱いになっております。 

２点目の生産調整協力農家でありますが、今後、未達成となった農業者へ、市町村はよりペナル

ティーが課せられることになっております。当市では、これまで全農家が生産調整に協力をいただ

いておりますので、今後も円滑な事業推進が図られるものと考えております。 

３点目の農地・水・環境保全向上対策の事務負担軽減につきましては、提出書類や作業日報等が

削減、簡素化され、よりわかりやすい書類作成になっております。 

４点目の評価と反応でありますが、品目横断的経営安定対策は、より支援を受けられると農業者

が拡大されることや、また、農地・水・環境保全向上対策においては、事務作業の軽減など一定の

評価はできると考えております。 

また、農家の反応については、より事務処理や手続の簡素化を望んでおり、今後も国・県に要望

してまいりたいと考えております。 

５点目の中山間地域等直接支払制度の存続については、平成１９年度が中間評価年として位置づ

けられ、当市も存続の方向で要望してきたところであります。 

現在、国から事業の有無は示されておりませんが、当市のような中山間地域の農業において、さ

らに事業の必要性を強く要望してまいりたいと考えております。 

３番目の１点目、現行組織における課題につきましては、行政改革の推進、重要施策の推進、新

たな行政需要への対応が求められており、職員定数適正化に伴う職員配置を含め、素早く的確に対

応できる組織づくりが課題であると考えております。 

２点目の新幹線開業に向け企画、総合調整機能強化につきましては、新幹線開業後のまちづくり

施策推進体制として、当面、建設産業部を中心とし、関係課が連携を図りながら取り組んでおりま

す。 

今後は、庁内のプロジェクトチームを編成し、新たなまちづくり交付金事業によるまちづくり計

画を策定するなど、開業に向けた施策を検討してまいりたいと考えております。 
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３点目の県行政との連携につきましては、交通ネットワーク事業をはじめ新幹線開通に向けまち

づくり主要事業等、県との連携が必要であると考えております。 

４点目の管理職の人材育成につきましては、管理者論や政策マネジメントをテーマとした研修の

受講をはじめ、庁内研修における講師としての役割、人事考課に関する研修や、その試行運用など

を通じて資質向上や能力開発を進めてきており、今後も重点的に取り組んでまいります。 

４番目の１点目、２月２４日の高波によります災害状況については、市内の海岸線のほぼ全域に

わたっており、一時、国道８号の中宿・鬼舞間で全面交通止めとなりました。 

主な被害状況は、２９日にご配付いたしました資料のとおりでありますが、能生海洋公園で警戒

に当たっておりました消防団員が１名、側溝に転落し重傷を負いましたが、回復に向かっていると

伺っております。 

家屋については、住宅で一部損壊１棟、床下浸水１棟、車庫など全壊３棟、一部損壊１９棟、床

下浸水２棟となっております。 

港湾施設では、姫川港で防舷材の脱落、親不知漁港への土砂の流入、５施設で被災、漁船の破

損２３隻、転覆１隻となっております。 

海岸施設において中宿地区海岸、押上地区海岸など９海岸、河川においては河口閉塞、土砂堆積

など１３河川で被災をいたしております。 

被災対応については、市職員、消防職員、消防団員で警戒等に当たり被害状況の確認、応急復旧

等を行うとともに、防災行政無線緊急告知放送で住民へ注意喚起を行っております。 

２点目の復旧対応方針につきましては国土交通省所管で、県管理の海岸では昨年の災害箇所も含

め新たな災害についても、現在調査を実施いたしておるところであります。 

市といたしましては、早期復旧を県に要請し、また、漁港については各漁港と調整を図りながら、

各施設の土砂排除等を実施してまいります。 

以上、ご質問にお答えしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答弁も

ありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

ありがとうございました。 

２回目の質問に入ります。 

１番目の都市計画道路糸魚川停車場線のイメージアップ、新幹線開業という大きなテーマがある

わけなんですが、いずれにいたしましても、それに向かって取り組む考えはあるということをお聞

きいたしまして一安心なんですが、これは合併する前でございますけれども、いわゆるこれが糸魚

川市中心市街地活性化基本計画ですよね、これがＴＭＯ構想。これは先ほど申し上げましたように、

国の法律が平成１０年７月に施行されて、それを受けて中心市街地活性化基本計画を１２年３月、

８年前につくっている。その後の１４年２月にＴＭＯ構想をまとめてる。このまま進んどると、こ

のＴＭＯ構想、あるいは中心市街地の活性化計画の中に、短期・中期・長期という中で、ある程度

目鼻をつけてやりましょうと、こういう計画だったんです。短期というのは、５年以内に完成する
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と、もうちょうど今ごろテープカットか竣工式をやっとるわけなんですね。 

それが前市長のことを言うわけでもないですけれども、自分で認定しながら自分でやめたと。や

めたと言えばなんですけれども、新幹線が糸魚川駅へ入ってくることが確実になったんで、それと

の整合性を求めるために今すぐ手をつけることはできないと、そのまんまになって今日まで５年間

きとる。こういうことだから、じゃあ商工関係者とか、あるいはまちづくりの関係者とか、我々議

会も、ああいう努力したことが何なんだ。これからやっても、また反故にされる可能性がある。非

常に当市にとって大きな損失をこうむったと思っています、それだけにぜひひとつ。私はこの構想

が、あくまで基本でよろしいと思うんですよね。 

私も今回テーマで上げとるのは、この中の骨の部分である糸魚川駅から日本海へ回るのは、これ

は景観軸と言うんですか、これが１つ。それからもう１つは、今工事をやってます通称みいちゃん

通り、これはアメニティー軸と言うんですか、これが中心なんですから、ぜひひとつこの構想にも

既に乗っかっておるわけだし、しかも北口広場の基本構想はもう固まったわけなんだから、本腰を

入れてひとつやっていく努力をしていただきたいと、こういうことを改めて申し上げるわけでござ

います。 

それで、アーケードはもう老朽化が激しくて３３年たっとる、確かに。アーケードと雁木という

のは、どこが違うんですか。私はある程度違うんじゃないかなと思って、こういう言葉を使ったん

ですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

雁木、それからアーケードの違いということでございますが、基本的にはアーケード、雁木につ

いては、雨並びに雪だとかそういうものを防ぐために、屋根がかかっているものという認識でござ

います。したがって、基本的な利用価値と言いますか、それについてはアーケードも雁木も、基本

的には私どもは一緒という考え方で理解をいたしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

私はある程度違うと思うんですよ。この構想にあるように、景観軸として糸魚川らしさをヒスイ

ロードを表へ出していきたいということになると、一般的なアーケードよりは、雁木というのは雪

国特有のものなんですよね、しかも幅５メートルにも及ぶような雁木というのは、日本のどこへ行

ったってないんじゃないですか。だから今のヒスイロードというのは、たしか標準的には２０メー

トルの幅があるんですよね。 

左右の両側５メートルずつのアーケード、真ん中の車道が１０メートル、これをひとつ普通の幹

線道路の歩道は、道路構造令からいくと３.５だと私は聞いとるんですが、この際アーケードを雁

木に、今は５メートルのものを３.５メートルぐらいに、１メートル半ぐらい狭めても、そのこと
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によって投資費用もある程度少なくなるし、糸魚川らしさも出てくるんじゃないか。そして今度は

１０メートルの今車道、路側帯みたいなのがありますけど、これに１.５メートルを足してやると

左右、常時駐停車できる２.５メートルの幅が取れるわけですね。 

土曜日に私は新潟へも行ってきたんですが、新潟にもありますし、それから私は今から１２、

３年前、建経の委員長をやってたとき、網走に行ったときは、網走の場合はちょっと狭いもんだか

ら千鳥足なんですね。こちら側に駐車の１台か２台を、その次はちょっと行って１台、２台、こう

いう苦肉の策をやりながらやってる。 

しかし、あそこの場合は２０メートルあれば十分取れるわけだから、今の現アーケードを雁木化

して、しかも現実、今のアーケードは、ブロックで囲んで花や木を植えて歩く場所じゃないんです

よね、５メートルの幅のうちこっちの方ですか。そうであれば、３.５メートルにしても雁木とし

ての機能は十分果たせるし、やはり糸魚川の場合は車を置く場所はないと。そら１時間、２時間置

かれると困るんですが、２０～３０分程度常に置いておけるような駐車帯というものを設置した、

こういう中でやっていいんじゃないかと。ましてや地中化の問題は、今どこの都市に行ったって、

ないとこはないんですよね、ないのは糸魚川ぐらいで、本当に遅れとると思うんですよ。 

ですから、私はこの駅前通りのヒスイロードだけじゃなくて、可能になるんだったら南本町線の

白馬通りぐらいまでは、ひとつ地中化を計画に入れた中で、県・国と協議してもらいたいと思いま

すが、その２点をちょっとお聞きします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

まず、雁木の関係についてでは、今のアーケードをそのまんま再構築をするという考え方ではご

ざいません。今、議員のおっしゃられたように、本町通りには雁木という和風的なものがございま

す。それと一体的になるようなデザインも考えながら、さらに幅も今の５メートルの幅がいいのか

どうか、これも考えながら一体的な計画の中で景観が統一できるような方式を考えてまいりたいと

いうふうに考えております。 

それから電線地中化の関係につきましては、今我々担当としては駅前を中心に、県の電線地中化

第６次の計画に申請をしたところでございますが、今後また申請等を出せる場合は、その南本町線

も含めながら検討させていただきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

ぜひひとつ。こういう事業というのは、例えば新幹線の糸魚川駅開業と言うか、平成２６年です

か、こういうのをある程度ターゲットに置きながらやらないと、なかなか実現できないと思うんで

すよ。私、個人的には北口の整備のあの構想というのは、ちょっと余りにも地味だなと思うんです

が、せめてこのヒスイロードと一体的なものにやっていただいて、ある程度１００年に１回か、
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５０年に１回か知りませんけれども、こういう時代の対応を対処していただきたい。 

欲張りで４項目も出したから時間がないんで、農政問題。面積要件については特認制度。本来な

らば４町歩、集落は２町歩だけれども、県の２.６町歩以上でいいと。これは県から今度は市町村

に何か権限が渡ったと言うんですが、糸魚川の市長としてはこの辺の取り扱いは、もう１回改めて

お聞きします、どういう基本的考えか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。 〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

お答えいたします。 

面積要件については原則的に撤廃ということなもんですから、基本的には面積要件は要らないと。

ただ実際問題、今までは認定農業者になるためには、おおむね１ヘクタールということを言ってた

んですが、それも一応撤廃して、原則的には販売農家の方を基本にする方向で、今検討をしており

ます。まだ決定はしておりませんけども、いずれにしても市町村の特認制度ということが設けられ

たもんですから、糸魚川市にとって有利な方法で、皆さんから１人でも２人でも多くの方から、こ

の品目横断的経営安定対策に乗っかっていただきたい、こういう方向で進めたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

その場合、農業者年金の受給とこれとは全く関係ないものかどうか。それから２つ目は、法人化

については弾力的な対応ということをお聞きしとるんですが、５年以内の義務というのはなくなっ

たという。これはやっぱり法人化に対しては法人税も払わんならん、消費税も払わんならんって、

やっぱり抵抗があるんですよ、販売農家とは言いながらも先祖から受け継いだ。これはじゃあ、あ

んまり強要しないということで解釈していいかどうかお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。 〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

お答えいたします。 

年金制度については、これは変わってるという話は聞いておりませんので、今までのとおりだと

思っております。 

それから集落営農の問題でございますけども、これについては弾力的という言い方をしとるんで

すが、一応ガイドライン的には、今までと同じように組織の規約を定めるとか、あるいは経理を一

元化するとかもろもろあるわけでございますけども、５年後には法人化する方向で進んでください

という、それも変わりません。ただし５年たってもできない場合であっても、いろんな理由がある

わけですから、その５年たってもだめであっても、今まで支払ったいろんな補助金の返還は求めま

せんよと。５年たったらもう１回、もう５年後までの間に、何とか法人化をするような方向で進め
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てくださいと。いずれにしても、なかなか新しい制度なもんですから、皆さんからすぐ５年後に法

人化しなさいと言われると、なかなか組織を立ち上げるというのは難しいわけですから、そこら辺

は弾力的に、極端に言えば１０年という話になるわけでございますけども、少しでもそういった方

向で弾力的に運用されることによって、これも集落営農の組織そのものが１つでも２つでもふえて

いって、集落そのものが崩壊しないような形で、農業振興につなげていきたいなというように考え

ております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

生産調整協力農家への問題ですが、大豆や麦など作付面積拡大をすると５年間の転作維持を条件

に、１０アール当たり５万円支払う。しかし、これは対象は１９年産からの拡大分に限る。それか

ら、これまで転作しなかった農家は３万円に減るが、転作面積はすべて支払対象。これだと今まで

転作に協力しない人が、得するというようなことに受けとめるんですが、そういうことはないです

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。 〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

転作のことでございますけども、これは産地づくり交付金というのは、今までどおり転作して何

かをつくれば、それについては今までと同じような形で、産地づくり交付金が交付されるわけでご

ざいますけども、緊急的に今回、国が制度化されてきたのは、今まで生産調整に協力していて、な

おかつ２０年度産米について１ヘクタールとか、どれだけでもいいんですけども、転作した場合に

ついては、その部分についてプラスアルファで１反歩５万円を補助する。ただ、そうじゃなくて、

今まで生産調整に参加してなかったけども、今回こういう情勢になったから、改めてじゃあ生産調

整に参加しようという方については、２万円減額の１反歩３万円になっておるわけでございまして、

その落差が、もっとあった方がいいのかなという感じもしないわけじゃないですけども、一応その

差については考慮をしとるということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

なかなか判断をするところだと思います。 

次に、農地・水・環境保全向上対策、これは事務負担が大幅に軽減されたというのは、先日の甲

村議員の質問に対して、そういうご答弁があって、これは大変いいんですが、ただ、これ申請して

も、最初に県が何か７０％とか７５％、大分市町村から早く言えば文句が出たと言うか、おかしい

じゃないかと。今９５％ですか、これ県は２０年度というか、市町村から上がってきたのを全部

１００％、基本的に認めるというぐらいの踏ん切りはついとるんですか。そうしないと事務が改善
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されたところで、だめだって県財政から見て言われると、そんなもん効果がないわけなんですよね。

だから私は最初、枕詞で実効性に乏しいと言うたんですが、その辺どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

早水農林水産課長。 〔農林水産課長 早水 隆君登壇〕 

○農林水産課長（早水 隆君） 

お答えいたします。 

この制度については国が非常に一生懸命というか、積極的に取り組んでおりまして、県もそれな

りに考えていたんですが、なかなか県の予算そのものが厳しいということで、全くそれだけなんで

すね。国は１００％認めますよと、ただ、県は県の財政上、最初はもう７０％台、それからいろん

な意見があって八十幾らになったり、今、議員が言われるように、糸魚川市の場合は、最終的には

９５％ということになってるわけでございまして。 

ただ、前回のご質問でもお答えしましたけども、今までこの事業に乗っかってなかった人が新た

に乗っかることについては、なかなか今の段階では難色を示しておりますけども、少なくとも

１９年度に申請したものについては、少なくとも１００％認めてもらえるものというふうな今の段

階では感触でおります。ただ、いずれにしても、これはわかりましたと言っとるわけじゃないんで、

今後とも県の方へ働きかけていかなきゃならんと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

今次改善のことに対しての市長並びに農業関係者の評価としては、一定の評価というお話を聞い

て安堵しとるわけなんです。 

ただ、いずれにしても昨今、農村集落が疲弊して、もう日増しに衰退していく。こういう状況は

当市だけじゃなくて非常に深刻な、まさに今日の政治的な課題だと思います。私は本来ならば、や

っぱり国において農村集落再生化法ぐらいをきちっとつくって、総合的にやっぱり国も県も市も、

本腰を入れて対応すべきだというふうに考えておる一人でございます。 

ただ、それはここで力んでみてもどうしようもないんであって、私はやっぱり甲村議員の質問に

もあったように、一方では７年、８年前から導入された中山間地域等の直払い、これは非常に評価

が高いわけなんですよね。したがって、これのやっぱり継続、恒久化法として取り組むということ

は、極めて大事でないかなと思います。 

一言で言うと、やっぱり農業、あるいは水田というのは、単に米をつくっとる、売るだけじゃな

くて、やはり国土を守る、水をためたり何かですね。それが１つと、もう１つはやっぱり水源を守

るという、日本国民であればどなたも受けたい、大変な大きな役割を果たしておる。だからこそ農

業に対して、ある程度の一定の国費、県費が投入されても、私はそんなに問題ないんだと思います

が、どうもこの辺になってくると意見の分かれるところで困ったもんだ。 

ぜひひとつ今後、全国市長会、あるいは県市長会等において、この中山間地の直払いについての

継続について、今後とも努力をしていただきたいと思います。 
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３番目、庁内組織の問題。私は現行組織・機構の問題は、企画部門が非常に弱い。２つ目は、建

設課の分担が非常に多過ぎる、こういうこと。それから、市長、副市長、部課長、この上から下へ、

下から上へ、このスムーズな流れが欠けているんじゃないかと、こういう問題点を認識しているん

ですが、そういう認識は市長はございませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

私といたしましてはそのように感じてなく、今いろんな問題を協議の中では、私のところにも入

ってきておりますし、そのように感じておる次第でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

今の織田課長に言うわけじゃない。大体そもそも企画と財政と一緒にして、いい企画は出ないで

すよ。今日みたいに財政の厳しいとき、全部財政優先であってだめですよ。ですから、こういうと

きこそ、やっぱり企画を独立して対応するというぐらいの取り組みがひとつ大事じゃないか。 

それから建設課の関係の場合は、神喰課長でございますけれども、東バイパス、あるいは松糸道

路、中央大通り線という非常に大きい、それでまた海岸の災害が、もう毎年、毎年やってくる。し

かも、東バイパスそのものは国の事業ですけれども、それに伴う、あるいは新幹線に伴う市道の付

けかえだとか、改良がどんどん重なってくる。中山間地の方へ、なかなか建設課の目は向いてこな

いような状況になっている。 

そういうことを考えると、前のようにやっぱり都市整備課と建設課とある程度分けるぐらいのこ

とをやらないと、それである程度これを乗り越えたら、また統合するぐらいのことが必要じゃない

かなと思いますが、その辺についてどうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

栗林副市長。 〔副市長 栗林雅博君登壇〕 

○副市長（栗林雅博君） 

ただいまの質問は、建設課の課題が多過ぎるということだというふうに思っております。 

ただ、新しい市になりまして、建設課と都市計画を今までもやっておったわけですけれども、そ

れとの連携というものが大変必要となってきております。都市計画街路を１本つくるにしても、既

存の建設課が管理しておった市道との連結、あるいは道路の排水口の問題というような形でもって、

どうしてもやはり連携をとっていかなきゃならん。ですから、都市計画と今までの事業と、それか

ら建設課の事業というものを、本当に一体的に取り組んでいかないと、特にうまくいかない状況が

発生してきております。 

特に、８号バイパスに伴います大和川地域における用水の取りつけ、あるいは道路側溝等、それ
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から乗り入れアクセス道路等のつながりについても、やはり建設課と都市計画との連携というもの

が、大変重要になってきておったわけです。そういったいろいろな関係はございますけれども、と

にかく道路は道路でもって一体的に管理しようというようなことでもって、今回このように１つの

建設課の事業を一本化したわけです。 

確かに課題はたくさんございますけれども、事業がスムーズにいくという形、目的を持って取り

組んでおりますので、現在ご指摘をされておるような弊害とか、あるいは問題が起きましたら、解

消の方向で取り組んでまいりたいと、こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

解消に取り組んでもらったって。いや、私は具体的に申し上げます、県行政との密接な連携を深

める必要があるんじゃないかと。 

松糸道路をこの間、私は特別委員会の関係でお聞きしたら、平成２１年以降、地元と具体的なと

いうことで、これから２０年度を迎える。それから、例の中央大通り線の第３期の問題。あるいは、

西中糸魚川線の大和川の用地、まだ解決がつかない。あるいは、１２月議会で問題になった姫川橋

の交通止めの問題。あるいは、今度の西海踏切の交通止めの問題。あるいは、私の地元の２級河川

の早川の河川改修。４、５年前に帯工１本を入れて毎年入れますよと、１本で終わっとるんですよ、

ここ３、４年、何も一切進んでない。それから、海岸防災だってごらんのとおり、去年の災害で復

旧に手をつけないうちに、またやられてる。 

事実、課長、本当なんですか。去年の人工リーフ、あるいは護岸階段の災害復旧の現地説明会を

やったんだけども、市の担当者はだれも出てこんで、県の人は大分怒っとったと言うんですけども、

それほど忙しいんじゃないですか。私はね、１２月にちょっと問題がありましたけど、県の河川整

備課長やなんかが糸魚川市へ来ても、糸魚川市はだれも対応しなかったと。こういうのを、枚挙す

る暇がないぐらいあるんですよ。こういうことを考えると、今、副市長の言われるのもわからんで

もないけれども、もう少し実のある、成果のある行政ができるような対応が必要じゃないかと、こ

う思うわけです。いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

神喰建設課長。 〔建設産業部次長建設課長 神喰重信君登壇〕 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

県の担当者が来られた２６日の件ということでしたら、部長と私でご同行させていただきました。 

○２６番（畑野久一君） 

去年の災害に対する。 

○建設産業部次長建設課長（神喰重信君） 

失礼しました。 

去年の災害については、同行しておりません。 
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以上です。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

暫時休憩いたします。 

 

〈午後３時０３分 休憩〉 

 

〈午後３時０５分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

県事業への説明とか、そういうときに市の職員が同行する、しないという今お話ですけれども、

県から同行要請が仮にあった場合には、１回も断って出なかったということはございません。今言

うように県が自主的にと言いますか、市に話がなくて行くような場合が多々あるわけですけれども、

そういったことについては地区民から、そういうことがあったという要請でもない場合は、わから

ないということであります。 

前川のときに前議会でも指摘されましたけれども、県から来たときに同行しなかったというよう

な話ですけれども、それはそのときに市から出なくてもいいよと言うか、かえって断られたという

ようなところも、あるという場面もあるということでございます。その時々で、いろんなケースが

ありますけれども、出席要請があるものについては１回も拒否したとか、そういうことはないし、

積極的に同行するように、こちらから同行させていただくような申し入れは、させてもらっている

ところであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

これは私と全く違います。それは、だって議員の中でも出席しとるんですもん、その説明会に。

その人にどうですか、市の担当者はおりましたと言うとか、いや、そう言えばおらんかったね。そ

れで今度は地元の人からは、私のとこへ電話が何本もかかってきた。その１つは、前回も来なかっ

たけれども、あれ階段護岸のことを言うんじゃない、今度もまた来ないという、市は何を考えとる

んだろうと言っとるわけです。これは部長の言うのと大分違うんですよ。 

要は、今ここで水掛け論をやってもしようがないから。いいですか、私は何回も過去に言うんだ

けれども、そういう事業をやってもらって便利になるのも、安心して生活できるのも市民ですし、

それをしてもらわなければ不安になるのも市民なんですよ。私はだから言うたでしょう。市役所と

は、市民に役に立つところなんですよ、そうあってほしいんだわ。もっと市と県との密接な連携で、
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来るなって言ったって、行っていろいろやってください。県の人たちていうのは２、３年で交代し

て、そこの地元の人たちは過去こうだ、ああだ言ったって、なかなかわかってくれない部分もある

んですよ。ぜひ改善してください。市長、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたしますが、私といたしましても県とのやはり密接な連携が必要だととらえているわけ

であります。その中で我々といたしましては、常に連絡調整はやっておるつもりでございます。ど

うか我々が情報を得ないで、時々違う部分で入ってくることがあります。そういうのは、我々は本

当にどうしてそういう形になるのか。直接、やはり市にも声をかけていただきたい部分もあるわけ

でありますが、住民の皆様方に直接行って、県の直接の事業だということもあるのかもしれません

が、そのようなことがあったのかもしれませんが、そのようなことのないように、我々もまた県に

も要望をしてまいります。よろしくお願いしたいと思っております。 

ただ、今いろいろ各事業の中でご指摘をいただきました。しかし、それに対して我々糸魚川市も

積極的に関与させていただいて、市の要望も出させていただいております。そういう中で非常に短

期に決定をし、その中で市がまた新たな条件などをつけられた部分において、そういったときの対

応というのは、なかなか難しい部分があるわけでございますが、しかし、それとても顕著に対応し

ていきたいと考えているわけでございまして、市の発展につながることであれば、どれだけでもや

はり取り組んでいきたいという気持ちで、これからも進めていきたいと思いますし、中央大通り線

の第３期区間についても、私は全くそのとおりで進めていきたいと思っております。 

我々はやはり市民の利便性を考えて、そして市民のまた将来を考えた中で、計画を進めていきた

いと考えておるわけでございまして、どれだけでもやはりいい方法で進めていきたいことを考えて

おるわけでございますので、またいろんなことがありましたら、ご指導いただきたいと思っており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

優秀な管理職を育てていただきたいというのは、これは育てられるもんか、自分で育つもんか、

いろいろありますけれども、私は最近、非常に考えるのは、市の職員は現地へ、あるいは市民のと

ころへ足を運ばないですよ、とにかく。これが市民とのつながりが薄らいで、それで大きい問題が

起きた場合には手も足も出なくて、さあ弱ったということになってる。 

旧糸魚川市においては、昭和５０年、あるいは６０年代に浄化センターの用地の問題、あるいは

北陸自動車道の用地、あるいは設計協議、あるいはまた姫川港沖防の漁業補償、これはいずれも大

変な事業だったですよ。しかし、市長、助役、課長、普通の職員も夜討ち朝駆けで、住民や関係者

の皆さんのところへ足を運びながら解決してきた皆さんの先輩がいらっしゃる。もう少しそういう

部分について、今後ひとつ大いに庁内の中で、改善をするように努力をしていただきたいと思いま
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最後の高波の問題。これ市長、こんだけ災害が出れば、当日は休日だったし、対策本部を急遽つ

くって、市長はどんとここで構えといて、副市長以下、関係部課長を現地へ派遣して、関係者の対

応の指揮をとるということを、やるべきじゃなかったんじゃないかなと思いますが、いかがでしょ

う。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

お答えいたします。 

災対本部の立ち上げの件でございますが、前日から今回の気象情報を入手しておったものでござ

いますから、警戒態勢に入っておりまして、早朝からも順次、消防団、あるいは私ら消防をはじめ

として職員が、警戒体勢に当たっておりまして、結果論でございますが、あの時点の中においては

災対本部まで設置する状況にないということから、実際に市長からは現地へ行っていただいており

ますが、災対本部を設置するまでには至ってなかったということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

昨年の３月２５日の能登沖、７月１６日の中越沖、今回と、悪いことに休みの日に災害が起きる

んですよね。こうやって開いとる間だったら、市民もいろんな連絡がとれるんですよ。とれないん

ですよ。しかも、市民への広報は適切だったですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

市民への周知等につきましては、能生のＣＡＴＶの緊急告知放送、それから市の防災行政無線等

を活用する中において、あるいは、また消防車両を用いた拡声器等につきまして、注意喚起の周知

を行ったところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

何か安心メールで８号線の交通止め云々というのは、１２時半に発信されたとかって聞いたんで

すが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 
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○消防長（吉岡隆行君） 

安心メールにつきましては今ご指摘のように、１２時３３分に交通規制が入ったことについての

安心メールを入れさせてもらってあります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

だって８号線は、１０時２５分に交通止めになってるんですよ。２時間もたって安心メールを発

信して、安心を市民ができるんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

交通規制につきましては、午前中の段階で状況を見る中で、完全交通止めの状況のままと、一部

交通止めの状況のまま等が繰り返されておった状況でございまして、国交省等からのご連絡等も受

ける中において、１２時３３分に安心メールを発信させてもらったものであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

いや、私の知っとる人の奥さんなんですが、浦本の方へ行っとって、さあ、早川へ帰れんくなっ

た。さあ、高速道路で早川へ戻らんならん。それで能生の方へ戻っとって、鬼舞のあそこで海のあ

れをかぶって、車をめちゃめちゃにしてしまって途方に暮れとるんです。 

市民の財産、生命を守るのは、行政の最大の課題だと思うんですよ。そういうことから見ると、

今次対応というのは、決して適切じゃなかったと言わざるを得ないんですが、それでも適切だと思

いますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉岡消防長。 〔消防長 吉岡隆行君登壇〕 

○消防長（吉岡隆行君） 

高波による被害状況報告等を取りまとめている段階におきまして、確かに今回の関係機関との連

携のところでも、一部密に欠けるところがあって反省、検証しなければいけないと、こう思ってお

ります。 

今回のものも十分に検証する中で、完全だったとは決して言い切る状況ではございませんので、

今回のものを十分検証する中で、さらに一層市民の安全・安心を高めるよう頑張っていきたいと、

こう思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

ぜひひとつ教訓を生かしていっていただきたいと思います。 

それから中宿の離岸堤、あれを私も見てびっくりしたんですが、沈石がまくり上げられているで

すね、それからブロックが波打ち際へ出されて。これは小川県議が２月２６日に現地を視察された

というのは、コメントをどのようにお聞きしてますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

本庁から専任の技師が参られて、県議と同行させていただきました。それもほかの議員から、お

いでになるという情報をいただいて、小川県議に同行を申し入れさせていただいて、同行させてい

ただきました。 

しかし、そのときも県議自身、いや、市はいいよというようなことをおっしゃられたんですけれ

ども、いや、ぜひ市の方から、私の方から同行させていただきたいという旨を申し上げるというこ

とを、市長に決裁をいただきながら同行させていただきました。 

そのときの見解は、ブロックのトン数がちょっと軽いんじゃないかというようなことで、今度入

れるという場合には、一言で言うなら大きなものに改良して、あそこへ積み上げていく方法をとら

なければならないだろうということで、振興局の部長等と話をしておった状況であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

まず、また後で１つ申し上げますが、もう１つ、糸魚川漁港区の南側の入り口に、漁協がもう

１０年以上前から防波堤を入れてくださいと言ってるが、いまだかつて入れなくて、また今回あの

岸壁に沿って波が入ってきて、船やなんかを相当傷つけて１船は転覆したわけですね。これはどう

していつまでたっても実現できないのか、今後の見通しを含めてお聞かせいただけませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺建設産業部長。 〔建設産業部長 渡辺和夫君登壇〕 

○建設産業部長（渡辺和夫君） 

当日は大変な波も入っとるのも、私はじかに見ておるわけですけれども、今議員がおっしゃられ

るような消波工について、いろいろ経過があるようでございますけれども、やはり商港の区域でも

ありますし、その辺との関係がどうなっておるのか等、私自身聞いてみないと、ここではっきり見

解等を申し上げることもできないかと思いますが、その辺をよく調整して、漁業関係者等から要望

も今回出てきとるわけでございまして、持って要請に上がりたいというふうに思っております。整

理をした上で、要請に上がりたいと。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

今回要望等ってもう１０年前から、田鹿課長は知っとるんじゃないですか、姫川港の利用者の協

議会の中に文書で出とるんですよね、毎年。それをあんたたちが、おらは工業港の部分だというこ

とで、漁港の方は知らんということですが、そこで抑えとるんですか。担当課にも何も連絡しない

の、あるいは市長、副市長の方へ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

姫川港関連で、漁港区側の部分に波が入るというようなことは、お聞きしておりますし、それを

防ぐためにどうすればいいかという考え方は、県との協議の中でも行っております。 

ただ今回、港湾計画の改訂も進む中で、またさらに漁港区側に波が行かないよう、さらに姫川港

の静穏度を保つような方式を今後も考えたいと思っておりますし、当然のことながら関係課には、

その旨の連絡は、もうかなり前からさせていただいているものというふうに理解しております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

だって部長が、今回要望が出てきましたって言うたって、もう今言うてるように、前から要望を

出しておるんだもん。だから庁内の空気、流れが悪いということを言っちゃうんですよ。私は言い

たくなんだ、本当は。ぜひひとつ部長、こっちの市長、副市長、部長に。 

姫川港が２、３年前に、３５周年をやったですよね。あのときに功労者として、特別表彰を２団

体が受けている。やっぱり糸魚川漁協と、あの当時の寺島区なんですよ。やっぱり日本を代表する

地方港湾になるまでの間に、やっぱり旧糸魚川漁協の皆さんが大変な貢献をしとる。貢献したら、

一方では面倒を見る。面倒と言っちゃ、ちょっと言葉が悪いですけども、考えるときはやっぱり真

剣に考えてもらわないと、なかなか将来問題が起きますよ。 

市長、この間、高鳥先生と一緒にいて、そのときも、そういうお話を重々お聞きになったんじゃ

ないですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えをいたします。 

その辺もすべて聞かさせていただいております。そのようなことで、今までは要望があっても、

なかなか被災というとこまでいかんかったんですが、今回の被災を受けて、さらに我々としては、
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それを実践の１つの実証として、やはり大きな要望事項として上げていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

ぜひひとつお願いします。 

もう１つ、今回のあれで石炭船、１万数千トンのが入港しておりましたですね。あれ係船ロープ

十何本が全部切れたと言うんですよ。利用者協議会から借りてた、それもほとんど切れた。１本が

１０万円から２０万円するんですよ。その上、防舷材が落ちて防舷材とめ材で、船腹に穴が２つ、

３つあいたというんでしょう。 

だからやっぱり私は水深を深くしたり、航路を広くしとるもんだから、また静穏度はなかな

か厳しくなってきたと。やっぱり沖防波堤をあと２００メートル、港湾区域を変更してやるべ

きだと思うんですが、その辺はどうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

確かに利用協からの報告の中でも１万トンの船でしょうか、入っておりまして、係船ロープが全

部切れて、さらに直江津から１００ミリの係船ロープを借りて、やっと何とか上下を押さえるよう

な形になったというふうにお聞きしておりますし、私も５時ごろに現場へ行って見させていただき

ました。 

現実は、姫川港の静穏度をいかに保つかというところが一番の問題で、過去からも姫川港の静穏

度を保ってほしいという、逆に要望も県にいたしておるわけですが、なかなか簡単に静穏度がすぐ

おさまるという状況ではございませんが、我々としては今回のこの災害を契機に、さらに静穏度を

保つための対策を、県に要望してまいりたいというふうに考えておりますし、過去からもその要望

は、させていただいております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

私も昨年の暮れから、また年を明けてからもそうなんですが、姫川港の関係でいろいろお話や協

議をする場がありまして、その中でも静穏度を常に保っていただきたい。沖防の進捗も、やはり港

湾区域の変更もしていただきたい話もしておったわけでございまして、今回やはり被災を受けたこ

とにより、さらにそれを強く要望させていただきたいと思っております。 

今まで我々が言ってきたことが、本当にそういう形で具体化されたということになると、より
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我々のこれからの活動も、大きく取り組んでいかなくちゃいけないととらえておるわけであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

今回は予想しない高波で、特に富山県のこの新聞を見ておると、既に漁港関係の水産庁では平成

２０年２月の日本海高波浪に関する技術検討委員会を既に設置した。国交省の港湾関係では、富山

湾におけるうねり性波浪の対策検討技術委員会を設置した。それから河川局は、これから近々にそ

ういう検討委員会を設置すると。こういう情報が入っとるんですが、やはり糸魚川市も積極的にそ

ういう中へ参画していくべきだと思いますが、県の方から何らかの連絡がありやなしや、お聞きし

たいと思います。 

と言うのは土曜日に泉田知事にお会いしたとき、そのことをお話しましたら、県も一緒になって

やるんだよということを言われとった。やっぱり新潟県では糸魚川だと思うんですが、いかがでし

ょう。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

特に県内でも佐渡と糸魚川だろうと思っておるわけでございまして、私もやはりこれを機に、も

っと今まで要望してきたことを、さらにまたレベルアップして、お願いや要望をしていきたいと思

っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

畑野議員。 

○２６番（畑野久一君） 

時間がございませんが、いずれにしても大変な被害をこうむったし、今後の教訓にもなることで

すので、ひとつ庁内を挙げて今後とも取り組んでいただきたいことをお願いして終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、畑野議員の質問が終わりました。 

関連質問なしと認めます。 

３時３５分まで暫時休憩します。 

 

〈午後３時２６分 休憩〉 

 

〈午後３時３５分 開議〉 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 
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次に、松田 昇議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 〔３０番 松田 昇君登壇〕 

○３０番（松田 昇君） 

市民ネット２１の松田でございます。 

事前に提出いたしました発言通告書に基づきまして、高齢化が進んでいる集落への取り組み、バ

ス運行計画、旧姫川病院への対応、最後に、生活習慣病予防を目的とした特定健診、特定保健指導

を伺います。 

一般質問も本日の最後となりましたが、しばらくの間おつき合い願いたいと思います。 

以下、具体的に申し上げます。 

１、高齢化が進んでいる集落への取り組みについて。 

(1) 高齢化が進んでいる集落については、６５歳以上の人口が４５％以上を占める５０地区を

聞き取り調査していますが、現状分析など進捗状況について伺います。 

(2) これまでの調査や課題の把握で、どのようなことが共通問題として浮き彫りになったかを

伺います。 

(3) 高齢化が進んでいる集落へのこれからの施策や取り組みについて伺います。 

２つ目、バス運行計画について。 

(1) バス運行計画については検討中とのことですが、「住民生活に的を絞った計画策定」にす

る必要がないかを伺います。 

(2) バス事業に関する市民アンケートを行ったようですが、利用者ニーズ、特に交通弱者（交

通不便者）が把握できたかを伺います。 

(3) バス運行も含めて公共交通（病院バス、スクールバス、コミュニティーバス等）の現状の

問題・課題について、どのように整理されたかを伺います。 

(4) 市民への周知も含めて、今後のスケジュールについて伺います。 

３つ目、旧姫川病院への対応について。 

(1) 旧姫川病院に医療機器補助金・病院増築補助金・地域医療対策補助金・救急及び地域医療

対策補助金」として３億９,７５１万円が支払われているが、その目的が果たされているか

を伺います。 

(2) 高齢の債権者から、「債権のことを考えると眠れないので、毎晩睡眠薬を飲んでいる。灯

油代が大変で、ストーブをつけるのを我慢している。通院費や介護費が大変だ。」などの声

を聞いていますが、精神的・健康面での相談等の対応について伺います。 

(3) 旧姫川病院の跡地利用にどのように対応されているかを伺います。 

４、生活習慣病予防を目的とした特定健診・特定保健指導について。 

(1) 実施主体が国民健康保険や健康保険組合、政府管掌健康保険等の「医療保険者」に変わり

ますが、どのように連携した取り組みがされてきたのか、また、今後どのように連携された

取り組みがされるのかを伺います。 

(2) 特定健診・特定保健指導が本年の４月から始まりますが、医療保険者としての問題点や課
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題について伺います。 

(3) 特定健診に集団健診と施設健診が考えられますが、併用の考えはないのか。また、県下の

取り組みと状況について伺います。 

以上で１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

松田議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の高齢化が進んでいる集落への取り組みについての１点目、聞き取り調査の内容の進捗状

況につきましては、報告書にまとめております。なお、市議会総務財政常任委員会へ資料を配付い

たしております。 

２点目の共通問題につきましては、除雪への対応、健康に対する不安、病院や買い物等の交通手

段の確保、災害発生時や緊急時などの安全確保などとなっております。 

３点目の今後の施策や取り組みについてでありますが、５年、１０年先には今回の調査対象区域

に限らず、他の地区でも発生が予想される課題であるととらえ、課題解決に向けた施策の検討を進

めてまいります。 

２番目の１点目、住民生活に的を絞った計画策定につきましては、毎日バスを利用される通学や

通院の方々に配慮し、路線やダイヤの設定を行うことといたしております。 

１０月のダイヤ改正は大幅な変更となりますことから、利用者のご意見をお聞きする中で、利便

性の向上となる運行を目指したいと考えております。 

２点目の市民アンケートにつきましては、バス事業の見直しに当たり、利用状況や路線の維持に

対する意識、新規路線への要望など市民の意向を把握するために、無作為に抽出した１５歳以上の

市民１,０００人を対象とし、５０７人から回答を得ました。 

その中で、主な交通機関として、バスを利用される方は１４.８％であり、その目的は通院が

５０.９％で過半数を占めております。バス事業への補助やコミュニティバスへの負担につきまし

ては、今後継続すべきとの回答が約８０％であり、また、能生地域や青海地域と糸魚川地域とを結

ぶ路線の要望が多かったことから、これらの結果を参考に見直しを進めてまいります。 

３点目の公共交通の問題・課題につきましては、まず、利用者の減少、次に、利用者の減少に伴

う補助金の増加、さらに、バス運行空白地域の点在を課題としてとらえております。 

４点目の今後のスケジュールについては、７月の路線変更申請に向け、バス事業者と詳細な調整

を行い、その後、各地域審議会や大幅な変更となる地域の住民、また、病院バスの利用者への説明

と周知を行ってまいります。 

３番目の旧姫川病院への対応についての１点目でありますが、旧姫川病院への各種補助金は、地

域の救急医療の確保を図るために交付してきたものであり、補助金の目的は果たされております。 

２点目の精神的・健康面での相談等の対応でありますが、病院の閉院に伴い、市にも受診先や不

眠など精神面の相談がありました。市といたしましては相談者の内容に応じ、医療機関の紹介や家

庭訪問等で対応しているところであります。 
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３点目の旧姫川病院の跡地利用につきましては、福祉関係施設等としての利活用の要望もいただ

いておりますが、昨年の１２月定例会で議員にお答えしたとおり、まだ方向性を見出すに至ってお

りません。 

４番目の１点目でありますが、実施主体が医療保険者に変わることに伴う連携につきましては、

県単位で各種健康保険組合、政府管掌健康保険等の医療保険者が保険者協議会を組織し、県成人病

予防協会と健診、医療機関を結ぶ枠組みの中で、特定健診の対応と調整がなされております。各医

療保険者では、この調整に基づき対応に努めているところであります。 

２点目の国保としての医療保険者の課題と問題点についてでありますが、社会保険庁が所管する

医療保険者の体制整備の遅れや、県下統一方式の体制整備と調整の遅れという状況があります。 

こうした中、保健指導の充実を図る体制づくりに努めてまいりましたが、対象者の理解を得て円

滑な推進を図ることが、当面の課題であります。また、特定健診の受診率を高め、特定保健指導の

成果を上げていくことも、今後の課題であると考えております。 

３点目の集団健診と施設健診についてでありますが、五十嵐哲夫議員にもお答えしたとおり、当

市では国の制度改革の趣旨を踏まえて、特定保健指導に重点を置いて推進するため、施設健診方式

で対応することといたしました。 

なお、施設健診方式については、合併調整や行政改革推進計画の方向に沿うものであり、かつこ

れまでの健診の課題を踏まえて行うものであります。 

また、県内の取り組み状況については、現在把握しているのは、施設健診は２市、集団健診は

１１市、併用が７市となっておりますが、施設健診が増加傾向にあり、集団健診のみという市でも

施設健診に近い方式や、健診会場の集約化という方向であります。 

以上、ご質問にお答えしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答弁も

ございますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

３番目の旧姫川病院についてから、質問をさせていただきたいというように思います。 

補助金については新聞報道にもあるように、市が支援している病院だからということが、組合債

を購入する動機になった、影響を与えたということを言われております。私は文化や経済に多少格

差があっても、命に差があってはならないという考え方でございまして、地域医療、救急医療を守

るために病院に対する補助を否定しなく、予算を承認し決算を認定してきておりますし、常任委員

会として病院へ行きまして、救急医療体制の現状と課題について、あるいは医師確保対策の現状に

ついて、医療技術者確保の現状について調査をしておりますのは事実でございます。 

ただ、米田市長になってから、先ほど冒頭に申し上げましたが、救急及び地域医療対策補助金と

して８,０００万円が支出をされております、補助をされております。内容は、救急及び地域医療

の確保、及び医療水準の維持、継続を図るためですということです。 

そして昨年の５月２８日に、補助金として２,３００万円が補助されておりまして、すぐ６月

４日の理事会で、閉院、倒産が決定されたわけであります。私は今回伺いたいのは、この６月４日



 

－ 264 － 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

に決定されたのが、事前に市長に姫川病院から相談があったのか。事前に十分な相談がないとすれ

ば市長並びに市議会に対する、私は重大な背信行為だというように考えております。ぜひ市長のお

考えを伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

お答え申し上げます。 

６月４日に、糸魚川医療生活協同組合の理事会が開催されまして、今月末をもって閉院するとい

う決定をした旨というのを報告を受けましたが、それ以前に、それに関する報告は受けておりませ

ん。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

受けてるかどうかじゃなくて、そのことが背信行為であるかということを、市長に伺っとるんで

すよ。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

私個人ということではなくて、私は市として対応したわけでございまして、担当課と一体となっ

て動いておるわけでございまして、私個人としても同じでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

姫川病院があって、私は多くの市民が助けられてきたというように思っております。しかし、私

の計算から言うと、税金が約６億４,０００万円投入されているんですよ。これは病院群輪番制の

補助金も合わせてでございます。私は理事会が市長や、あるいは市議会、そして病院の債権者、あ

るいは出資者に何も相談をしなかったということは、やっぱり不自然だと私は思います。市長はさ

っき言ったように回答が返ってこないんですが、私は不自然だと思いますよ。これ以上言っても、

回答が返ってこないと思いますので、次へ進みます。 

私、債権者の方と多く話す機会がありました。それで３例申し上げます。 

年をとった女性のＩさんです。２００２年と２００６年に、合わせて３００万円の債権を購入し

てます。その理由は地域医療のためと、老後の医療を心配しなくてもいいだろうと安心して購入し
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ました。今になって、こんなことで苦しむ自分が哀れで仕方ありません。私にすれば大金です。全

額返してくださいと祈るばかりです。子供たちも旅におり、ひとり暮らしの立場です。どうして生

きていけばよいでしょうか、思案に暮れてます。 

また、Ｙさんは、医療生協姫川病院の出資金を中心に話をしてくれました。出資金は１口

５,０００円で、病院の希望としては１人３万円が目標とされていました。理事長のもとに多数の

理事がおり、理事１人に下部組織として３人の総代が選ばれ、組合員の募集に当たりました。 

理事は募集に対応していませんでした。年１回の総代会の折に、組合員の募集とあわせて出資金

が３万円になるよう追加するべき要請が、理事長からいつも言われてました。私は１９９５年に表

彰されるほど、募集に協力してきました。２００５年の総代会においても組合員の増加とあわせて、

出資金が３万円になるよう追加すべく要請が理事長から言われました。たまりかねて、年老いた私

が発言しました。１万円の方に３万円にしてくださいと、私はお願いできません。理事の皆さんに、

経営努力に踏み切ってほしいと訴えましたが、理事からだれ一人も発言がありませんでした。その

後は、理事から私に声がかかりません。 

今は自分もお世話にならなければいけない病院のために、できることで一生懸命奉仕したことに

悔いはありません。快く出資してくれた多くの方に、申しわけありませんと申し上げるのみです。

私の心から懺悔と、その気持ちを受けとめていただきたいと思いますと、涙ながらに話してくれま

した。 

先日、７８歳の女性の方の話を聞きました。本当に涙して話してくれました。５０数年前、お嫁

に来て以来、農業をやりながら土建業の仕事をして生計を立て、２人の子供を育て上げてきました。

家庭の事情により、私の収入が頼りでしたので、腰を痛めても働き続けました。入院するお金がな

い、そのために組合債を求めたのに、今は通常、杖を使用ないと歩行できなく、電動カーを利用し

て地域内の用事を済ませているそうです。病院へ行くにはタクシーを利用しなければならなく、

１万円はかかる。国民年金だけでは、とても病院には行けないと言われていました。 

精神面、健康面のことで関係者の皆さんが元気になるように、市長にお願いしたいと思います。

議会の場を通して、市長から出資者と債権者に対する温かい思いやりと、励ましの言葉を賜りたい

と考えますが、米田市長、いかがでしょうか。お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

姫川病院に対して、非常にご貢献をいただいたことに対して本当に感謝を申し上げる次第でござ

います。また、非常にそういった意味では被害をこうむられたことに対しても、本当にお見舞い申

し上げる次第でございます。 

しかし、ご存じのように市といたしましても誠心誠意、姫川病院を残すために対応してまいりま

した。ご存じのように昨年の６月議会に補正予算を組まさせていただいたのも、それにつながるわ

けでございます。しかし、結果はあのような形になったわけでございまして、我々が情報を得れた

ら、そんなことはしなかったわけでございますし、皆様方に、またそのように議会に対しても組ま
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なかったわけでございますが、それをご理解いただきたいと思っております。 

市といたしましても姫川病院につきましては、非常に感謝いたしております。この救急体制につ

いても積極的にお取り組みいただいてまいりました。そのようなことから、市といたしましても姫

川病院の存続を望んできたわけでありますが、結果は、このような形になったということで、私も

また残念に思っておるわけでございます。 

今ほど議員からご紹介いただいたことにつきましては、私も本当に頭が下がる思いでございます

し、本当にこれは何の慰めにもなりませんが、そのような気持ちでおります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

私は今の市長の発言は、出資者あるいは債権者に対して励ましと言うか、温かい言葉だというよ

うに、私は受けとめさせていただきます。 

裁判のことは言いたくないんですが、やっぱり先ほどから言ってるように、出資者の皆さん、あ

るいは債権者の皆さんは本当に困っているんですよね。私もいろいろ話を聞きます。手紙もいただ

きます。ですからそれを考えると、私は本当にこのままにしておいたら犠牲者が出るんじゃないか。

出たら大変なわけですから犠牲者が出ないように、先ほど市長答弁にもあったわけですが、これま

で相談がある部分については相談を受け、精神面や健康面の部分についても、それにケアをしてき

たというご返事をいただきました。私はそういう窓口も含めて、やっぱり具体的に対応してほしい

なと思うんですね。相談があるかどうかは、私はわかりません。ただ、本当に悩んでいるけど、人

に話せないんですよね。 

最後に、先ほど言いましたけど、７８歳のお母さんは私に初めて言ったんです。近所の人にも話

されんし、うちの人にも話されん。そういう立場の中から、そうやって話をしてくれたんですよ。

ですから、相談があるかどうかわかりませんけど、ぜひ私は具体的に。３４１名の方々がいるんで

すよ、債権者、出資者から言えば７,０００人からいるわけですよ。それは額はわかりませんけど、

多くの出資をした方もおいでになる。そういうことを考えますと、やっぱり具体的に市としてそう

いう心がけと言うかケアというものを、具体的に私は対応していただきたいなというふうに、これ

からも引き続きしていただきたいと思うんですが、具体的には、今までどおりという考え方ですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

先ほどの市長の答弁のとおり、これまでもいろんな相談がある人には乗らさせていただきました。

今おっしゃったように話せない人、さらに潜在して言いにくい人もいろんな事情があるんだろうと

思います。そこまでをどうできるか、これは日ごろの活動の中で、またさらにカバーしていったり、

あるいは福祉のいろんな相談員がいる、あるいはそういう形で広げていかなきゃならんと思ってお

りますが、私どもは財産的な、資金的な解決というのはなかなか大変でございますけれども、こう

いう心でいろいろ悩んでいらっしゃる方に対しては、以前もやってきましたし、また、そういうこ
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とを、できる限りやるという形をとっていきたいと思います。ただ、大々的に窓口をという形は、

どういう形になるかはあれですが、そういう相談できる体制をもう少し枠組みを広げて、ものの考

え方をしていきたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

旧姫川病院に、今、ひめかわ美野クリニックということで美野先生が開院されていて、このこと

はやっぱり債権者の方々は、ある意味では非常に明るい兆しと言うか、要は市民の皆さんに、やっ

ぱり私は元気を出してくれてるんだなということを感じているんですよね。ただ、このあと私が聞

いているのは、ひめかわ美野クリニックが立ち退きを迫られているんじゃないかな、そんなことも

聞いているんですが、そのことはないんですか。 

これは私は昨年の秋、国会議員と一緒に美野さんの話を聞いています。美野さんは本当に頑張っ

ておいでになるんですけど、以後どうなるんですか、美野さんは、あそこの場所は。その辺、聞い

てませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

お答えいたします。 

ここである特定の診療所の具体的な時期まで、どのように言うかは難しいんでありますが、ただ、

破産管財人の説明会の中では、ことしの１２月までに、めどをつけたいというお話がありました。

そういうことでは現在、破産管財人が管理しているあの施設についての１つの期限、それが１２月

なんだろうと理解しておりますから、そういう中で今、診療所をやっていただいておりますけれど

も、その辺の期限とかかわりが出てくるんではないかと思っております。あくまでも総論で、お答

えさせていただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

姫川病院がなくなりまして、今、美野クリニックの話をしましたが、平岩、小滝、あるいは根知、

大野の皆さんは、姫川病院の閉院によって医療機関がなくなったと言っても、私は過言じゃないと

思うんですよね。 

特に冬季間、今の時期ですが、やっぱり高齢者にとっては、非常に困ってるということを聞きま

す。それから市内の循環器系の患者の皆さんが、富山県や上越市の方へ通院だとか、あるいは入院

されている方が多くいるとも聞いております。 

米田市長の決断で、今、糸魚川総合病院に循環器系ということで、その整備がされているわけで

すが、私は財政の厳しさも十分承知をしているわけですが、やっぱり今、昨年の１２月議会で申し
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上げましたし、市長もそういう答弁だったんですが、姫川病院にやっぱり１２月になったらわから

んじゃなくて、やっぱりあそこに明かりをつけることが、先ほどから申し上げているように債権者

の皆さんや、あるいは市民も含めて、やっぱり元気を与えると思うんですよね。１２月議会に申し

上げましたけど、すぐ横に観光拠点であるホテルがあるわけでありますし、私はあそこに明るい光

がって思うんです。 

市長はまだ検討中で、財政的な問題もあって、なかなか結論が出せないでいるんですが、めどと

しては、どういう考え方をしてますか。あれはもうほっとくという考えじゃないと思うんですが、

市長としては、いつごろ結論を出したいと思っておりますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

小林市民生活部長。 〔市民生活部長 小林清吾君登壇〕 

○市民生活部長（小林清吾君） 

お答えいたします。 

旧姫川病院の施設の跡利用という形になろうかと思いますけれども、倒産した直後からいろんな

方面から、今、議員が言われたように明かり、灯火を消さないというような要請を、各方面から受

けております。その中で、るる検討はしておりますけれども、やはりなかなかあの施設の大きさで

すとか、建った年数等を考えていきますと、やはりまだ具体的な方針と言いますか、使い道が定ま

っていないというようなところが、今の現状でございます。 

ただ、その中でやはり地域の皆様の意向と言いますか、期待というのもございますので、先ほど

課長が答弁しましたように、最終的にはいろんな権利関係が絡んでおりまして、あの建物がどうな

るかというのはわかりませんけれども、私どもはそれは横に置いときまして、何とか活用できない

かと。例えば福祉関係、医療も含めて、形態はどうあれきちっとした運営主体が、そこでやってい

ただけるようになることを願って、鋭意努力をしている最中です。ただ残念ながら今の段階では、

まだ具体的なものとして、ご報告できる段階に至っておりません。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

ほかへもいろいろと呼びかけていただいて、あそこをできれば今言ったように医療、福祉という

関係で活用するよう、努力をしてほしいなというように思っております。 

４番目の特定健診と特定保健指導についてであります。 

午前中、田原議員の質問でわかったと言うか、行政から２点を言いたいんだろうというように思

うんですね。課題の解消と先ほども答弁がありましたが、成果を上げるために施設方式にして、あ

るいは保健指導に重点をしていきたいということだと思うんです、いろいろ話をしてきたけど。 

私もそこの常任委員会にいて、ここで一般質問をするのはあれなんですが、ただ、私は４月から

始まるということで、やっぱり私もある意味では大変だなと思って、今回の項目に上げさせていた

だきました。 
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「広報いといがわ」を、私は１０月号からずっと見てきたんですよ、ずっと。でも、これわかり

ません。担当課にどんな問い合わせがあるか、私はよくわかりませんが、例えば特定健診とは、あ

るいは特定保健指導とは、４０歳未満の方はどうなるんだろうか、７５歳以上の方はどうなるんだ

ろうか、がん検診はどうなるんだろうか、本当にわからないと思います。３月号に特集を組んでや

るって言ってるんですけど、やっぱりこれでわかるのかな。 

私が言いたいのは、やっぱり周知と言うか本当に啓発活動が、十分に行われているかどうかとい

うことなんですよ。恐らく私は混乱が起きると思いますよ、１８０度変わるんですから。だから私

はこの啓発活動をどうしていくかもっと具体的に、広報、広報と言ってるけど、これじゃとっても

市民の皆さんは理解できませんよ。 

午前中のあれ聞いていましたけど、その辺はどうですか。啓発活動についてもっと具体的に、こ

うしていこうというものを出さなきゃわかりませんわ、これ、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

特定健診の特定というのは、４０歳から７４歳ということで、１つはそういうふうな切りかえを

しましたから、特定という言葉になります。 

確かにおっしゃるとおり、なかなか説明するというのは、わかりにくいかと思います。それから、

いずれにしろ法律の改正で、その４０歳から７４歳につきましては医療保険者がということで、そ

こも切り分けられた。年齢で切り分けられた、それから保険者別に切り分けられたということでご

ざいます。 

これの中で、どうわかりやすく説明するかということは、確かに、なかなか説明は難しいわけで

ございます。いずれにしろ集団健診でやっても、初めてやってるところでも、例えばほかの方では、

まだ社会保険やなんかは社会保険庁で、受診券が７月ぐらいになるとかということで、それが間に

合わないこともありますから、いろいろやっぱり新制度というのは、大変なんだなと思っておりま

す。 

そういう中で、私ども国の言っております生活習慣病の徹底を図るために、保健指導に力を入れ

るという形。その保健指導に力を注ぐ、あるいは健診を手段として位置づける。そういう形をとる

ために施設健診方式としたということでありますので、これについて確かに、なかなかわかりにく

いんですが、３月号での広報もさせていただきますし、いろんな今度は場面で、今までは具体的な

ことが、なかなかどこでどこだということもわからなかったり、この２月にいろいろ動きだした面

もありますから、それを踏まえてさらに地道な、みんなに理解してもらえるような活動を、進めて

いかなきゃならんと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

私は糸魚川市の責務と言うのは、これは法律がこうなったからということで、課長はそう言って
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るのかもしれませんが、私はすべての市民が等しく健診等の機会を設ける必要があり、だれもが健

康を維持できるための必要な健診、手軽に受けられるような、そういう方法を考えなきゃいけない

と思うんですよね。糸魚川の地域の実情に合った方向というものを、考えなきゃいけないんじゃな

いですか、市の責務として。 

ですから例えば国保加入者以外の方、私もそうなんですが、被保険者の本人は従来どおり事業所

健診ができるでしょう。しかし、ハードルも高いと言われております。しかし、先ほど医師会から

断られたという話もあるんですが、例えば皆さん、市の職員はどうなるんですか。あるいは電化の

皆さんはどう対応されるんですか、明星さんはどうなんですか、田辺さんはどうなんですかという

ことを考えるわけですよね、その方々がどうされるのか。糸魚川総合病院の健診センターと、能生

国保診療所で対応と言ってるんですが、じゃあ１万何人の国保の皆さんが、この２つで対応できる

んですかということを聞きたいですよ。２つ聞きたい。 

だから初めに言ったように、国保以外の皆さんはどうなるんですかということを、把握されてい

るんですか。２つ目は、２つになったわけですよね、健診センターと国保診療所になったんだけど、

１万何人が、本当にそういうことでできるんですかということを聞きます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

何度も申し上げておりますけれども、特定保健指導は医療保険者の義務となりましたということ

でございますので、国保以外のことについて私がここで、どこどこになりますとかというのは、こ

れはできませんけれども、その中で被扶養者について、今後、実態を見て市民が受けれる仕組みを、

やはりある程度カバーしていくことは、今後の実態の中で考えていかなきゃならんでしょう、こう

いうことであります。 

それから国保の加入者は、確かに１万５００人ぐらいですか、それぐらいですけども、その中で

７５歳以上は、今度ここの特定健診になりません。そういうことがありますし、今までの受診率等

からいうと３,５００人程度を１つの基本に置けば、私はこれは対応できると思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

今３,５００人という話が出たんですが、５年後の目標がありますよね、６５％とか４５％だと、

１０％を下げますよという話がありますよね。これにはやっぱり計画書というのを、つくりなさい

よってあると思うんですよね。そういう説明が、全然されてないんですよ。目標値を定めて、５年

後にはこうしましょうと目標にしたら、平成２０年度はどうするんだろう、平成２１年はどうする、

５年間の計画を立てろということになっているんでしょう。そうなってないんですか。 

今の３,５００人というのは、どういう数字かわかりませんけど、私は６５％に伸ばすために、

そうやっていくんだろうというように思ったんですが、この計画書を策定しなければ、私はいけな

いと思っているんですが、これは今の段階では、どういう取り組みをされているんですか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

実施計画につきましては、現在作成中であります。これについては国保運営協議会という協議会

がありますから、そういう中でご審議をいただいて、作成をするという予定にしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

もう１点、２点になるかな、集団健診方式でやりますよね。長年やっぱり集団健診というのは、

医師不足があって、私は集団健診というのができてきたんだというように理解しているんですよね。

先ほど時間の拘束云々で、集団健診と言っているんですけど、結局、特定健診の受診率をまず上げ

なければ、受診指導できないわけじゃないですか。 

ですから、まず特定健診を上げるためにどうするんだと。選んだのは施設方式なんですけど、じ

ゃあ交通費、例えば今までは集団健診してたんだけど、今度は糸魚川総合病院の健診センターへ行

くのに、例えば市振の皆さんや能生の皆さんは、糸魚川総合病院へ来るときもそういう交通費だと

か。これはさっきの中で委員長が報告しておりますが、これは検討中だというんで、こういうもの

はどうなっていくんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

荻野健康増進課長。 〔市民生活部次長健康増進課長 荻野 修君登壇〕 

○市民生活部次長健康増進課長（荻野 修君） 

集団健診そのものを続けたときの、それはそれなりの事情がありました。先ほど田原議員にもお

答えいたしましたが、現在の地域の医療状況ではなかなか大変だと。こういうことで、糸魚川総合

病院でもなかなか出向いていけないと、そういうふうな状況があるし、ほかから来ても医師の執務

体制の確保も大変だ。もちろん現有体制は限られているという状況もありますし、それから何度も

申し上げておりますように、地域の課題に合ったということになると、健康課題は当市の場合には、

何度も繰り返しますが高血圧とか糖尿病が非常に高い、県下の中でもかかる率も高いし、１人当た

りの医療費も高いと、こういう状況もあります。今までと同じじゃなくて、こういう状況を何らか

の形で手段として変えるという試みは必要なんです。 

いずれにしろ、集団はなかなか取りにくい状況の中で、施設健診ということでそれをやれるわけ

ですから、確かに市民の理解をいただくことは大変なんですが、これはこれでお願いをしていかな

きゃならんし、また、交通手段については、これは従来、例えば集団健診に行くためにいろんなマ

イクロバスを、行くだけでいろんな配置をしていたわけですから、そういうところに振り向けると

か、これは実態に即して考えていかなきゃならんと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

もう私は繰り返しませんけども同じことはあなたは、もう言いわけにしか聞こえないわ、こっち

側はね。そうじゃなくて、私らの言ってる言い分もやっぱり聞くべきだと思いますよ。本当に６月

ごろから始まるといっても、市民の皆さんは理解してないんですから、私は混乱が起きると思う、

そういう立場から言ってるんですよ。 

だからそういうことも含めて、今後の部分もあるけど、やっぱり私はある意味では１８０度転換

するんじゃなくて、集団健診も含めてやった中で、次から変えていくというのはわかりますけど、

すぐ私は変えるというのは、いかがなものかなというように思います。私は思いますよでいいです

よ、あなたの回答はいいです。 

バス運行計画についてであります。先日、木曽路の命の交通網に取り組む木曽町ということで政

務調査に行ってまいりました。朝日新聞の３６０度というやつで、１２月９日の新聞にも載ってい

ますのでご存じかと思いますが、若干中身を申し上げます。 

人口は合併して１万３,０００人ちょっとなんです。５,２００世帯ぐらいなんですよ。そういう

中で、いろんな取り組みがあったけど、合併を機に、１つはこの交通対策を考えようということで

始まったんですね。幹線バスの委託方式を町営に切りかえることで、運賃などを見直し、交通空白

地に乗合タクシーを導入した大がかりな交通網の再編は全国でも例がなく、手探りだったと担当の

山田係長は私らに説明してくれたんですね。 

町長はお年寄りを中心に、生活交通を確保を求める声は切実だった。思い切った交通対策をつく

らないと過疎化が進んで、死の町になってしまうと考えたということを言われているわけです。 

今運行してるのは、１カ月１万６,０００人の人たちが利用してると言うんですが、私は現在検

討中のバス運行計画は糸魚川総合病院、あるいは公共交通を中心にしてループっていうことでは、

ある意味では評価できるんですが、私は交通弱者と言われる人たちね、そういう人たちをどうして

いくんだ。やっぱり私は公共交通の基本的な考え方としては、生活交通の確保を最優先に考えたも

のでなければいけない。あるいは生活交通の確保、充実を図ることによって地域の活性化、そして

よりよいまちづくりにしなければいけない、こう考えるんですよね。 

恐らく福祉事務所や、健康増進課の皆さんや、教育委員会等と、話をされてきたんだと思うんで

すが、この辺はどうだったんですか、経過として。そういう基本的な考え方も含めて、取り組まれ

ているかどうか伺います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

議員おっしゃられるように今回のバスダイヤ改正につきましては、市内全体の公共交通の確保を

どうするかという観点から取り組んでおるわけでございますし、当然、通学バス、通院バス、それ

から福祉関係の補助金制度もその中で検討する中で、全体的な見直しをしようということで始めて

おります。 
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したがいまして、庁内の関係課とも会議を何回か重ねながら、今お示しできる原案までようやく

たどり着いたと。ただ、財政的な問題等もございますので、今回の１０月のバス代や改定で、すべ

てがクリアになるということではございませんが、一番の大きな課題は、バス路線が通っていない

交通空白地域をどう埋めていくか。これは平野議員の質問にもお答え申し上げたように、もうしば

らく考えさせていただきながら、全体の交通体系の整備をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 

先ほどアンケートの話が出ました。１,０００名を抽出してということで、１４.８％の人たちが

バス利用が不便だ。言ってみれば、交通弱者ということになるんだろうと思うんですが、木曽町は

全町民、１５歳以上全部にアンケートをとったんですね。出てきたのは、この交通弱者と言われる

人たちが、３０％と言うことだったんですよ。 

私が言いたいのは、要は１,０００名抽出、一定程度のデータを取れたかもしれませんけど、本

当に困っている人たちがいっぱいいるわけですよ。ですから、これは予算上の問題もあるけど、や

っぱり私は高齢者、あるいは通学の問題も含めて全市民、少なくともそういう把握をしてもらいた

いと思うんですよね。そこからやっぱりマイカーがないとか、免許がないとか、そういう人たちが、

要は交通弱者ですよ。そういう人たちを把握をしながら、じゃあどういう対策を。先ほど空白地域

は、もう少し待ってくれという話があるけど、でも、そういう人たちが一番困っているわけですよ。

その辺どうですか。 

もう１回すぐアンケートをとれとは言いませんけど、そういう考え方にならなきゃいけないと思

うんですよ。さっき基本的なことを話させていただきましたが、その辺はいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

アンケートをとるかどうかは別といたしまして、これからバスダイヤのある程度原案ができまし

たら、先ほど市長の答弁にもございましたが、地域審議会や、大幅に路線が改定になる地域の皆さ

んにご説明を申し上げ、これは決定ではございません、さらに意見を聞く中で、すべてご意見が通

るかどうかは別としまして、少しでも利便性の高いものにしていきたいという考え方でおります。 

７月の運行ダイヤの申請に向けて我々としては、それまでには精いっぱい努力をしてご意見を聞

く中で、調整できるものはしてまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 

○３０番（松田 昇君） 
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私は多くの市民はコミュニティバスと言うか、青海の巡回バスみたいなのを想像してると思うん

ですよ。もうクルクル、クルクル糸魚川なら糸魚川を回って例えば美山から、要は今はバス路線で

ないとこも含めてそういう人たちを、要は交通空白地を含めて拾ってほしいという、そういうイメ

ージがあったと思うんですよ。ぜひ、そういうことも含めて検討してもらいたい。 

それから先ほどの行政としての課題、あるいは補助金の問題、糸魚川バスさんの課題等あるわけ

ですよね。なぜ沿線の人口が減少したのかとか、あるいは、なぜ路線バスの利用者が減少するのか

とか、バス運行空白地域の住民が交通手段を確保してほしいという、そういう要望もあるよという

ことを話されました。 

木曽町の企画調整課の山田さん、先ほども言いましたが、まとめとしてこういうことを言われた

んですね。①は、地域住民により広く愛される公共交通に、②、住民が安心した生活をしていくた

めに移動機会の確保、③、より多くの住民の声に耳を傾けたニーズの把握、④、環境問題の取り組

みから通勤需要の喚起、⑤として、公共交通は地域福祉と交流拡大のかなめ、まちづくりに公共交

通は欠かせないと述べられていたんですよ。 

ですから、私はとにかくこれを、やっぱりまちづくりの起爆剤として考えてほしいと思うんです

よね。ですから、行政の皆さんは安曇野市へ行かれたということも聞いているんですが、ぜひ私は

木曽町の情報を得てほしいと思うんです。先ほどから言ってるように財政問題がございます、厳し

いのはわかります。しかし、やっぱり私はこの木曽町が、私らに何らかの示唆をしているように感

じたわけです。 

ですから、繰り返して申し上げますが、町長がこれを取り組まなければ過疎化が進んで、死の町

になってしまうということを言われて、これを取り組んでいるわけですよ。私はある意味では糸魚

川も、そういう共通の課題があると思うんです。ぜひ今回の計画を第一ステップに、まだまとまっ

てないという課長の話ですけど、ぜひその辺も含めて、私は次へのステップとして進んでほしいと

思うんですが、この辺はいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田鹿商工観光課長。 〔商工観光課長 田鹿茂樹君登壇〕 

○商工観光課長（田鹿茂樹君） 

お答え申し上げます。 

確かに木曽バスというのも、ある意味では参考になる部分も大いにあろうかと思います。それを

参考にしながら、また我々は糸魚川バスさんと協議をする中で、市民の皆様の生活の交通確保をさ

せていただきたいと思います。 

ただ、木曽バスの場合も町が運行委託をお願いしておりますが、当市の約１.４倍ほどの経費も

かかると。こういう実情も聞いておりますので、ここら辺の経費の部分もまた何とか我々としては

考えながら、市民の皆さんの利便性の高い公共交通機関の確保に向けて、今後も検討していきたい

というふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

松田議員。 
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限られた財源ですからわかるんですけど、やっぱり私は市民の立場に立った計画をつくってほし

いと思うんです。 

もう高齢化が進んでるという部分については、また次回にさせていただきます。 

終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、松田議員の質問が終わりました。 

関連質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

関連質問なしと認めます。 

本日はこれにてとどめ、延会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

 

〈午後４時２７分 延会〉 
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